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口著作権の一元的構成について

"論"

"説"著

作

権

の

克
的
構
成
に

目

次

序
|
問
題
の
提
起
と
用
語
上
の
約
束

第
一
章
学
説
の
形
成
と
そ
の
批
判
(
以
上
前
号
)

第
二
章
実
定
法
に
お
け
る
著
作
権
の
構
造
-

比

較

法

的

考

察

|

第
一
節
著
作
人
格
権
の
形
成
と
そ
の
諸
類
型

第
一
項
ド
イ
ツ
に
お
け
る
著
作
人
格
権

第
二
項
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
著
作
人
格
権

第
三
官
官
イ
ギ
リ
九
に
お
け
る
著
作
人
格
権

第
四
項
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
著
作
人
格
権

第
二
節
各
実
定
法
体
系
に
お
け
る
著
作
人
格
権
の
地
位

第
一
一
項
ド
イ
ツ
法
上
の
地
位

つ
し、

て

(二)

半

田

正

夫
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説

第
二
項
ブ
ラ
ソ
ス
法
上
の
地
位

第
三
項
英
米
法
上
の
地
位
(
以
上
本
号
)

第
三
節
総
括
|
各
国
法
の
比
較
|

第
三
章
わ
が
国
の
著
作
権
制
度
と
一
元
的
構
成

論

第
二
章

実
定
法
に
お
け
る
著
作
権
の
構
造

|
|
比
較
法
的
考
察

l
l
i

前
章
で
著
作
権
の
権
利
構
成
に
関
す
る
諸
学
説
を
検
討
し
た
の
に
引
き
続
き
、
本
章
で
は
各
国
の
実
定
法
が
著
作
権
を
ど
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
把
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
著
作
権
が
二
万
一
的
構
成
を
と
る
か
否
か
の
問
題
は
、
著
作
人
格
権

(dHr巾
Z
H匂
巾

HmCロ
-rrw色
神
田
円

2
E
W
門町。伊丹

ョ。
E
f
B
O
B
-
-
m
E
)
の
形
成
を
機
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
国
法
の
比
較
を
行
う
に
際
し
て
は
、
著
作
人
格
権
が
各
実
定
法

体
系
中
如
何
な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
か
の
観
点
か
ら
推
し
進
め
る
の
が
最
も
適
切
な
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、

わ
が
国
の
著
作
権
制
度
に
、

理
論
上
あ
る
い
は
実
務
上
大
き
な
影
響
を
与
え
、
今
後
も
与
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
主
要
四
カ

ア
メ
リ
カ
l
に
つ
い
て
以
下
の
検
討
を
試
み
る
。

国

l
ド
イ
ツ
、

フ
一
フ
ン
ス
、

イ
ギ
リ
ス
、

ま
ず
前
提
問
題
と
し
て
、
著
作
人
格
権
が
各
実
定
法
の
沿
革
上
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
発
展
し
て
き
た
か
、
そ
し
て
ま
た
、
こ

の
権
利
に
所
属
す
る
も
の
と
し
て
如
何
な
る
種
類
の
も
の
が
承
認
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

北法15(2・40)256



察
を
行
う
。

…
叫
以
上
の
操
作
に
よ
っ
て
、
各
国
に
お
け
る
著
作
権
の
構
造
を
把
え
た
後
、
こ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
比
較
し
、
将
来
の
方
向
を

模
索
し
て
み
た
い
。

次
に
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
発
展
を
遂
げ
た
著
作
人
格
権
が
、
各
実
定
法
体
系
に
お
い
て
如
何
な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
か
の
考

第
一
節

著
作
人
格
権
の
形
成
と
そ
の
諸
類
型

第
一
項

ド
イ
ツ
に
お
け
る
著
作
人
格
権

ド
イ
ツ
圏
内
の
不
統
一
の
た
め
に
、
長
い
間
悲
願
に
の
み
終
っ
て
い
た
統
一
法
の
制
定
は
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
と
そ
れ
に
引
続
く
第
二
帝

国
の
成
立
に
よ
っ
て
達
成
せ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
連
邦
の
各
支
邦
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
法
律
及
び
ド
イ
ツ
書

白

籍
業
者
取
引
組
合
の
作
成
に
か
か
る
著
作
権
法
草
案
な
ど
が
参
考
に
供
さ
れ
、

ま
た
翌

一
八
七

O
年
に
は
北
ド
イ
ツ
連
邦
著
作
権
法
が
、

一
八
七
一
年
に
は
ラ
イ
ヒ
法
が
施
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
一
九

O
一
年
に
「
文
学
的
及
び
美
術
的
著
作
物
の
著
作
権
に
関
す

著作権の一元的構成について

る
法
律
」

(
L
U
G
〉
と
出
版
権
法
が
制
定
さ
れ
、

さ
ら
に
一
九

O
七
年
に
「
造
形
美
術
及
び
写
真
著
作
物
の
著
作
権
に
関
す
る
法
律
」

(
K
U
G
〉
が
制
定
さ
れ
、
こ
こ
に
統
二
斗
法
の
完
成
を
み
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
成
立
し
た
ド
イ
ツ
著
作
権
法
は
、
そ
の
沿
革
及
び
ピ
ス
マ
ル
ク
憲
法
第
四
条
第
六
項
の
規
定
か
ら
「
精
神
的
所
有
権
の
保
護
」

に
中
心
が
置
か
れ
、
著
作
権
H
H
著
作
財
産
権
と
解
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
端
的
な
現
れ
は
、
「
著
作
者
の
権
利
」

が
殆
ど
著
作
財
産
権
に
関
す
る
規
定
で
占
め
ら
れ
た
こ
と
、
及
び

L
U
G
八
条
、

K
U
G
一
O
条
が
著
作
権
の
譲
渡
を
認
め
て
い
た
こ

と
、
な
ど
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
法
律
は
、
著
作
人
格
権
に
関
す
る
規
定
を
全
く
欠
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

の
よ三巴

与主

北法15(2・41)257



説

不
完
全
な
が
ら
も
若
干
の
規
定
を
お
い
て
い
る
。
だ
が
、
著
作
者
の
観
念
的
利
益
を
充
分
に
保
護
す
る
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
し
か
な
か

っ
た
。

L
U
G
及
び

K
U
G
が
著
作
人
格
権
を
認
め
た
規
定
と
し
て
は
、
法
に
よ
っ
て
個
別
的
に
許
さ
れ
た
転
載
・
引
用
の
際
の
出
所
明

ヲ'b.a岡

示
義
務
の
賦
課

(
L
U
G
一
八
条
一
項
二
文
、
二
五
条
、

K
U
G
一
九
条
二
項
)
、
著
作
権
の
譲
渡
又
は
著
作
物
の
転
載
・
引
用
の
際
に

お
け
る
著
作
物
の
変
更
禁
止

(
L
U
G
九
条
、

K
U
G
二
一
条
、
二
一
条
)
、
文
学
的
著
作
物
の
本
質
的
内
容

一
八
条
一
項
、
二
四
条
、

を
著
作
者
の
承
諾
な
し
に
公
衆
に
伝
達
す
る
こ
と
の
禁
止

(
L
U
G
一
一
条
一
項
二
文
)
、
及
び
造
形
美
術
著
作
物
の
原
作
物
及
び
そ
の

複
製
物
の
符
号
に
関
す
る
規
定

(
K
U
G
二
二
条
、

一
八
条
三
項
、
三
三
条
一
項
一
号
、
三
四
条
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な

し、。
こ
の
よ
う
に
不
完
全
で
は
あ
る
が
、

と
に
か
く
、
著
作
人
格
権
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、
判
例
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

を
根
拠
と
し
な
が
ら
そ
の
不
備
な
点
を
是
正
す
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
。
以
下
重
要
な
判
例
を
示
し
な
が
ら
、

い
か
な
る
種
類
及
び
内
容

の
権
利
が
承
認
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

)
 

2
4

，
 

(
 
公
表
権
(
与
問
団
〈
2
0同問
g
H
Z
n
r
zロ
mm円
巾
円
宮
)

著
作
物
を
公
表
す
る
か
否
か
、
公
表
す
る
と
す
れ
ば
何
時
、
如
何
な
る
方
法
を
以
っ
て
す
る
か
の
決
定
権
、
即
ち
公
表
権
に
つ
い
て
は

現
行
法
上
明
文
の
規
定
は
存
在
し
な
い
。
だ
、
か

L
U
G
一
一
条
一
一
項
二
文
が
「
著
作
物
の
本
質
的
内
容
が
公
衆
に
伝
達
さ
れ
ざ
る
限
り
著

作
者
は
排
他
的
伝
達
権
を
有
す
」
(
傍
点
筆
者
〉
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
学
説
は
、
著
作
物
全
体
を
公
表
す
る
権
利
も
ま
た
著

作
者
に
留
保
さ
れ
る
こ
と
が
間
接
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
解
し
て
い
た
が
、
判
例
は
通
称
コ
シ
マ

U
ワ

l
グ
ナ

1
日
記
事
件
と
し
て
著
名

(
2
v
 

な
一
九
五
四
年
一
一
月
二
六
日
の

B
G
H
判
決
(
切
の
巴

N
E
W
E
S
に
お
い
て
、

「
公
表
権
に
つ
い
て
は
明
文
の
規
定
は
存
在
し
な
い
。
だ
が
L
U
G
一
一
条
一
項
二
文
は
文
学
的
著
作
物
に
関
し
、
著
作
物
の
本
質
的
内
容
が
公
衆
に
伝
遠

北法15(2・42)258



さ
れ
ざ
る
限
り
著
作
者
に
伝
達
権
を
承
認
し
て
い
る
。
裁
判
所
は
そ
の
範
囲
を
こ
え
て
一
九
五
四
年
五
月
二
五
日
の
判
決
(
回
O
E
N
5
・
ωN品
)

で
著
作
権
の

保
護
を
受
け
な
い
秘
匿
的
性
質
を
も
っ
手
記
も
〈
そ
の
公
表
に
は
〉
執
筆
者
の
同
意
を
要
し
、
か
つ
執
筆
者
の
承
認
を
得
た
方
法
で
の
み
公
表
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
基
本
法
第
一
条
及
び
第
二
条
に
よ
っ
て
保
障
せ
ら
れ
た
人
格
保
護
の
基
本
権
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
(
し
た
が
っ
て
)

著
作
権
で
保
護
を
受
け
る
著
作
物
の
場
合
、
公
表
権
は
明
文
の
規
定
が
な
く
と
も
著
作
権
の
人
格
的
要
素
よ
り
生
ず
る
。
」

と
述
べ
公
表
権
を
承
認
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
判
決
は
、
公
表
権
の
譲
渡
、
著
作
人
格
権
の
第
三
者
委
託
等
、
多
く
の
問
題
に
つ
い
て

判
示
し
て
お
り
、
著
作
権
上
ば
か
り
で
な
く
、

が
、
と
り
わ
け
公
表
権
を
「
財
産
権
的
性
質
及
び
人
格
権
的
性
質
を
有
す
」
る
も
の
と
し
て
把
え
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
の
交
錯
領

一
般
的
人
格
権
に
関
す
る
判
例
史
上
に
お
い
て
も
重
要
な
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る

域
に
属
す
る
こ
と
を
は
じ
め
て
肯
定
し
た
点
で
画
期
的
意
義
を
有
す
る
判
決
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利

2
2
C
F与
2
R
E
E
m
H
2
E
)

著
作
物
の
創
作
者
と
し
て
公
に
伝
達
さ
れ
る
た
め
、
著
作
物
に
著
作
者
と
し
て
の
符
号
(
本
名
で
あ
ろ
う
と
仮
名
で
あ
ろ
う
と
差
支
え
な

(ロ)

口

い
)
を
表
示
す
る
権
利
は
著
作
者
に
留
保
さ
れ
る
。
文
学
的
著
作
物
に
つ
い
て
は
直
接
こ
れ
を
定
め
た
規
定
は
な
い
が
、
著
作
財
産
権
を

移
転
し
た
場
合
に
つ
き
、
取
得
者
は
著
作
者
の
同
意
な
く
し
て
著
作
者
た
る
表
象
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
規
定
し
て
い
る

(
L

U
G
九
条
)
と
こ
ろ
か
ら
察
す
れ
ば
、
著
作
者
に
著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
が
留
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
は
な

著作権の一元的構成について

ぃ
。
造
形
美
術
著
作
物
に
つ
い
て
は
と
く
に
規
定
が
あ
り
、
著
作
物
へ
の
氏
名
等
の
表
示
は
著
作
者
み
ず
か
ら
な
す
か
、
あ
る
い
は
彼
の

同
意
を
得
た
場
合
の
み
許
さ
れ
て
い
る
ハ

K
U
G
一
三
条
)
ば
か
り
で
な
く
、
著
作
財
産
権
の
移
転
の
際
に
は
、
文
学
的
著
作
物
と
同
様

の
効
果
を
生
ぜ
し
め
て
い
る

(
K
U
G
一
二
条
)
。
以
上
の
規
定
に
基
き
、
判
例
は
、
一
雇
傭
契
約
に
服
す
る
著
作
者
が
、
雇
主
の
た
め
に

創
作
し
た
著
作
物
に
、
著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
承
認
し
、
こ
の
権
利
の
著
作
者
専
属
性
を
保
障
し
て
い

(
列
。
N

口。
wω

。ω)
は
、
著
作
者
の
著
作
物
創
作
義
務
が
雇
用
契
約
の
内
容
と
な
っ

る
。
す
な
わ
ち
一
九
二
五
年
四
月
八
日

R
G
判
決

北法15(2・43)259



説

て
い
る
場
合
に
、
著
作
権
が
当
然
に
雇
主
に
移
転
す
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、

Z命

「
こ
の
権
能
は
人
格
権
か
ら
流
出
し
た
も
の
で
あ
っ
て
法
律
に
と
く
に
規
定
を
お
い
て
は
い
な
い
が
、

K
U
G
一
三
条
が
暗
黙
の
う
ち
に
M

認
め
て
い
る
も
の

で
あ
る
」

と
判
示
し
て
被
傭
者
に
留
保
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
判
例
は
、
著
作
権
の
譲
渡
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
著
作
権
を
構
成
す
る
全
権

能
が
移
転
す
る
の
で
は
な
く
、
人
格
権
的
権
能
、
少
く
と
も
著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
は
、
著
作
者
に
留
保
さ
れ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
判
例
史
上
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。

ま
た
こ
の
権
利
の
主
張
し
う
る
限
度
に
つ
い
て
は

R
G
、
B
G
H
と
も
に
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
し
た
判
例
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、
下
扱
審

の
判
例
の
中
に
は
若
干
そ
の
例
が
あ
る
。

シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
は
映
画
の
タ
イ
ト
ル
に
自
己
の
氏
名
、
が
表
示
さ
れ
る
よ
う

す
な
わ
ち
、

要
求
で
き
る
が
、
ポ
ス
タ
ー
、
ち
ら
し
、
そ
の
他
の
広
告
に
つ
い
て
は
要
求
で
き
な
い
と
さ
れ
た
例
(
一
九
五
六
年
二
一
月
一
八
日
ミ
ュ

ン
へ

γ
L
G
判
決
づ
〉
著
作
物
が
シ
ナ
リ
オ
の
場
合
に
、
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
の
表
示
を
要
求
で
き
る
が
、
原
作
者
と
し
て
の
表

示
を
要
求
で
き
な
い
と
さ
れ
た
例
(
一
九
五
二
年
九
月
五
日
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

O
L
G
判
決
)
、
流
行
歌
の
作
詞
者
は
歌
を
伴
わ
な
い
器
楽
演

奏
に
氏
名
の
表
示
を
要
求
で
き
な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
一
九
五
五
年
八
月
一
六
日
ベ
ル
リ
ン

K
G
判
決
)
な
ど
で
あ
る
。

著
作
物
変
更
権
(
弘
山
田
〉
え
巾

E
口
問
団

H
2
E
)

著
作
者
が
自
己
の
著
作
物
に
つ
い
て
改
鼠
、
削
除
、
そ
の
他
著
作
者
と
し
て
の
名
声
、
信
用
を
害
す
る
が
如
き
変
更
を
加
え
る
者
に
対

し
、
不
作
為
又
は
除
去
を
請
求
す
る
権
利
、
即
ち
著
作
物
内
容
変
更
権
(
内
容
変
更
禁
止
権
と
も
云
う
)
を
有
す
る
旨
の
規
定
は
な
い
。

現
行
法
は

L
U
G
九
条
及
び

K
U
G
一
二
条
で
、
著
作
財
産
権
の
取
得
者
に
対
し
て
の
み
、
著
作
者
の
同
意
の
な
い
著
作
物
変
更
を
禁
止
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し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
著
作
者
の
著
作
物
不
変
更
利
益
の
主
張
を
、
対
財
産
権
的
権
能
の
取
得
者
に
限
る
と
す
る
の
で
は
あ
ま
り

に
偏
狭
す
ぎ
る
。
無
権
限
の
第
三
者
は
勿
論
の
こ
と
、
有
形
的
著
作
物
(
巧
巾
再
三
cnr)

の
占
有
者
に
対
し
て
も
、

主
張
で
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
後
者
は
特
に
造
形
美
術
著
作
物
の
場
合
に
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
画
家
、
か
自
己
の
絵
を
他
人
に
譲
渡
し
た
り
、
建
築
家
が
第

三
者
の
依
頼
で
建
築
物
を
建
造
し
、
こ
れ
を
引
渡
し
た
り
す
る
場
合
な
ど
、

い
づ
れ
も
著
作
財
産
権
の
処
分
は
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
場
合
で
も
著
作
者
は
、
他
人
の
現
実
的
占
有
に
属
す
る
有
形
的
著
作
物
が
段
損
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
、
保
護
さ
れ
る
必
要
が
あ

(

Q

U
〕

ろ
う
。
こ
の
古
川
に
つ
い
て
一
九
一
二
年
六
月
八
日
の

R
G
判
決
(
列
。

N
3い
ミ
)
は
、
有
名
な
プ
レ
ス
コ
壁
画
事
件
に
お
い
て
、

同

「
現
在
の
法
感
情
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
美
術
家
は
、
彼
の
創
作
に
な
る
著
作
物
が
、
彼
の
個
性
的
創
作
力
の
流
出
と
し
て
、
現
在
及
び
将
来
に
わ
た

り
、
完
全
な
形
態
の
ま
ま
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
法
律
上
保
護
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
:
現
行
法
で
は
、
美
術
家

が
み
ず
か
ら
著
作
権
(
著
作
財
産
権
の
こ
と
)
の
全
部
又
は
一
部
を
、
他
人
に
譲
渡
す
る
場
合
に
つ
い
て
の
み
、
明
文
の
規
定
を
お
い
て
い
る
。
:
・
(
だ
が
)

美
術
家
と
著
作
物
の
所
有
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
何
ら
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
(
し
か
し
な
が
ら
、
著
作
権
法
草
案
理
白
書
に
よ
る
と
、
立
法
者
は
〉
内
容

の
変
更
を
受
け
た
著
作
物
の
公
表
に
よ
り
、
美
術
家
と
し
て
の
名
誉
が
侵
害
さ
れ
る
か
あ
る
い
は
公
衆
が
欺
か
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
般
法
の
規

定
が
、
美
術
家
に
充
分
の
保
護
を
与
え
る
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
o

つ
ま
り
立
法
者
は
、
無
造
作
に
か
か
る
権
利
保
護
が
一
般
法
で
な
さ
れ
る
と
信

じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
ド
イ
ツ
民
法
で
は
一
般
的
人
格
権
が
承
認
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
通
説
、
及
び
B
G
B
八
二
三
条
に
関
す
る
判
例
の
解
釈
に
徴
す

る
と
き
、
上
述
の
理
由
室
田
に
対
し
て
疑
問
が
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
か
ら
、
立
法
者
の
予
定
し
た
権
利
保
護
を
美
術
家
に
与
え
な
い
と
い

著作権の一元的構成について

う
い
わ
れ
は
な
い
。
美
術
家
に
対
し
て
K
U
G
の
不
充
分
な
規
定
を
類
推
適
用
さ
せ
て
保
護
を
は
か
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
う
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
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で
あ
る
o
」

と
述
べ
た
後
、
美
術
家
が
著
作
物
を
依
頼
者
に
引
渡
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
著
作
物
に
美
術
家
の
著
作
権
と
依
頼
者
の
所
有
権
と
の
こ
種

の
私
権
が
併
存
し
、
両
者
は
相
互
不
可
侵
的
で
あ
る
か
ら
、
所
有
者
が
そ
の
著
作
物
を
第
三
者
に
譲
渡
し
た
り
、
あ
る
い
は
破
棄
し
た
り



説

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
が
、
著
作
者
の
同
意
な
く
し
て
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
著
作
者
の
著
作
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
り
許
さ
れ

論

そ
れ
以
外
の
場
合
で
も
信
義
則
に
よ
り
著
作
者
が

同
意
を
拒
み
え
な
い
と
き
に
は
許
さ
れ
る

(
L
U
G
九
条
二
項
、

K
U
G
一
二
条
二
項
)
。
例
え
ば
美
術
著
作
物
の
複
製
を
石
版
印
刷
、

な
お
著
作
物
の
変
更
は
著
作
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
許
さ
れ
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、
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な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

ア
ー
ト
印
刷
等
の
形
式
で
行
う
こ
と
を
許
可
し
た
著
作
者
は
、
現
代
の
印
刷
技
術
水
準
の
上
か
ら
は
止
む
を
え
な
い
著
作
物
の
変
更
l
例

え
ば
色
彩
の
変
調
ー
を
認
め
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
し
、
出
版
者
に
よ
る
些
細
な
ミ
ス
プ
リ
や
句
読
点
の
間
違
い
な
ど
も
許
さ
れ
る
。

も
原
稿
の
意
味
を
損
う
よ
う
な
重
大
な
変
更
が
な
い
限
り
、

ま
た
ス
ペ
ー
ス
の
限
ら
れ
た
新
聞
や
雑
誌
の
記
事
の
場
合
に
削
除
や
そ
の
他
の
変
更
は
屡
々
行
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ

(
9〉

一
般
に
許
さ
れ
る
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
場
合
に
つ
き

著
作
者
の
同
意
の
要
、

不
要
は
取
引
の
慣
習
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

付

有
形
的
著
作
物
に
接
触
す
る
権
利
(
合
印
刷

N
2
E
E円

p
m
g
m
E自
宅
島

Err)

著
作
者
は
有
形
的
著
作
物
の
所
有
権
又
は
占
有
権
を
移
転
し
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
著
作
物
に
接
触
し
た
い
と
欲
す
る
場
合
が
あ
る
。

と
く
に
そ
の
著
作
物
を
参
考
に
し
て
次
の
創
作
を
な
そ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
欲
求
は
強
い
。
か
か
る
場
合
に
占
有
者
は
、

そ
の
著

作
物
を
引
渡
す
義
務
は
負
わ
な
い
ま
で
も
、
少
く
と
も
、
著
作
者
に
よ
る
撮
影
、
あ
る
い
は
覚
書
作
成
の
た
め
の
機
会
を
提
供
す
る
義
務

、
か
謀
せ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
現
行
法
は
こ
の
権
利
を
全
く
認
め
て
い
な
い
が
一
九
五
一
年
一

O
月
二
六
日
の

B
G
H
判
決
は

「
著
作
者
が
彼
の
創
作
に
か
か
る
著
作
物
の
占
有
を
失
っ
た
場
合
に
、
彼
は
、
著
作
権
行
使
の
必
要
上
著
作
物
に
接
触
し
て
メ
モ
又
は
撮
影
を
な
す
こ
と
を
、

占
有
者
に
要
求
で
き
る
権
利
を
有
す
る
。
」

と
判
示
し
、
こ
の
権
利
を
承
認
し
て
い
る
。



以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
著
作
人
格
権
の
種
類
に
関
す
る
現
行
法
の
不
備
は
判
例
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
承
認
さ
れ
た
諸

権
利
は
す
べ
て
現
在
、
連
邦
議
会
で
審
議
中
の
著
作
権
法
改
正
草
案
の
中
に
盛
り
こ
ま
れ
て
お
り
、
近
い
将
来
に
お
い
て
制
定
法
上
の
権

利
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。

帯口

開
口
同
君
位
円
『
ゆ
《
山
由
回
ロ
ロ
L
2
2
2
H
N
S
5
5芯
ロ
ロ
ヨ
凶

N戸
円
己
同
「
各
耳
目
ロ
宮
司
内
『
O
片
岡

Hf
〈
司
「
四
回
戸
口
L
o
m
g
N。
-
m
q
w
r
o
z・同坦印
J

ア

ω・
ωω

山
口
一
口
M
m
p
C
H
r
§
2

5
L
〈
色
白
問
問
。
n
z・
N〉戸『}・

5
8・
∞
-
N
S
山
国
民
r
s
E
P
d
H
r
$
2
1
5
ι

〈
旦
ω回
目
。
凸
宮
、

3
3・
ω・
ロ
印
・

な
お
オ
ー
ス
ト
リ
ア
著
作
権
法
一
四
条
三
項
は
、
「
文
学
的
著
作
物
又
は
映
画
著
作
物
の
内
容
を
公
衆
に
伝
達
す
る
権
利
は
、
そ
の
著
作
物
又
は
そ
の

本
質
的
内
容
が
著
作
者
の
同
意
を
得
て
公
表
さ
れ
ざ
る
限
り
著
作
者
に
留
保
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
著
作
物
全
体
の
公
表
権
ば
か
り
で
な
く
著
作
物
の
本

質
的
内
容
の
公
表
権
も
ま
た
著
作
者
に
専
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

(

2

)

リ
ヒ

7

ル
ト
・
ヮ

I
グ
ナ

l
の
妻
コ
シ
マ
は
、
ヮ

l
グ
ナ
!
と
の
婚
姻
中
に
つ
け
て
い
た
日
記
を
娘
の
エ
ヴ
ア
に
贈
り
保
管
を
委
ね
て
い
た
。
ェ
ヴ
ア

は
こ
の
日
記
を
最
も
良
く
保
管
す
る
た
め
に
、
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
ワ

l
グ
ナ

l
記
念
地
へ
の
贈
物
と
し
て
パ
イ
ロ
イ
ト
市
長
に
手
渡
し
た
。
そ
し
て
遺
言
に

よ
っ
て
パ
イ
ロ
イ
ト
市
を
相
続
人
に
指
定
し
、
エ
ヴ
ァ
の
死
後
三

0
年
間
公
表
し
な
い
と
い
う
条
件
を
附
し
た
。
以
上
の
事
情
を
背
景
と
し
て
、
コ
シ
マ

の
財
産
相
続
人
た
る
原
告
が
、
コ
シ
マ
の
日
記
の
著
作
権
は
原
告
に
帰
属
す
る
こ
と
、
遺
言
に
云
う
三

O
年
の
公
表
禁
止
は
原
告
に
及
ば
な
い
こ
と
を
主

張
し
た
事
件
。

(

3

)

本
判
決
の
一
般
的
人
格
権
史
上
に
お
け
る
意
義
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
・
松
田
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
私
生
活
の
私
法
的
保
護
」
(
北
法
一
一
巻
四
号

一
O
四
頁
、
伊
藤
・
戒
能
編
「
。
フ
ラ
イ
ヴ
ア
シ

1
研
究
」
一
六
一
頁
)
に
詳
細
な
解
説
が
み
ら
れ
る
。

(

4

)

原
告
は
住
宅
及
び
飲
食
庖
の
室
内
装
飾
を
業
と
す
る
者
で
あ
る
o

彼
は
建
築
家
で
あ
る
被
告
と
雇
傭
契
約
を
結
び
(
契
約
書
に
は
被
告
の
創
作
に
か
か

る
室
内
装
飾
物
の
著
作
権
が
誰
に
帰
属
す
る
か
に
つ
い
て
の
と
り
き
め
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
)
、
被
告
に
指
揮
監
督
権
を
委
ね
た
。
被
告
は
原
告
の

被
傭
者
と
し
て
レ
ス
ト
ラ
ン
「
リ
ビ
エ
ラ
」
そ
の
他
の
室
内
装
飾
を
行
い
、
そ
の
庖
内
に
「
総
合
設
計

O
(被
告
の
氏
名
)
」
と
記
入
し
た
銘
刻
を
設
置

し
た
。
そ
こ
で
原
告
は
、
一
一
雇
傭
契
約
に
従
事
し
て
い
る
期
間
中
に
被
告
の
製
作
し
た
室
内
装
飾
の
著
作
権
は
自
分
に
あ
る
と
主
張
し
て
、
被
告
の
氏
名
を

記
入
し
た
銘
刻
の
除
去
を
請
求
し
た
事
件
。

(
5
)
ω
n
-
E
r
p
H凶
R
r仲間宮内
nrcロ
m
N
C
E
C
F
o
r巾口
m
n
z
w
F
C
N
Z
H
-
A
F∞
(
〉
ロ
5
・
の
円
2
5円)

ハ
6
〉

ω円
「
己
N
P
F
P
O
-
-
c
v
o
N
Z円
・
串
(
〉
口
B
-
C
H
m
Gロ巾円)
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(

l

)

 

著作権の一元的構成について



説論

(
7
)
ω
円「己
]
N
P
P
P
O
-
-
穴
の
N
Z
F
H
∞
(
〉
ロ
ヨ
・
同
-
2口。)

(

8

)

原
告
は
被
告
の
依
頼
に
よ
り
、
被
告
の
邸
宅
の
階
段
踊
場
に
「
山
石
に
寄
れ
る
人
魚
」
と
題
す
る
フ
レ
ス
ゴ
画
法
に
よ
る
壁
画
を
製
作
し
た
。
そ
の
人
魚

は
当
初
裸
体
で
画
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
被
告
は
後
に
ほ
か
の
画
家
に
依
頼
し
て
、
そ
れ
に
上
塗
り
し
衣
服
を
ま
と
わ
せ
た
た
め
、
原
告
が
原
状
回

復
を
請
求
し
た
事
件
。

(
9
)
H
N
C
N
H
H
タ
ち
民
・

(ω
〉
一
時
被
告
の
経
営
す
る
病
院
で
医
局
長
を
つ
と
め
た
こ
と
の
あ
る
原
告
が
、
そ
の
在
職
中
に
肺
結
核
外
科
手
術
の
新
し
い
方
法
を
採
用
し
て
、
患
者
の

術
前
の
症
状
、
手
術
の
方
法
、
術
後
の
経
過
等
を
記
録
し
た
カ
ル
テ
を
、
彼
の
研
究
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
返
還
-
請
求
し
た
事
件
。

B
G
H
は、

カ
ル
テ
の
占
有
権
は
被
告
に
あ
る
と
し
て
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
判
決
理
由
中
で
原
告
に
著
作
物
接
触
権
を
認
め
て
い
る
。

ハ
日
〉
オ
ー
ス
ト
リ
ア
著
作
権
法
第
二
二
条
は
明
文
を
以
っ
て
こ
の
権
利
を
承
認
し
て
い
る
o

す
な
わ
ち
「
有
形
的
著
作
物
の
占
有
者
は
、
著
作
物
の
複
製
に

必
要
な
場
合
に
限
り
、
著
作
者
に
対
し
著
作
物
の
接
触
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
著
作
者
は
占
有
者
の
利
益
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
。
ト
ル
コ
著
作
権
法
一
七
条
一
項
も
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
規
定
を
お
い
て
い
る
。

(
ロ
〉
戦
後
の
著
作
権
法
改
正
草
案
は
、
著
作
人
格
権
に
関
し
て
次
に
掲
げ
る
一
一
一
一
一
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
。

ω
著
作
人
格
権
に
関
す
る
章
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
、

一
九
五
四
年
の
参
事
官
草
案
(
同
氏

q
g円
g
g
Z
R同
)
は
、
著
作
人
格
権
(
骨
C
Z
E
C邑
)
の
ド
イ
ツ
語
訳
で
あ
る

d
p巾
r
q胃
au巳
江
戸

ra耳
目
円
宮

の
語
を
使
用
す
る
の
を
避
け
、
《
∞
0
5
t
m白
河
内

n
r
R
ι
g
d
H
Z
Z
3￥
の
タ
イ
ト
ル
を
附
し
た
の
に
対
し
、
一
九
五
九
年
の
連
邦
司
法
省
草
案
(
冨
5
町
l

HOE-巾
三
者
日
同
)
及
び
一
九
六
一
年
の
連
邦
政
府
草
案
(
河
内
四
百
円
ロ
ロ
四
月
三
当
日
『
)
は
い
ず
れ
も
《

C
F各
刊
号

Rmpロ
-
w
r
z
-
5
2
r
g
の
タ
イ
ト
ル
を

附
し
て
い
る
。
参
事
官
草
案
が

C
F手
己
完
B
Cロロロ

Z芦
田
町

R
E
の
語
を
避
け
た
趣
旨
は
、
著
作
人
格
権
が
著
作
者
の

HV030ロ
を
直
接
保
護
す
る
も

の
で
は
な
く
、
著
作
者
と
著
作
物
と
の
人
的
関
係
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
た
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
連
邦
司
法
省
草
案
及
び

連
邦
政
府
草
案
は
、
著
作
人
格
権
は
そ
の
本
質
上
著
作
者
の
可
耳
目
。
ロ
と
不
可
分
に
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
真
の
人
格
権
で
あ
り
、
そ
れ
は
著

作
者
の
全
人
格
の
一
部
と
し
て
の
著
作
物
に
対
す
る
著
作
者
の
人
的
利
益
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
《

C
F島
内

G
R田
口
三

w
r
Z
5吋
2
7
g
の

タ
イ
ト
ル
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
。

公
表
権
の
位
置
に
つ
い
て
、

前
章
に
お
い
て
述
べ
た
如
く
、
戦
前
の
一
九
三
二
年
草
案
(
〉
自
己

FnZ
開
口
門
司
員
同
)
は
公
表
権
を
著
作
財
産
権
の
範
時
に
含
め
た
の
に
対
し
、
戦
後
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同著作権の一元的構成について

t主

の
草
案
は
い
ず
れ
も
こ
れ
を
著
作
財
産
権
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
間
に
あ
っ
て
も
公
表
権
の
位
置
は
必
ず
し
も
固
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
す
な
わ
ち
、
参
事
官
草
案
は
、
公
表
権
を
、
著
作
人
格
権
を
構
成
す
る
諸
権
能
と
と
も
に
《
∞
O
B
C向。

H
N
R
Y
S
仏

g

d
子
手

2
5
の
章
に
含
め

て
い
た
が
、
連
邦
司
法
省
草
案
で
は
《
〈
母
宅

R
Z口
問
問

2
E
S
及
び
舟

C
H
7
0
5
G
O
B
Oロロ
n
r
r
E
Z
E
n
y
g
と
は
別
の
第
一
一
一
の
範
時
と
し
て
規
定
し
て

お
り
、
ま
た
連
邦
政
府
草
案
で
は
こ
れ
が
再
び
《

C
H
Z
Z号
日
目
。
ロ
-
F
5
5
5岳
写
の
章
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
位
置
の
浮
動
は
と
り
も

な
お
さ
ず
公
表
権
の
性
質
の
二
重
的
性
格
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
連
邦
政
府
草
案
が
こ
れ
を
《

C
H
r
s
q旬
。
ョ
。
己

R
r
E
H
g
H
2
r
g
の
章

に
含
め
た
こ
と
は
、
現
在
の
時
点
に
お
い
て
、
公
表
権
が
著
作
人
格
権
的
性
格
を
よ
り
強
く
有
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

H
E
n
r
E
P
5
n
E
の
承
認
に
つ
い
て
、

《
d
p
o
g号巾同
ω
むロ

-wrr巳仲田町内円
r
g
の
章
か
ら
は
除
か
れ
て
い
る
が
、
戦
後
の
草
案
す
べ
て
が
規
定
し
、
し
か
も
著
作
者
の
観
念
的
利
益
保
護
に
奉

仕
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
学
説
が
こ
ぞ
っ
て
著
作
人
格
権
の
一
種
と
認
め
て
い
る
も
の
に
河
位
。
『
え
ω
百
円
宮
が
あ
る
。
草
案
は
こ
れ
を
二
つ
の
型
に

分
け
て
規
定
し
て
い
る
。

。
利
用
権
の
不
行
使
に
基
く
解
除
権
(
何
回
ロ
「
町
民
民

R
Z
君。間

g

Z
江戸

S
5
5
5間)

/
f
、、

著
作
者
が
財
産
権
的
権
能
を
移
転
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
価
を
得
る
な
ら
ば
、
彼
の
財
産
的
利
益
は
一
応
満
足
さ
れ
る
。
だ
が
彼
の
欲
求
は
そ
れ

に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
、
利
用
者
の
手
九
百
通
じ
て
著
作
物
が
公
衆
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
を
も
欲
す
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
著
作
者
の
欲

求
は
、
と
く
に
排
他
的
授
権
の
場
合
に
利
用
者
が
利
用
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
結
局
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
。
蓋
し
排
他
的
利
用
権
の
取
得
者
は
第

三
者
の
み
な
ら
ず
著
作
者
の
著
作
物
利
用
さ
え
拒
否
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
契
約
で
取
得
者
に
権
利
行
使
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
問
題
は
な
い
。
著
作
者
は
債
務
不
履
行
を
理
由
に
契
約
を
解
除
し
て
利
用
権
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
契

約
に
は
行
使
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
か
か
る
場
合
に
著
作
者
の
公
表
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
は
な
ん
ら
か
の
救
済
策
、
が
講

じ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
現
行
独
出
版
権
法
は
、
新
版
の
作
成
を
許
さ
れ
た
出
版
者
に
権
利
行
使
の
義
務
を
課
さ
な
い
反

面
、
著
作
者
に
権
利
行
使
の
た
め
の
相
当
期
間
の
設
定
権
と
期
間
徒
過
後
の
解
除
権
と
を
与
え
て
お
り
(
一
七
条
)
、
ま
た
発
行
時
点
の
決
め
ら
れ

て
い
な
い
定
期
刊
行
物
へ
の
寄
稿
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
に
発
行
さ
れ
な
い
場
合
に
著
作
者
に
解
約
告
知
を
認
め
て
い
る
(
四
五
条
〉
が
、
こ
の

規
定
の
趣
旨
は
公
表
義
務
の
課
さ
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
著
作
権
契
約
に
も
及
ぼ
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
に
基
き
、
草
案
は
い
ず
れ

も
、
著
作
者
の
責
任
で
な
し
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
著
作
物
の
公
表
が
な
さ
れ
ず
、
し
か
も
そ
れ
が
著
作
者
の
観
念
的
利
益
を
甚
だ
し
く
侵
害
す
る
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説自命

よ
う
な
場
合
に
は
一
定
の
予
告
期
間
を
経
た
後
に
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
が
利
用
権
の
不
行
使
に
基
く
解
除
権
で
あ

る。ω
信
念
変
更
に
基
く
解
除
権

(
E口
町
民
向

R
Z
Z
m
g
間

2
8
E
5
d
r
o誌
の
口
問

Em)

著
作
者
は
、
通
常
、
み
ず
か
ら
著
作
物
を
使
用
し
て
公
衆
に
伝
達
す
る
と
こ
ろ
の
手
段
及
び
施
設
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
は
著
作

物
の
利
用
を
業
と
す
る
第
三
者
に
利
用
権
を
移
転
し
て
公
表
の
利
益
を
満
足
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
の
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
た
著
作

権
契
約
の
後
に
、
著
作
物
の
公
表
が
か
え
っ
て
著
作
者
の
観
念
的
利
益
を
著
し
く
致
傷
す
る
結
果
に
な
る
こ
と
を
知
り
、
公
表
の
撤
回
、
す
な
わ
ち

利
用
権
の
撤
回
を
欲
す
る
場
合
も
な
く
は
な
い
。
例
え
ば
、
学
者
が
長
年
の
研
究
の
成
果
で
あ
る
論
文
の
出
版
に
つ
い
て
出
版
者
と
契
約
を
結
ん
だ

後
に
な
っ
て
自
己
の
見
解
が
変
わ
り
、
従
来
の
形
式
の
ま
ま
で
の
出
版
が
学
者
的
良
心
に
恥
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
と
か
、
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
主
張
を
内
容
と
す
る
著
作
物
の
出
版
契
約
が
締
結
さ
れ
た
後
に
な
っ
て
政
治
体
制
が
変
革
し
た
た
め
に
、
著
作
物
が
そ
の
ま
ま
公
表
さ
れ
る
と
著

作
者
の
身
辺
に
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
の
生
じ
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。
間
版
権
法
は
こ
の
点
に
つ
き
、
行
為
基
礎
喪
失
論
に
拠
っ
て
、
契
約
締
結
の
際

に
予
見
せ
ず
且
つ
著
作
者
が
そ
の
事
実
を
知
っ
て
正
当
な
評
価
を
下
し
た
な
ら
ば
出
版
を
と
り
や
め
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
状
況
の
存
す
る
と
き
著
作

者
は
複
製
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
(
一
二
五
条
)
。
だ
が
こ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
の
は
出
版
契
約

に
限
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
場
合
で
も
解
除
権
を
行
使
し
う
る
の
は
「
複
製
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
き
わ
め
て
不

充
分
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
通
説
は
、
出
版
権
法
の
規
定
と
は
別
に
著
作
人
格
権
の
一
日
間
山
様
と
し
て
著
作
者
の
信
念
変
更
に
よ
る
撤
回
権
(
垣
正

R
E
i

F
o
n
r
c
を
認
め
て
い
た

(
C一5
2
p
m・o-U-NSF-
国
ロ
σ
5日
P
白

-
P
0
・
ω・
コ
印
)
が
、
草
案
は
こ
れ
を
明
文
を
以
っ
て
承
認
し
た
。
草
案
は
こ

の
権
利
を

ωの
場
合
と
同
様
に

HNEnrghmHRE
と
呼
称
し
て
い
る
が
、
通
説
の
述
べ
る
如
く
性
質
上
は
撤
回
権
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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第
二
項

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
著
作
人
格
権

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
と
同
様
に
、

か
つ
て
出
版
者
の
営
業
保
護
の
た
め
の
特
許
制
度
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、
精
神
的
所
有
権

論
の
登
場
と
と
も
に
克
一
服
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
特
許
制
度
に
対
す
る
反
発
は
、

出
版
者
と
地
方
の
出
版
者
と
の
争
い
に
は
じ
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
当
時
、
パ
リ
の
出
版
者
は
、
国
王
の
庇
註
の
下
に
あ
っ
て
特
権
的

一
八
世
紀
中
葉
の
特
許
期
間
の
延
長
を
め
ぐ
る
パ
リ
の

地
位
を
確
保
し
て
い
た
が
、

な
か
で
も
特
許
期
間
延
長
の
特
権
は
営
利
の
独
占
を
保
障
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、

こ
れ
に
反
対
す
る
地
方



の
出
版
者
の
激
し
い
抵
抗
に
遭
遇
す
る
と
こ
る
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
パ
リ
の
出
版
者
は
営
利
独
占
の
主
張
を
理
由
づ
け
る
た
め
に
、
排
他

的
出
版
権
は
特
許
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
著
作
者
に
帰
属
す
る
原
稿
所
有
権
を
著
作
者
よ
り
譲
り
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

ず
る
の
で
あ
る
こ
と
を
論
拠
の
一
つ
に
数
え
上
げ
た
。
か
か
る
発
想
は
出
版
所
有
権
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
理
的
前
提
と

し
て
著
作
者
の
排
他
的
権
利
を
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
後
に
次
第
に
著
作
者
の
出
版
者
に
対
す
る
優
位
が
確
立
せ
ら
る

る
に
い
た
っ
た
。
と
く
に
一
七
七
七
年
八
月
三

O
日
の
国
王
顧
問
会
議

(
h
o
ロ回

2
-
E
E
H
)
の
裁
決
が
「
著
作
者
の
自
費
出
版
に
か
か

る
著
作
物
の
特
許
は
、

そ
の
著
作
者
及
び
相
続
人
に
、
氷
久
に
付
与
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
、
出
版
者
に
移
転
せ
ら
れ
た
著
作
物

の
特
許
は
、
著
作
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
」
と
判
示
し
た
こ
と
は
、
特
許
制
度
の
存
続
を
一
応
認
め
な
が
ら
も
実
質
上
著
作
者
に

著
作
物
に
関
す
る
排
他
的
権
利
の
帰
属
を
承
認
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
な
か
ば
形
骸
化
し
た
特
許
制
度
は
、

フ
ラ
ソ
ス
革
命
に
よ
っ
て
完
全
に
払
拭
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
革
命
の
基
本
理
念
で
あ
る
自
然
法
思
想
は
、
精
神
的
所
有
権
論
を
確
固

(
3
)
 

不
動
の
も
の
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、

一
七
九
一
年
と
一
七
九
三
年
の
フ
ラ
ン
ス
最
初
の
著
作
権
法
に
お
い
て

6
5胃

-ba

EHbE-同
町

内

仲

田

E
2
5
5》
の
承
認
と
な
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
精
神
的
所
有
権
論
を
実
定
法
に
導
入
し
た
と
は
い
え
、
そ

t立

れ
は
単
に
王
権
制
支
配
下
の
特
許
制
度
を
廃
止
し
て
、
著
作
物
の
創
作
と
同
時
に
著
作
者
に
排
他
的
権
利
が
生
ず
る
こ
と
を
意
味
し
た
に

と
ど
ま
り
、
も
と
よ
り
著
作
権
の
内
容
を
物
所
有
権
と
同
様
に
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
物
所
有
権
の
永
久
性

著作権の一元的構成について

を
著
作
権
に
認
め
る
こ
と
は
公
衆
の
知
る
自
由
を
奪
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
普
遍
的
自
由
を
強
調
す
る
革
命
の
精
神
に
符
合
す
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
の
た
め
に
革
命
期
の
上
記
二
著
作
権
法
は
、
著
作
権
の
存
続
期
聞
を
著
作
者
の
死
後
一

O
年
に
限
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
一
七
九
一
年
法
と
一
七
九
三
年
法
は
、

い
わ
ば
応
急
的
措
置
と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一

O
カ
条
に
満
た
な
い
小
法
で
あ
っ
た
た
め
、

雨
後
多
く
の
法
律
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
八
六
六
年
著
作
者
の
生
存
配

偶
者
の
用
益
権
に
関
す
る
法
、

一
九

O
二
年
作
曲
家
及
び
造
形
美
術
家
を
著
作
者
と
す
る
法
、

一
九
一

O
年
複
製
権
の
譲
渡
に
関
す
る
法
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説

に
関
す
る
法
、

一
九
二
五
年
偽
作

(
S
E
E
r哲
三
に
関
す
る
法
、

一
九
一
九
年
及
び
一
九
五

一
年
の
著
作
者
死
後
に
お
け
る

E
O口
。
ち
-
に
関
す
る
法
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
は
い
ず
れ
も
著
作
権
を
官
。
℃
岳
山
広
宮
芯
E
町巾

巾
昨
日
正
巳
宮
巾
と
呼
称
し
、
財
産
権
の
一
種
と
考
え
る
点
で
は
共
通
で
あ
っ
て
、
人
格
権
的
権
能
、

一
九
二

O
年
追
求
権

2
8
ュ
rz-g)

三J'，.
a岡

つ
ま
り
著
作
者
の
観
念
的
利
益
保
護

の
た
め
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
無
き
に
等
し
か
っ
た
。

だ
が
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
著
作
者
の
観
念
的
利
益
を
全
く
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
七
九
一
年
法
の
制
定
当
時
、
国
民
議
会

(〉回目巾

g
z
b
m
口
三
吉
口
同
]
巾
)

に
お
け
る
ル
・
シ
ャ
ブ
リ
エ

(
円
、
巾
わ
}
凶
即
日

ν-H21)

の
次
の
一
言
葉
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
日
く
、
「
著
作
者

か
つ
人
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
。
彼
の
こ

の
思
惟
的
産
物
で
あ
る
著
作
物
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
所
有
物
の
中
で
最
も
神
聖
に
し
て
不
可
侵
、

の
き
写
楽
は
匂
]1C
匂ユ

ba--2bg-町巾

2

2
・己申
t
o
己巾

が
単
に
著
作
者
の
経
済
的
利
益
に
奉
仕
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
的
利
益
に
も
奉
仕

せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
上
述
の
各
法
規
範
に
お
い
て
は
、
著
作
人
格
権

(仏

B
X
5
0
2
}
)
に
関
す
る
規
定
は
殆
ん
ど
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
判
例
は
立
法
者
の
意
を
受
け
て
具
体
的
事
例
に
即
し
な
が

ら
積
極
的
に
そ
の
展
開
を
は
か
っ
た
。
著
作
者
の
観
念
的
利
益
を
考
慮
に
入
れ
た
判
例
は
、

一
九
世
紀
初
頭
よ
り
現
わ
れ
は
じ
め
て
い
る

が
、
明
白
に
円
山
円
。
己

B
o
g
-
概
念
を
採
用
し
た
判
例
は
戸
田

g
E巳
号
事
件
を
最
初
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
第
一
審
の
リ
ヨ

γ
軽
罪
裁
判
所

(
円

)

-

H

∞
品
戸
ロ
w

H

N

∞
hω
日
巾
一
可
同
∞
品
切
・
ロ
w

A
め
匂
)

は
「
著
作
者
の
二
つ
の
合
法
的
利
益
」
に
触
れ
、
財
産
権
に
つ
い
て

述
べ
た
後
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

「旬。
3
0
口山口広

E
o
s
-
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
著
作
者
は
著
作
物
に
接
触
す
る

(
5
5
5
権
利
、
著
作
物
を
修
正
す
る

(
g
E由
主
権
利
、
著
作
物
に
忠
実

な
複
製
を
監
督
す
る
権
利
、
及
び
公
表
の
時
期
、
態
様
を
選
択
す
る
権
利
を
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

爾
後
の
判
例
は
、
概
ね
こ
の
判
旨
に
、
沿
っ
て
号
。
X
B
O
B
-
の
展
開
を
は
か
つ
て
い
る
。
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、、.
E
J

2
ペ
h(
 
公
表
権

(F
円

HHS
円
仏
由
主
宰
g
t
c
ロ)

一
九
五
七
年
制
定
の
現
行
法
施
行
以
前
は
、
成
文
法
上
の
根
拠
を
全
く
欠
い
て
い
た
が
、
こ
れ
が
か
え
っ
て
判
例
の
自
由

な
活
動
を
促
す
こ
と
と
な
り
、
多
く
の
事
件
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
後
述
の
わ
白
色
〈

F
5
5
事
仰
に
お
い
て
一
九

公
表
権
は
、

三
六
年
四
月
一
日
セ

l
ヌ
地
裁

(
0
・句・

5
8
w
F
E
)
は、

「
思
考
の
唯
一
の
主
体
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
他
人
に
伝
達
す
る
条
件
及
び
方
法
の
主
体
で
あ
る
著
作
者
は
、
必
然
的
に
著
作
物
を
公
表
す
る
か
否
か
、
及
び

公
表
の
時
期
、
条
件
並
に
制
限
を
決
定
す
る
唯
一
の
主
体
で
あ
る
よ

と
判
示
し
て
、
作
曲
家
で
あ
る
原
告

(PE-
夫
人
)

に
公
表
権
が
専
属
す
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
し
、
ま
た
列
。

=zr〈
・
ぐ
。
-
ー

-RL
事
件
に
お
い
て
一
九
四
六
年
七
月
一

O
日
セ

1
ヌ
地
裁
(
ロ
〉
・

5
怠・

5
3
』土、

「
画
家
は
彼
の
著
作
物
に
つ
き
あ
ら
ゆ
る
権
利
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
物
を
完
成
し
た
り
、
変
更
し
た
り
、
さ
ら
に
は
破
壊
す
る
こ
と
も
で
き

同

る。」

著作権の一元的構成について

と
判
示
し
て
、
公
表
権
を
消
極
的
側
面
か
ら
認
め
、
画
商
と
し
て
の
被
告
が
占
有
し
た
原
告
の
未
完
成
作
品
を
、
原
告
に
無
断
で
公
表
し

た
こ
と
に
対
し
て
、
原
告
の
異
議
の
申
立
を
認
容
し
て
い
る
が
ご
と
き
で
あ
る
。
ま
た
契
約
の
内
容
と
し
て
著
作
物
の
創
作
及
び
引
渡
が

定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
著
作
者
が
引
渡
を
拒
ん
だ
と
き
、
債
権
者
は
こ
の
契
約
に
従
い
直
接
強
制
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
問

HU
品
句
、
吋
山
包
括
可

S
c
o
w
H
W
品
∞
匂
)
は
開
門
同
町
ロ
〈
・
ヨ
「
}
阿
佐
己

2

一
九

O
O年
三
月
一
四
日
の
破
段
院
判
決

事
件
に
お
い
て
こ
れ
を
否
定
し
、
こ
れ
に
代
え
て
損
害
賠
償
の
支
払
を
命
じ
て
い
る
が
、
こ
の
判
例
も
そ
の
根
底
に
は
公
表
権
の

題
に
つ
い
て
、

(
円
)
'
司
・

]5ccw

B
O
B
-
性
を
承
認
し
て
い
る
も
の
と
評
さ
れ
て
い
る
。

仏
円
。
-
同
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説

(ロ)

著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利

-
巾
仏
円
。

-p-田匂印
公
凶
同
守
口

X
R山
)

論

一
八
九
五
年
二
月
九
日
法
は
、
美
術
的
及
び
音
楽
的
著
作
物
の
著
作
者
の
氏
名
を
悪
意
で
倦
称
し
た
者
、
美
術
家
の
署
名
を
不
正
に
模

造
し
た
者
、
及
び
こ
れ
ら
不
正
の
氏
名
、
も
し
く
は
署
名
を
付
し
た
物
を
著
作
権
保
護
期
間
中
に
販
売
し
た
者
に
対
し
て
罰
則
を
設
け
、

一
応
著
作
者
の
保
護
を
は
か
つ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
法
は
、
内
容
的
に
き
わ
め
て
不
備
で
あ
っ
た
た
め
、
判
例
は
そ
の
範
囲
の

拡
張
に
努
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
著
作
者
が
氏
名
の
変
更
に
同
意
し
な
い
場
合
に
は
、
著
作
物
の
譲
渡
後
と
睡
も
著
作
者
氏
名
を
変
更

す
る
こ
と
な
く
、
著
作
物
上
に
顕
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
著
作
者
の
フ
ル
・
ネ
l
ム
、
が
顕
現
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
、
契
約
で
明
示
さ
れ
な
い
限
り
著
作
物
を
匿
名
で
公
表
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
著
作
者
は
改
良
さ
れ
た
著
作

物
に
自
己
の
氏
名
が
載
せ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
異
議
を
唱
え
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
な
ど
が
確
定
さ
れ
て
い
る
。

著
作
物
変
更
権
苦
【
凶

5
X
2
2岳
町
♀
)

著
作
者
が
自
己
の
創
作
に
な
る
著
作
物
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
完
全
性
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
監
視
す
る
権
利
を
有
す
る
旨
の
規
定

は
、
現
行
法
制
定
前
ま
で
は
全
く
無
か
っ
た
が
、
判
例
は
こ
の
権
利
を
承
認
し
て
い
た
。

ま
ず
、
文
学
的
著
作
物
に
つ
い
て
は
、

一
九
=
三
年
七
月
二
八
日
の
パ
リ
高
裁
判
決

(U-HM・
5
2・
戸

HS)(uf、

「
著
作
者
は
す
べ
て
自
己
の
著
作
物
に

L
g芹

Bog-
を
有
す
る
。
こ
の
権
利
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
著
作
者
は
自
己

の
著
作
物
が
形
式
に
お
い
て
も
内
容

(
g
y
S
に
お
い
て
も
変
更
さ
れ
た
り
改
寂
さ
れ
た
り
し
な
い
よ
う
防
禦
す
る
権
利
を
有
す
る
o
」

と
判
示
し
、

ま
た
美
術
的
著
作
物
に
つ
い
て
は
、

一
九
三
六
年
三
月
二
一
日
の
パ
リ
高
裁
判
決

B
・E
・

5
8
w
N勾
)
)
が
、

「
著
作
権
は
美
術
家
の
人
格
と
結
び
つ
い
た
権
利
を
包
含
す
る
。
こ
の
権
利
は
著
作
権
の
譲
渡
後
で
さ
え
、
著
作
者
に
著
作
物
の
完
全
無
傷
性
の
監
視
を
認

め
る
。
」
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と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
判
例
は
著
作
物
利
用
者
が
著
作
物
の
形
式
及
び
内
容
に
忠
実
に
遵
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
も
し
著
作

者
の
同
意
な
く
し
て
著
作
物
を
変
更
す
る
場
合
は
、
著
作
人
格
権
の
侵
害
に
あ
た
る
こ
と
を
判
示
し
た
も
の
解
せ
ら
れ
て
い
む

以
上
述
べ
た
如
く
判
例
は
含

c
x
E
C
E
-
-を
承
認
し
、
制
定
法
上
の
欠
陥
を
補
い
つ
つ
あ
っ
た
が
、

一
九
五
七
年
三
月
一
一
日
に
制

定
さ
れ
た
現
行
「
文
学
的
及
び
美
術
的
所
有
権
に
関
す
る
法
律
」
は
こ
れ
ら
判
例
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
諸
権
利
を
す
べ
て
包
括
し
、
さ

ら
に
新
し
い
権
利
を
も
こ
れ
に
付
け
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
六
条
一
項
は
、
《
F
・2
Z
2
守
口
片
片
仏
己
仏

g
x
g
円
巾
田
宮
ロ
同
門
日
巾
目
。
ロ
ロ
。

BW

円
同
巾
閉
山
門
戸
口
出
口
同
小
巾
同
仏
白
田
O
口
。
2
H
〈
門
角
川
V〉

と
規
定
し
て
、
著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
及
び
著
作
物
変
更
権
を
認
め
、

ま
た
一
九

条
一
項
で
は
《

F
W
E
R
C吋
白
田
町
己
ご
巾
円
四

B
X
母

岳

Z
K
5門
出
。
ロ

0
2
2
3
と
規
定
し
て
公
表
権
を
著
作
者
に
専
属
さ
せ
て
い
る
。
そ

の
ほ
か
門

]
g
x
B
2
m
L
を
別
の
側
面
か
ら
保
障
す
る
も
の
と
し
て
新
た
に
買
戻
権

2
5
x
r
B
H河
口
同
一
円
。
戸
母
円

2
2伊丹
)

が
規
定
さ

れ
た
(
三
二
条
)
。
こ
れ
は
著
作
者
が
利
用
権
を
譲
渡
し
た
後
に
お
い
て
さ
え
損
害
賠
償
を
支
払
う
な
ら
ば
、
契
約
の
解
除
を
認
め
う
る
も

同

の
ふ
]
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
権
利
創
設
の
趣
旨
は
著
作
物
の
公
表
を
後
悔
し
た
著
作
者
の
人
的
利
益
を
保
護
す
る
点
に
あ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
著
作
者
に
よ
る
こ
の
権
利
の
濫
用
を
避
け
る
た
め
、
著
作
物
を
再
び
利
用
す
る
場
合
に
は
ま
ず
、
旧
取
得
者
に
以
前
と
同
一
の
条

件
で
利
用
さ
せ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
三
二
条
二
項
)
と
し
て
い
る
。

著作権の一元的構成について

(

1

)

出己
r
B
B
P
F
P
O
-
-
∞
-
E・
な
お
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
精
神
的
所
有
権
論
登
場
ま
で
の
著
作
権
法
史
に
つ
い
て
は
、
阿
部
・
「
著
作
権
法
前
史
付
」
岡

山
大
学
法
経
学
会
雑
誌
二
八
号
七
三
頁
以
下
に
詳
細
で
あ
る
。

(
2
〉
の
百
田
町
r
p
U
H
m
m
2
n
r
R
F
己
付
}
再
開
E
2
5
5
E
M
m
仏何回

ι
2片田口
r
g
d
p
S巾ロ
R
r
F
S
印也、

ω
・叶
ω
u
国
三
u
E白ロ
p
m
m
・o.、∞
-Z-

(

3

)

の目的
m
r
p
p白・
0
・w
∞・叶
ω
・

(

4

)

一
七
九
一
年
法
は
著
作
者
の
興
行
権

2
5広
母
吋
名
み
回
目
口
g
t
D
D
)

を
規
定
し
た
の
に
対
し
、
一
七
九
三
年
法
は
複
製
権

(
L
S
Z
母
月
宮
C

仏ロロ己
O
D
)

を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
経
済
的
収
益
を
目
的
と
し
て
著
作
物
を
利
用
す
る
権
利
を
奥
行
権
と
複
製
権
と
に
二
大
別
す
る
規
制
の
仕
方

は
、
フ
ラ

γ
ス
法
の
特
色
の
一
つ
で
あ
り
、
現
行
法
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
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(
5
)

の
白
三
口
・
円
巾

LHDH門
E
o
s
-
仏角川

-r戸円。口町内
r
g
r
yユ
ω℃コ
HLO口口巾

z
r
-
m
m豆
町
三
Oロ
h
g口
明
白
仲
間
巾
♂
巴
由
(}w
同)・

5
・
u

回
口
-uBω
ロ
p
p白・
0
・w
ω
-
H日・

(
6
)
F
R
O
H
L包
括
事
件
以
前
に
お
い
て
も
著
作
者
の
観
念
的
利
益
を
顧
慮
し
た
判
例
は
多
く
現
れ
て
い
る
o

例
え
ば
一
八
一
四
年
八
月
一
七
日
の
セ

l
ヌ
地

裁
判
決
は
、
著
作
物
変
更
権
が
著
作
者
の
人
格
及
び
文
学
的
名
声
に
関
す
る
権
利
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
著
作
財
産
権
の
譲
渡
に
は
通
常
著
作
物
変
更

権
が
含
ま
れ
な
い
旨
を
判
示
し
て
お
り
、
一
八
二
八
年
一
月
一
一
日
及
び
一
八
三
一

O
年
七
月
一
一
一
一
日
の
パ
リ
高
裁
判
決
は
、
著
作
物
公
表
前
の
創
作
の
秘

密
を
尊
重
す
る
と
い
う
原
則
を
確
立
さ
せ
て
お
り
、
さ
ら
に
一
八
三
二
年
六
月
一
一
六
日
の
セ

l
ヌ
地
裁
判
決
は
、
著
作
者
の
名
誉
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
理
由
で
著
作
者
の
氏
名
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
修
正
を
禁
止
し
て
い
る
が
如
き
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
判
決
に
い
ず
れ
も
《
同
S
H
E
D円
己
的
意
識

を
明
確
に
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ぇ
・
の
ω
5
P
D句
-
n
H
F
L
)・
尽
lH叶・

(

7

)

事
案
の
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
八
五
頁
参
照
。

(

8

)

当
日
比
z
-
2
は
ロ

ι
g
夫
人
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
一

O
Oギ
ニ

l
乃
至
一
五

O
ギ
ニ

l
の
報
酬
で
画
く
こ
と
を
約
し
た
。
開

L
S
氏
は
一

O
Oギ
ニ

l
の

報
酬
を
支
払
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
当
rHω
己

2
は
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
引
き
渡
さ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
そ
れ
を
塗
り
潰
し
て
し
ま
っ
た
。
何
色
町
口
氏
の
引

渡
請
求
に
対
し
地
裁
は
そ
の
契
約
を
有
効
と
認
め
、
著
作
物
を
原
状
通
り
に
改
め
て
同
品
自
民
に
引
渡
す
こ
と
、
さ
も
な
け
れ
ば
報
酬
プ
ラ
ス
五
%
の
額

及
び
一

0
0
フ
ラ
ン
の
損
害
賠
償
を
支
払
う
こ
と
を
命
じ
た
。
者
rFω
円
一
日
控
訴
。
パ
リ
高
裁
は
、
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
の
引
渡
が
未
履
行
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
肘
仏
自
民
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
権
限
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
巧
『
宮
-2
は
故
意
に
塗
り
潰
し
た
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
原
状
に
回

復
し
て
引
渡
す
義
務
は
な
い
こ
と
、
だ
が
ヨ

E
邑
2
は
こ
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
別
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
ず
、
報
酬
プ
ラ
ス
五
%
の
額
を
返
還
し
、
さ

ら
に
地
裁
の
定
め
た
損
害
賠
償
額
を
支
払
う
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。
破
段
院
は
こ
の
判
決
を
支
持
し
た
。

(

9

)

、H，E
r・
2
〈・

ω
o
E
P
H叶仏凡山口
-H∞
ω
?
の同
N
-

吋
ユ
σ-wH∞仏角川
n
-
H∞
ω∞・

ハ

ω)
明
一
命
伺
〈
・
の
E
g
o
E
-
斗
ロ
r・
2
〈・

ω巳ロ
0
・
N
O
Hり
bdQ・
5
N
N
w
o
s
-
吋
ロ
-
y
S
N
N匂

H
F
N∞
N-
玄
ωHAC2
〈
-
F
m
r
s
g口也、
H，z
r・
2
〈・

ω巾
5
P
H
N
守口・

戸
申

Nω
憎
の
自
・
、
円
ユ
σ-wgNタ
ロ

.
N叶
H・

(
日
)
吋
ユ
t
・
2
〈・

ω巴
ロ
ク
日
』
ロ
5
5
O
A
F
-
O
ω
F
吋
HFr・-
N日
g
b片
岡
由
。
品
・

(
ロ
〉
ロ
向
。
3
0ロ
〈
・
回
目
』

5
《目。明，
S
R
P
吋江一
u・門戸〈・

ω巾宮市
w
N∞
B
巳

巴

ω0
・

3
江田
-
N
G
B白『凹

5

8
・
∞
R
q
H∞
Nア
同

w
H印
印
・
事
件
の
内
容
に
つ
い
て

は
註
凶
参
照
。

(
β
)
(
U
E
-
E立
ロ
ぬ
〈
・

cmω
河
内
門
∞
on・
回
目
ロ
ロ
2

偉
大
な
歌
手
と
し
て
著
名
な
原
告
は
、
彼
の
半
生
を
叙
述
し
た
回
想
録
を
、

説論
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一
九
一
七
年
ロ
シ
ア
の
あ
る
雑
誌
に
掲
載
し
た
。
そ
の
後
革
命
が
勃
発
し
彼



は
母
国
を
離
れ
た
。
一
九
二
六
年
に
彼
の
回
想
録
は
一
部
分
切
除
さ
れ
た
形
で
、
彼
の
同
意
な
し
に
母
国
で
出
版
さ
れ
た
。
そ
こ
で
彼
は
駐
仏
ソ
連
通
商

代
表
部
と
翻
訳
刊
行
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
出
版
者
を
相
手
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
件
。

(

M
円

〉

回

gA口巾
L
m
H
J
S
R
〈

-
Z
2
0ロ

宮

030ロ
は
フ
ラ

γ
ス
銀
行
の
た
め
に
五

0
フ
ラ
ン
銀
行
券
の
雛
型
を
作
成
し
た
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
発
行
さ
れ
た
紙
幣
は
原
作
物
を
ひ
ど
く
歪
め
た
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
宮
内

acロ
は
骨
o
t
B
G邑
の
侵
害
を
訴
求
し
た
。
一
審
原
告
勝
訴
0

フ
ラ
ン
ス
銀
行
は
、
雛
形
の
美
術
的
所
有
権
を
取
得
す
る

に
当
っ
て
高
額
の
報
酬
を
支
払
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
著
作
者
の
あ
ら
ゆ
る
権
利
の
放
棄
を
意
味
す
る
と
主
張
し
て
控
訴
し
た
が
、
パ
リ
高
裁
は
、

eoH門

E
o
s
-
の
行
使
の
放
棄
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
文
書
で
示
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
周
囲
の
事
情
か
ら
明
白
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
-
高
額

の
報
酬
を
受
領
し
た
こ
と
だ
け
で
は
必
ず
し
も
仏

8
広

B
o
s
-
-を
放
棄
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

(
同
U

)

向
旨
判
例
と
し
て
は
、
司
ユ
σ-nos-ω
包
ロ
ク

N
N
S
E
Z合唱

ω
R
a
H∞
8
・

F

8甲
山
叶
ロ
グ
ロ
2
・∞
0
5
9
2
門広口・

5Nhア
ロ
・
出
・

3
N日・

8
・

(
げ
旧
〉
な
お
こ
の
買
戻
権
の
原
形
と
も
解
せ
ら
れ
る
権
利
は
わ
自
己
事
件
の
第
二
審
判
決
で
公
表
撤
回
権
と
し
て
既
に
認
め
ら
れ
て
い
る
(
後
述
八
六
頁
参

照
)
。
だ
が
、
そ
こ
で
は
夫
婦
共
同
財
産
制
と
の
関
連
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
著
作
物
利
用
者
に
対
す
る
著
作
者
の
権
利
と
し
て
把
握

さ
れ
て
い
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
三
二
条
が
損
害
賠
償
の
支
払
を
条
件
と
し
て
契
約
の
解
除
を
認
め
た
こ
と
は
判
例
理
論

に
拠
ら
な
い
権
利
の
創
設
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

亡3

第
三
項

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
著
作
人
格
権

著作権の一元的構成について

一
七

O
九
年
の

ω
g
E芯
え
〉
口
口
市
(
∞
・
〉
円
H
E
n
-
3・
H
吋
H
O
)

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
著
作
権
史
上
画
期
的
意
義
を
有
す
る
事
件
は
、

の
制
定
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
著
作
者
の
権
利
を
明
文
を
以
っ
て
承
認
し
て
、
爾
後
に
お
け
る
著
作
権
の
発
展
を
制
定
法
の
ル
l
ト
載
せ

た
こ
と
の
ほ
か
に
、
世
界
最
初
の
著
作
権
法
と
し
て
諸
外
国
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
か
ら
も
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い

る。
ω
g
z
g
え
〉
ロ
ロ
巾
は
、
著
作
者
及
び
そ
の
権
利
承
継
人
に
対
し
、
既
に
印
刷
さ
れ
た
著
作
物
に
つ
い
て
は
、

一
七
一

O
年
四
月
一

O
日
か
ら
二
一
年
間
、

ま
た
新
た
に
印
刷
す
る
著
作
物
に
つ
い
て
は
出
版
後
一
四
年
間
に
わ
た
り
出
版
権
を
保
障
し
、
こ
の
権
利
を
侵
害
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説

し
た
者
に
対
し
て
は
偽
作
物
の
没
収
と
偽
作
物
一
頁
に
つ
き
一
部
ご
と
に
一
ペ
ニ
ー
の
割
合
の
罰
金
を
科
し
、
没
収
さ
れ
た
偽
作
物
と
罰

品昔

金
は
国
家
と
被
害
者
と
で
切
半
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
権
利
者
た
る
こ
と
の
証
明
の
た
め
に
著
作
者
に
対
し
出
版
業
組
合

〈

3
)

へ
の
登
録
と
一
定
の
図
書
館
へ
の
納
本
と
を
義
務
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
」
氷
久
的
著
作
権
の
保
障

(ωg己
。
ロ
巾
同
九
。
。
ョ
℃
山
口
可
)

を
議
会
に
対
し
て
陳
情
を
試
み
て
い
た
出
版
者
達
は
、
保
護
期
間
に
制
限
を
付
し
た
こ
の
法
律
に
大
き
な
不
満
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
ら

vi 

こ
の
法
律
は
彼
ら
が
最
初
に
議
会
に
対
し
て
要
求
し
た
と
こ
ろ
の
著
作
権
侵
害
に
対
す
る
ス
ピ
ー
デ
ィ
な
解
決
を
立
法
の
目
的
と
し

た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
著
作
者
及
び
そ
の
権
利
承
継
人
が
著
作
物
に
つ
い
て
永
久
的
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
決
し
て
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
、
と
い
う
彼
ら
に
と
っ
て
有
利
な
解
釈
を
試
み
た
。
彼
ら
の
主
張
は
エ
ク
イ
テ
4
裁
判
所
に
よ
っ
て
受
け
容
れ
ら
れ
、
保
護
期
間
経
過

後
の
著
作
物
に
つ
い
て
廉
価
版
を
発
行
す
る
出
版
者
に
発
行
差
止
の
命
令
を
下
す
判
決
が
相
つ
い
で
生
ず
る
に
い
た
っ
た
ば
か
り
で
な

(
J

司
山
岡
山
}
口
一
円
件
。
ロ
)
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン

く

(
巴
臼
長
田
件
。
ロ
巾
)
な
ど
彼
ら
の
主
張
に
理
論
的
支
柱
を
与
え
る
学
者
さ
え
輩

ワ

l
バ

1
ト
ン
は
一
七
四
七
年
に
発
表
し
た
論
文
の
中
で
、
自
然
の
事
物
に
対
す
る
所
有
権
の
正
当
性
の
根
拠

ワ

ノ、

ト
γ 

出
す
る
に
い
た
っ
た
。

は
、
そ
れ
に
加
え
ら
れ
た
労
働
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
理
論
を
援
用
し
て
、
著
作
物
に
加
え
ら
れ
る
著
作
者
の

精
神
的
労
働
に
よ
っ
て
そ
の
著
作
物
に
精
神
的
所
有
権
が
生
ず
る
と
主
張
し
て
お
り
、

ま
た
守
フ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
も
精
神
的
所
有
権
は
著

作
物
の
創
作
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
、
制
定
法
上
の
保
護
は
す
で
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
権
利
の
保
護
の
度
合

を
強
め
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
精
神
的
所
有
権
は
他
の
所
有
権
と
同
様
期
限
付
き
の
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
ほ
ど
で

点

Y
G
。
以
上
の
見
解
は
一
七
六
九
年
の
冨

E
2
〈
・
叶
由
工
。
同
事
件
に
お
け
る
王
座
裁
判
所
(
百
ロ
叱
凹
∞
g
n
r
)
の
採
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、

一
七
七
四
年
著
名
な
り
。

E
E由。ロ
4
・
∞
巾
円
宮
公
事
件
に
お
い
て
貴
族
院
(
出
。
己
認
。
四
戸
。
三
田
)
は
上
述
の
見
解
に
反
対
し
、
著
作
者
及

び
そ
の
権
利
承
継
人
は
、
著
作
物
が
未
刊

(己ロち己
E-出
}
戸
内
門
]
)

で
あ
る
限
り
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
永
久
的
権
利
を
有
す
る
が
、
公
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刊
後
は

ω
g
z
g
に
規
定
さ
れ
た
期
間
の
み
保
護
を
受
け
る
に
す
ぎ
な
い
と
判
示
し
、
こ
の
種
の
争
い
に
終
止
符
を
打
っ
た
。

一
七

O
九
年
の

ω
Z
E
Z
え
〉
ロ
ロ
巾
は
一
七
三
四
年
の
開
口

m
E〈
E
m
h。
竜
門
広

E
〉
♀

〉門叶

一
八
六
二
年
の
ピ

Z
Eミ
円
U
C
H
)
三
百
宮
〉
2

一
八
一
回
の
年

ω
2
-
1
5
m
わ。℃

1
-
m
E

一
八
八
二
年
及
び
一
八
八
四
年
の
わ
。
℃
背
広
宮
(
冨

5
w
。
。
巴
吉
田
正
。
ロ
)
〉
三
等

に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
な
が
ら
著
作
権
法
の
発
展
が
続
け
ら
れ
た
が
、

一
九
一
一
年
に
い
た
り
は
じ
め
て
包
括
的
な
著
作
権
法
が
制
定
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
法
律
は
、
従
来
コ
モ

γ
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
保
護
を
受
け
て
い
た
未
刊
の
著
作
物
を
も
規
制
の
対
象
に
加
え
、

l
上
の
著
作
権
を
一
掃
し
た
点
に
大
き
な
特
色
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
一
九
一
一
年
法
は
ベ
ル
ヌ
条
約
ブ
ラ
ッ
セ
ル
規
定
及

コ
モ
ン
・
ロ

び
、
万
国
著
作
権
条
約
の
批
准
に
応
ず
る
た
め
に
一
九
五
六
年
、
現
在
の
著
作
権
法
に
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
従

来
採
ら
れ
て
い
た
要
式
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
納
本
及
び
登
録
は
著
作
権
の
保
護
要
件
で
な
く
な
る
と
と
も
に
、
著
作
権
の
保
護
期
間
も
著

作
者
の
死
後
五

O
年
に
延
長
さ
れ
て
い
る
。

以
上
述
べ
た
著
作
権
法
の
発
展
は
、
専
ら
著
作
財
産
権
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
て
お
り
、
著
作
人
格
権
を
含
む
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
イ
ギ
リ
ス
は
含
。
ご

B
O
B
-
概
念
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ヌ
条
約
は
一

同

九
二
八
年
の
改
訂
ロ

I
マ
会
議
に
お
い
て
新
た
に
著
作
人
格
権
に
関
す
る
六
条
の
二
の
規
定
を
挿
入
し
、

ま
た
一
九
四
八
年
の
改
訂
ブ
ラ

著作権の一元的構成について

ッ
セ
ル
会
議
で
は
さ
ら
に
同
条
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
に
及
び
、
こ
れ
ら
の
改
訂
条
約
を
批
准
し
よ
う
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
圏
内
法

の
整
備
を
必
要
と
し
、
こ
こ
で
必
然
的
に
著
作
人
格
権
の
処
遇
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
現
行
著
作
権
法
制
定
の
準
備
に
あ

一
九
五
二
年
の
リ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
著
作
人
格
権
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
意
見
を
述
べ
て
い

zm)

た
っ
た
著
作
権
法
改
正
委
員
会
は
、

二
一
九

わ
れ
わ
れ
は
、
リ
ポ
ー
ト
の
こ
の
部
分
を
わ
が
国
の
法
律
学
に
お
い
て
は
未
知
の
概
念
で
あ
る

L
S昨

2
2乙
に
あ
て
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
多
く
の
大
陸
諸
国
に
お
い
て
特
別
規
定
に
よ
っ
て
著
作
者
の
名
誉
、
及
び
声
望
が
保
護
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
。

O 

北法15(2・59)275



説

四

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
問
題
の
多
く
が
、
立
法
行
為
に
よ
っ
て
匡
正
す
る
必
要
を
み
な
い
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
聞
の
契
約
に
よ

言翁

っ
て
規
制
を
受
け
る
の
が
最
良
の
性
質
の
も
の
と
考
え
る
。
著
作
者
は
既
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
り
、
人
格
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
行
為
す
ミ
テ
E
m
白

E
C
E
C
a

口
四
件
。
骨
F
自
主
D
口
え
円
E
s
n
g円
)
に
対
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。

二
二
五

こ
の
よ
う
な
唆
昧
か
つ
限
定
の
困
難
な
領
域
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
法
律
構
成
は
|
|
存
在
し
た
方
が
望
ま
し

い
と
は
思
う
が
l
l
s
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
一
般
に
わ
が
国
の
コ
モ
ン
・
ロ

I
は
相
当
な
救
済
を
講
じ
て
い
る
し
、
加
う
る
に
特
別
か
つ
明
白
な
ケ
l
ス

に
対
処
す
る
た
め
に
、
制
定
法
に
よ
る
救
済
策
を
講
じ
て
い
る
。
例
え
ば

E
B
〉

号

(
U
C
U
E
m
Z
〉

n
p
g
S
の
第
七
条
は
絵
画
の
無
権
限
の
変
更
、
叉
は

絵
画
に
対
す
る
署
名
の
不
正
固
定
に
対
し
美
術
家
を
保
護
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
保
護
が
継
続
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
を
拡
張
し
て
、

文
学
及
び
音
楽
著
作
物
の
場
合
に
も
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
勧
告
す
る
。

こ
の
勧
告
に
も
と
づ
き
-
九
五
六
年
法
は
、
著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
に
関
し
て
四
三
条
に
規
定
を
設
け
次
の
行
為
を
禁
じ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
著
作
者
で
な
い
者
が
著
作
者
の
同
意
な
し
に
著
作
物
に
自
己
の
氏
名
を
冠
す
る
行
為
(
二
項
)
、
事
実
に
反
し
て

あ
る
著
作
物
を
他
の
著
作
物
の
改
作
で
あ
る
と
呼
称
す
る
行
為
(
三
項
)
、
美
術
的
著
作
物
の
著
作
者
が
、
著
作
物
の
占
有
を
移
転
し
た

占
有
者
が
そ
の
変
改
の
事
実
を
秘
匿
し
て
、

後
に
そ
の
著
作
物
が
な
ん
ら
か
の
変
改
を
受
け
た
に
も
拘
ら
ず
、

を
な
す
行
為
(
四
項
)
、
及
び
美
術
的
著
作
物
の
著
作
者
に
あ
ら
ざ
る
者
の
な
し
た
複
製
を
、
著
作
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
詐
称

出
版
、

売
却
、

賃
貸
等

す
る
行
為
(
六
項
〉
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
法
律
は
、
著
作
物
の
批
一
評
と
か
紹
介
(
六
条
二
項
、
九
条
二
項
)
、
抜
本
の
演
述
(
六
条

五
項
)
な
ど
の
た
め
に
著
作
物
を
利
用
す
る
際
に
そ
の
典
拠
と
な
る
著
作
物
と
著
作
者
氏
名
と
を
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誰
が
著
作

者
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
も
定
め
て
い
る
(
六
条
一

O
項
)
。

他
方

コ
モ

γ
・
ロ
ー
に
よ
り
著
作
者
の
観
念
的
利
益
を
保
護
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
詐
称
通
用
(
宮
包
ロ

m
c
B
及
び
名
普
段

が
あ
る
。
詐
称
通
用
の
た
め
の
訴
訟
は
、
著
作
物
の
タ
イ
ト
ル
の
使
用
に
対
し
て
の
み
な
F
ず
氏
名
の
違
法
使
用
に

損
(
己
え
P
B
E
円
吉
ロ
)
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対
し
て
も
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
仮
名
に
よ
っ
て
名
声
を
得
た
著
作
者
は
、
そ
の
違
法
使
用
に
対
し
て
詐
称
通
用
に
基
く
訴

権
を
有
す
る
こ
と
は
既
に
確
立
し
た
判
例
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
仮
名
に
よ
る
名
戸
の
取
得
、
が
一
雇
傭
契
約
期
間
中
に
生
じ
た
労
務
者

が
、
そ
の
期
間
経
過
後
に
、
な
お
そ
の
仮
名
を
使
用
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
判
例
が
あ
烈

亡主

(
1
)
ω
g
z
g
o
h
〉
ロ
ロ
O
の
フ
ル
・
タ
イ
ト
ル
は
、
〉
ロ
〉
口
同
『
G
吋

片

70
開口口
D
Z
E四
2
H
M
O
E
D
h
円

2
5
5問
唱
「
可
〈
宮
門
戸
口
由
子
。
。
。
日
出
2
0同市
2
z
g仏
国

c
o
g

s
p
o
〉
戸
F
O
B
-
2
M
M戸H
B
r
g巾『♂

c
h
E
n
r
(
U
D官
庁
♂
仏
ロ
ユ
ロ
由
子
。
↓
5
2
子
R
m
U
M
B
E円
5
M
m
L
で
あ
る
。

(
2
)
ω
E
E
Z
D同
〉
ロ
ロ
巾
の
制
定
に
い
た
る
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
著
作
権
法
史
に
つ
い
て
は
河
口
口
8

3
↓

zm，R
2
(
U
C
U百
円
四
宮

ω
S
E
F
5
8
山
去
三
・

昔
、
叶
Y
巾
0
2
m吉田

C『
子
市

ω
Z
E
R
O同
〉
ロ
ロ
ク
〉
∞
わ
〉
司
円
い
D官
三
戸
田
正
問
、
ラ
ミ

ω可
B
-
u
g
E
E
Z
H
-
H
N
-
5
8
・
H4u-NNNlNao
に
詳
細
で
あ
る
。
な
お

わ
が
国
の
文
献
と
し
て
は
、
戒
能
・
「
著
作
権
」
(
法
律
学
体
系
第
一
一
部
法
学
理
論
篇
一

O
二
所
収
)
及
び
阿
部
・
「
著
作
権
法
前
史
」
岡
山
大
学
法
経
学

会
雑
誌
二
八
号
七
六
頁
以
下
が
あ
る
。

(

3

)

こ
の
法
律
の
全
文
は
、
同
S
8
3
0℃・

2
F・
s
-
H
O一坦
i
H
q
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(

4

)

問。君。一一

w
(
u
c
g
i
m
rけ
戸

田

4
3
岡
山
内
三
回
。
仏
間
色
H丘
c
p
g由
N--v・
ω・

(
5
)
ω
s
z
z
o『
〉
ロ
ロ
ぬ
は
、
既
に
印
刷
発
行
さ
れ
て
い
る
著
作
物
に
つ
い
て
は
一
七
一

O
年
四
月
一

O
日
か
ら
一
二
年
間
に
わ
た
り
著
作
者
及
び
そ
の
承

継
人
た
る
出
版
者
に
対
し
排
他
的
出
版
権
を
保
障
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
期
間
後
つ
ま
り
一
七
一
一
一
一
年
以
後
は
シ
ェ

l

F
ス
ピ
ァ
、
ミ
ル
ト
ン
、

ド
ラ
イ
デ
ン
等
の
諸
大
家
の
作
品
が
公
有
と
な
る
は
づ
で
あ
っ
た
。
現
に
地
方
の
一
出
版
者
で
あ
る
巧
m-72
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
限
価
版
を
発
行
し

始
め
た
。
そ
こ
で
、
当
時
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
諸
作
品
に
つ
い
て
排
他
的
出
版
権
を
有
し
て
い
た
ロ
ン
ド
ン
の
出
版
者
達
は
、
最
初
議
会
に
対
し
て
制
定

法
上
の
保
護
期
間
の
延
長
を
請
願
し
た
が
、
こ
れ
が
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
一
七
三
五
年
開
u
S
〈
・
当
ω-ro門
事
件

(
M
F
D
-
n
-
H
U
-
E∞
w
H
開
口
問
-

P
必
・
∞
b
R
r・
口
ω印
〕
)
に
お
い
て
ロ
ン
ド
ン
の
出
版
者
尽
お
が
エ
ク
イ
テ
ィ

I
裁
判
所
に
巧
ω
F
2
の
出
版
に
な
る
《
叶
，
Z
者

y
o
r
p
q
c
h
y向包》

の
発
行
差
止
を
請
求
し
、
そ
れ
に
成
功
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
専
ら
エ
ク
イ
テ
ィ

l
裁
判
所
に
よ
る
イ
ン
ジ
ヤ
ン
ク
ジ
ョ
ン
の
救
済
を
受
け
る
方
法
を

選
ん
だ
。
す
な
わ
ち
一
七
三
六
年
に
は
出
版
者
巧
ωprom
が
不
ル
ソ
ン
の
右
g
c
g
g
に
つ
い
て
巧
P
F
R
を
相
手
と
し

(
ω
ω
3
5・
ミ
日
・

8
F
M悶
-

H
N
9
5
5
R
F
口
忠
〕
)
ま
た
一
七
五
二
年
に
は
当
時
最
大
の
出
版
者
で
あ
る
叶
g
gロ
が
ミ
ル
ト
ソ
の
も
R
P
L
E
円

2
9
に
つ
い
て
者
同
}
一
向
。
円
を

相
手
と
し
(
串
回
目
円
-Mω
日間

u
也
∞
開
口
四
-
M
N
e
-
N
Z
〔
(
U
F
H寸印由〕

u
ω
ω
司
自
ω
-
S
N
-
ω
品
開
口
四
-
H
N
8・
5
H叶〔〔
UF・
口
町
一
ω〕
)
て
い
ず
れ
も
発
行
差
止
を

北法15(2・61)277

著作権の一元的構成について



説

得
て
い
る
。
仏
・

ζ
C
H号
、
名
・
円

Frs-時
十
日
日
目
・

(
6
)

ワ

l
バ

l
ト
γ
は
当
時
グ
ロ

I
ス
タ

l
の
司
教
で
、
彼
は
匿
名
で
発
表
し
た
〉

F
2
2
P
C
B
S
Eテ
2
円
C
ロ

E
Bサ
2
c
h
F
L
E
E
S
F
E
E
S
-

5
5
m
E
R
g
q
旬
H
D
M
百
円
々
と
題
す
る
論
文
で
こ
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

(

7

)

N

わ

O
B
B
mロ
SH-2hH()印・

(
8
)
原
告
忌
己

-R
は
、
一
七
二
七
年
に
い
っ
た
ん
著
作
者
に
よ
っ
て
自
費
出
版
さ
れ
た
ト
ム
ソ
ン
の
《
ゴ
お
∞

2
8
5》
の
出
版
権
を
一
七
三
六
年
に
取
得

し
た
。
然
る
に
原
告
が
一
七
六
三
年
に
一
一
、

0
0
0部
発
行
し
た
同
舎
の
新
版
の
う
ち
ま
だ
一
、

0
0
0部
が
在
庫
し
て
い
る
状
態
の
と
き
に
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
の
出
版
者
た
る

H
，

az『
が
こ
れ
を
複
製
し
《
吋

r
o
ω
8
8
E
r可

r
B
2
1「
r
D
B
Eロ
》
の
タ
イ
ト
ル
で
発
行
し
た
の
で
二

0
0ポ
ン
ド
の
損
害
を

受
け
た
と
し
て
同
5
白
♂
回

gnr
に
訴
を
提
起
し
た
事
件
。

ω
g
g円
向
。
『
〉
口
口
町
に
よ
れ
ば
、
ト
ム
ソ
ン
は
一
七
二
七
年
の
自
費
出
版
の
時
か
ら
起
算
し

て
一
四
年
を
経
過
し
た
一
七
四
一
年
に
は
そ
の
著
作
物
の
排
他
的
出
版
権
を
失
う
は
づ
で
あ
る
の
で
、
制
定
法
上
ト
ム
ソ
ソ
及
び
そ
の
承
継
人
た
る
宮
守

-
一
日
に
何
ら
の
権
限
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

ζ
日
目
は
、
当
該
著
作
物
に
つ
い
て
永
久
の
精
神
的
所
有
権
を
有
し
、
こ
の
権
利

は
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
か
ら

ω
Z
E
R
え
〉
日
高
と
は
無
関
係
に
被
告
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
し
う
る
と
主
張
し
た
。
裁
判
所
は
結

局
原
告
の
主
張
を
認
め
た
が
、
そ
の
過
程
で
裁
判
官
の
見
解
が
鋭
く
対
立
し
(
結
果
は
三
対
一
)
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
裁
判
長
を
し
て
「
私
が
こ
の
席

に
つ
い
て
以
来
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
裁
判
官
の
意
見
が
対
立
し
た
事
件
は
な
い
」
と
嘆
ぜ
し
め
た
ほ
ど
で
あ
る
。
仏
国
ロ

R
N
g
ω
"
申
∞
開
口
問
・
問

G
-
N
2

(
ヌ
・
回
・
コ

S
)
事
案
の
内
容
は
主
と
し
て
関
与
ゲ
ロ

g
仏
国

g
dミロ・ハ
v
g
g
Dロ円い
D℃一青山口問
rH・
5
8
w
℃-
M
印
ロ
0
5
円
に
よ
る
。

(
9
)

富
三
日
は
一
七
六
八
年
忌
三
日
〈
・
斗
ミ
-o門
事
件
訴
訟
係
属
中
に
死
亡
し
、
彼
の
権
利
は
遺
言
執
行
者
の
手
を
通
じ
て
切
2
7
0
尽
に
移
転
さ
れ
た
。

と
き
た
ま
た
ま
り

D
E
5
8ロ
が
《
、
H
，
Z
ω
2
8
5》
の
廉
価
版
を
発
行
し
た
た
め
切

2
r
o
R
は
エ
ク
イ
テ
ィ
裁
判
所
に
発
行
差
止
を
請
求
し
、
向
裁
判

所
は
一
七
三
三
年
に
発
行
差
止
の
仮
処
分
命
令
を
出
し
た
。
そ
こ
で
り

D
5
5
8ロ
は
当
該
著
作
物
が
保
護
期
間
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
原
則
か
ら
永
久
の
著
作
権
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
貴
族
院
に
上
告
し
た
事
件
。

上
告
を
受
理
し
た
貴
族
院
は
一
一
名
の
裁
判
官
に
対
し
て
以
下
の
諮
問
を
発
し
た
。

L

コ
モ
ン
ロ
ー
上
、
文
学
的
著
作
物
の
著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
を
販
売
の
目
的
で
印
刷
発
行
す
る
独
占
的
権
利
を
有
し
、
か
つ
著
作
者
の
同
意

な
く
し
て
著
作
物
を
印
刷
・
発
行
・
販
売
す
る
者
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
で
き
る
か
。
八
対
三
で
肯
定
。

ユ
著
作
者
が
か
か
る
権
利
を
原
始
的
に
取
得
す
る
と
し
て
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
れ
ば
こ
の
権
利
が
著
作
物
の
印
刷
・
発
行
に
よ
っ
て
消
滅
す

る
も
の
と
し
て
い
る
か
。
そ
し
て
雨
後
何
人
も
自
己
の
利
益
の
た
め
に
著
作
者
の
意
に
反
し
て
著
作
物
を
複
製
・
販
売
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

コ"'-
d岡
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著作権の一元的構成について 口

の
か
。
七
対
四
で
否
定
。

ー
た
と
え
か
か
る
訴
訟
が
コ
モ
ン
・
ロ

l
土
成
立
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

ω
g
z
z
c『
〉
ロ
日
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
即
ち

著
作
者
は
制
定
法
に
よ
っ
て
、
制
定
法
の
定
め
る
救
済
以
外
の
い
か
な
る
放
済
を
も
受
け
え
な
く
な
る
の
か
。
六
対
五
で
肯
定
0

4
h

著
作
者
及
び
そ
の
承
継
人
は
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
永
久
に
印
刷
発
行
の
独
占
権
を
有
す
る
の
か
。
七
対
四
で
肯
定
0

1

こ
の
権
利
は

ω
Z
E
R
o
h
〉
ロ
ロ
ゅ
に
よ
っ
て
弾
劾
さ
れ
、
制
約
さ
れ
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
。
六
対
五
で
肯
定
。

以
上
の
裁
判
官
の
意
見
を
要
約
す
る
と
、
著
作
者
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
の
保
護
を
受
け
る
が
、
制
定
法
の
適
用
を
受
け
る
よ
う
に
な
る

と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
保
護
は
失
わ
れ
る
と
の
見
解
を
六
対
五
の
僅
差
で
あ
る
が
採
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
o

貴
族
院
は
、
こ
れ
ら
の
裁
判

官
達
の
意
見
及
び
カ
ム
デ

γ
卿
の
原
判
決
破
棄
意
見
に
賛
成
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
て
い
る
。

Q
-
Hハ
ω
司
}
告
白
ロ
品
目
5
5
t
c
H》
・
門
広
ニ
苫
-
N由
iN叶・

な
お
戒
能
前
掲
書
五

O
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
諮
問
を
受
け
た
一
一
名
の
裁
判
官
と
は
烈
E
m
d
回
0
2
7
の
裁
判
官
(
こ
の
中
に
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン

も
含
ま
れ
て
い
る
)
を
指
し
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
裁
判
官
は
富
三
日
く
・
、
ロ
ヱ
O
門
事
件
の
結
論
と
同
様
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
無
期
永
久
の
著
作
権

は
∞
Z
E
R
O『
〉
口
見
に
よ
っ
て
な
ん
ら
制
限
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
と
の
見
解
を
探
っ
た
の
に
対
し
、
貴
族
院
は
こ
れ
と
は
反
対
の
判
決
を
な
し
た

も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
だ
が
こ
の
記
述
に
は
次
の
二
つ
の
点
で
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
一
一
名
の
裁
判
官
の
所
属
機
関
に
つ
い
て
で
あ

る
。
戒
能
・
前
掲
書
は
、
こ
れ
ら
の
裁
判
官
は
す
べ
て
同
5
m
J
回

g与
に
所
属
す
る
と
云
わ
れ
る
が
、
こ
の
一
一
名
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
プ
一
ブ
ッ
ク
ス

ト
1
ソ
判
事
は
当
時
わ
O
B
E
Cロ
Egω
の
裁
判
官
で
百
口
m
J
∞

g口
「
に
は
所
属
し
て
い
な
い
し
、
し
か
も
回
口
問
♂
回
叩
ロ
ロ
「
の
裁
判
官
が
一
一
名
か
ら

成
る
と
い
う
の
も
多
き
に
す
ぎ
る
(
宮
巳
日
〈
-
H，m
q
g門
事
件
の
と
き
は
四
名
か
ら
成
っ
て
い
る
)
と
こ
ろ
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
裁
判
官
は
コ

モ
ン
・
ロ

1
裁
判
所
を
構
成
す
る
欠
宮
代
田
国
巾
口
口
「
・
。
0
5
2
0ロ
2
8回・開
M
n
Y
2ロ
2
の
裁
判
官
の
全
員
か
〔
戒
能
・
前
掲
室
田
五
一
頁
に
よ
れ
ば
一
一
名

の
裁
判
官
の
内
訳
は
]
戸
間
宮
内
凶
七
名
、
国
民
C口
四
名
と
な
っ
て
い
る
が
、
回
向
。
ロ
と
は
開
u
R
Y
2戸
内
門
の
裁
判
官
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
ら

H
w
x
n
r
2
E
R

の
裁
判
官
も
含
ま
れ
て
い
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
〉
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
裁
判
官
の
中
か
ら
と
く
に
貴
族
院
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
一

一
名
の
者
の
い
ず
れ
か
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
二
は
、
一
一
名
の
裁
判
官
の
見
解
と
貴
族
院
の
判
決
と
が
相
反
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ

る
。
戒
能
・
前
掲
書
五
一
頁
は
、
前
述
の
諮
問
の
う
ち

3
と
5
に
つ
い
て
い
ず
れ
も
七
対
四
で
否
定
の
結
論
を
出
し
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
私
の
入

手
し
た
資
料
例
え
ば
同
省
ゲ
ロ
出
口
仏
国
B
宅

P
D℃
・
己
了
間
)
℃
・

N由
l
均
一
わ
D
H
)
5
m
2
E
L
ω
r
C
R
T
-
=
2・
Hhp唱
え
門
UDH】v
s
m
7
7
5包
w

ヨ-Niω
一
E
0・

5
-
f
c
u
-
円

F
W
同)・

ω
u
宮
G
E
m
-
C
H】
・
門
戸
、
℃
・

NN叶
U

の
OGL自
白
口
、
吋
r
o
Z
9〈
ピ
唱
え
わ
毛
三
回
m
z
w
P
E
E
H
h
m
p一
p
c
r
5
2
〈
G一・

5
w
℃
-
H
S

に
よ
れ
ば
い
ず
れ
も
六
対
五
の
僅
差
で
肯
定
の
結
論
を
出
し
た
と
説
明
し
て
い
る
の
で
、
も
し
後
者
を
正
し
い
と
す
れ
ば
一
一
名
の
裁
判
官
の
意
見
と
貴
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説

族
院
の
判
決
と
が
阻
簡
を
き
た
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(ω
〉
こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
一
一
年
法
以
来
コ
モ
ン
・
ロ

1
上
の
保
護
を
受
け
る
著
作
権
が
一
一
掃
さ
れ
た
が
ア
メ
リ
カ
で
は
依
然
と
し
て
発
行
前

の
著
作
物
に
つ
い
て
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
保
護
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
項
参
照
。

(日

)

Q
・

m
gロ
タ

叶

宮

冨
C
円
白

-
E
m
z
o『
〉
己
rcH♂
品
〉
5
・
]GEH口
問
-
え
の
c
g司
・
戸
田
君
(
凶
器
印
)
宅
・

2
∞l
日

5
・

(
ロ
〉
一
九
五
六
年
法
の
第
四
三
条
は
第
六
項
を
除
き
す
べ
て
吉
田
田
町
問
。
止
に
関
す
る
も
の
で
新
法
に
よ
っ
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
が
、
第
六

項
だ
け
は
一
八
六
二
年
の
岡
山
口
。
〉
H
S
C
C℃
百
一
間
冨
〉
口
門
第
七
条
を
そ
の
ま
ま
引
き
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
八
六
二
年
法
第
七
条
の
解
釈

に
つ
い
て
現
れ
た
判
例
は
現
行
法
の
解
釈
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
例
え
ば

(
U
R
F
Gロ

E
C印
可
印
円
。
ロ
タ

(
U
G
F
5
8
事
件
(
〔
S

H

H

〕
同
円
切
・
叶
吋
ご
な

ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

原
告
は
被
告
の
発
行
す
る
新
開
・
雑
誌
に
広
告
と
し
て
使
用
さ
れ
る
線
画
を
作
成
す
る
美
術
家
で
あ
っ
た
が
、
当
事
者
間
の
契
約
で
著
作
権
は
被
告
に

帰
属
す
る
定
め
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
被
告
は
原
告
の
同
意
を
得
ず
に
原
告
の
著
作
物
を
拡
大
し
て
カ
ラ
l
の
ポ
ス
タ
ー
を
作
る
こ
と
を
計
画
し
、

原
告
以
外
の
者
に
大
幅
な
修
正
を
行
な
わ
せ
て
そ
れ
に
原
告
の
氏
名
を
記
入
し
て
頒
布
し
た
。
そ
こ
で
原
告
は
一
八
六
二
年
法
第
七
条
違
反
を
理
由
に
訴

を
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
を
認
め
た
が
そ
の
中
で
第
七
条
の
著
作
物
の
変
更
と
は
何
か
の
去
に
触
れ
、
第
七
条
の
規
定
に
該
当
し
な
い
著
作

物
の
変
更
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

「
本
条
に
云
う
(
著
作
物
の
)
変
更
と
は
立
法
趣
旨
に
て
ら
せ
ば
重
要
な
変
更
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
重
要
な
変
更
と
は
美
術
家
の
信
用
及
び
名
声
を

害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
変
更
を
意
味
す
る
o

私
(
わ
宮
ロ
ロ
乙
判
事
)
は
個
々
の
ケ
ー
ス
に
つ
き
現
に
美
術
家
の
信
用
及
び
名
声
が
害
さ
れ
て
い
る
か
否
か

を
検
討
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
変
更
は
美
術
家
の
信
用
及
び
名
声
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
性
質
の
も
の
で
足
り
る
。
こ
の
原
則
を
木
件
に
あ
て

は
め
て
考
え
れ
ば
本
件
の
著
作
物
の
変
更
は
、
第
七
条
の
著
作
物
の
変
更
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
」

n
Eロロ
m-
判
事
は
さ
ら
に
線
画
に
着
色
す
る
こ
と
が
同
条
の
変
更
に
該
当
す
る
か
の
問
題
に
触
れ
、
原
闘
が
カ
ラ
ー
で
あ
る
場
合
に
ほ
か
の
カ
ラ
ー
で

複
製
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
著
作
物
の
変
更
に
な
る
が
、
原
画
が
カ
ヲ

l
で
な
い
場
合
に
こ
れ
に
着
色
す
る
こ
と
は
恐
ら
く
大
部
分
が
著
作
物
の
変
更
と

な
る
で
あ
ろ
う
が
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

nh・
ゎ
D
H
V
F
口問
q
m
S門田
ω
r
cロ巾

r
B
2・
O
H
)
・
2
了
匂
・
申
出
・

(
同

υ〉

Ohu-n~了
間
》
・
包
∞

(
凶
)
著
作
物
の
タ
イ
ト
ル
の
違
法
使
用
が
著
作
権
侵
害
と
な
り
う
る
例
は
殆
ど
な
い
。
わ
ず
か
一
二
語
で
構
成
さ
れ
る
タ
イ
ト
ル
に
創
造
性
を
認
め
る
こ
と

が
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
同
一
の
タ
イ
ト
ル
を
別
の
著
作
物
に
附
す
こ
と
は
公
衆
を
惑
わ
す
こ
と
に
な
る
ば
か
り
か
原
著
作
者
の
利
益
に
も
大
い
に

論
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関
係
す
る
。
そ
の
救
済
策
と
し
て
は
官
出
E
m
O
R
に
基
く
訴
訟
に
拠
る
以
外
に
は
な
い
。

nh・
0
日
以
・
門
戸

F
・
s
-
S
I
S
-

(日

U
)
ζ
向
。
口
問
。
〈

-
Fぞ
ω
r
m
s
-
r
L・
〔

H
E∞〕

H
K
-
開

-m-
品

c
f
F
2
F
〈

-
e
g
g
s
〔

5
2〕
同
巧
円
、
月
・

8叶

(
v
m
〉
明
。
『

r
g
〈
-
H
内
冊
目
凹

-mu、
Z
何
者
団
司

ω町
内
同
♂
円
丘
・
〔

5
2〕
N

吋
・
円
、

.m-
即
日
由
一
下
回
ロ
《
凶
同
〈
・

0
3巾ロ
rmq
〔

3
0∞〕
N
串
斗
-F・列
-
h
P
A
H
-

第
四
項

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
著
作
人
格
権ス

テ
イ
ヴ

ア
メ
リ
カ
で
は
い
く
つ
か
の
国
家
で
、
著
作
者
の
保
護
基
準
を
定
め
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
だ
が
そ
れ
ら
の
法
律
の

ス
テ
イ
ψ

地
域
的
効
力
は
、
各
国
内
(
州
内
)
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
著
作
者
が
そ
れ
ら
諸
国
家
に
お
い
て
著
作
権
の
保
護
を
受
け
よ
う
と
す
る

ス
テ
イ
w，

場
合
に
は
、
す
べ
て
の
国
家
の
法
律
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
不
便
を
避
け
る
た
め
に
、
や
が
て
成
立
し
た
合
衆

国
憲
法
は
、
特
に
規
定
を
設
け
、
連
邦
議
会
に
「
著
作
者
及
び
発
明
者
を
し
て
一
定
の
期
間
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
(
司
氏
岳
何
回
)
お
よ
び
発

明
に
関
す
る
独
占
的
権
利
を
確
保
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
術
お
よ
び
技
芸
の
進
歩
を
助
け
る
」
権
限
を
付
与
し
た
(
一
条
八
節
八

独
立
宣
言
後
、

項)。

白

こ
の
規
定
に
基
き
、

一
七
九

O
年
に
最
初
の
著
作
権
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
題
名
の
登
録
、
登
録
し
た
旨
の
新
聞
公
告
、

著作権の一元的構成について

及
び
納
本
の
三
要
件
を
具
備
す
る
書
籍
、
地
図
及
び
海
図
の
著
作
者
及
び
そ
の
承
継
人
に
対
し
、

一
四
年
間
に
わ
た
り
(
さ
ら
に
一
四
年

の
更
新
が
認
め
ら
れ
る
)
著
作
権
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
七
九

O
年
法
以
後
に
現
れ
た
法
律
は
、
保
護
さ
れ
る
著
作
物
の
種
類

及
び
保
護
期
聞
を
拡
大
強
化
す
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
被
保
護
著
作
物
の
種
類
は
、

一
八
二
二
年

北法15(2・65)281 

一
八

O
二
年
印
刷
物
、

一
八
六
五
年
写
真
、

一
八
七

O
年
美
術
著
作
物
と
次
第
に
追
加
さ
れ
、
ま
た
保
護
期
間
も

音
楽
的
著
作
物
、

一
八
五
六
年
演
劇
著
作
物
、

一
八
二
二
年
に
は
、
発
刊
の
時
か
ら
二
八
年
(
著
作
者
又
は
彼
の
寡
婦
及
び
子
供
に
は
、
と
く
に
一
四
年
の
更
新
が
認
め
ら
れ
る
〉
と
延

巨
択
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
〈
な
お
保
護
期
間
は
一
九
四
七
年
に
は
さ
ら
に
延
長
さ
れ
発
行
の
時
か
ら
二
八
年
の
ほ
か
、

さ
ら
に
二
八
年
の
更



説

(
3
 

新
が
認
め
ら
れ
て
い
る
)
。

ア
メ
リ
カ
著
作
権
法
の
基
礎
概
念
の
中
で
特
に
重
要
た
の
は
、
既
刊
(
宮

E
u
r
g
著
作
物
と
未
刊

(5吉
E
U
Z
L
)

(
4
)
 

別
で
あ
る
。
未
刊
著
作
物
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
保
護
要
件
と
し
て
の
形
式
は
必
要
で
な
い
し
、
ま

著
作
物
の
区

北法15(2・66)282

一
九

O
九
年
に
は
、
以
上
を
包
括
す
る
法
改
正
が
行
か
わ
れ
、

一
九
四
七
年
の
現
行
芳
作
権
法
に
引
き
つ
が
れ
て
い
る
。
た
お
、
こ
の

面命

法
律
は
、
そ
の
後
数
回
に
わ
た
る
部
分
的
修
正
が
施
さ
れ
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
保
護
を
失
い
、
以
後
は
制
定
法
の
規
制
を
受
け

る
だ
け
で
あ
る
。
制
定
法
は
、
権
利
者
の
承
諾
を
得
て
取
引
に
お
か
れ
る
す
べ
て
の
複
製
物
に
著
作
権
記
号
を
付
す
こ
と
を
著
作
権
の
保

た
保
護
期
間
の
制
限
も
な
い
。
未
刊
著
作
物
は
発
行
と
同
時
に
、

護
要
件
と
し
て
お
り
、
ま
た
著
作
権
侵
害
の
た
め
の
出
訴
要
件
と
し
て
わ
。
竜
江

m
z
o
E
B

(
6〉

本
)
と
登
録
を
規
定
し
て
い
る
。

に
対
す
る
複
製
物
の
提
出
(
い
わ
ゆ
る
納

以
上
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
著
作
権
法
の
展
開
は
、
徐
々
に
著
作
者
保
護
の
度
合
を
強
め
つ
つ
あ
る
が
、
こ
れ
は
専
ら
著
作
者
の
財
産
的

利
益
の
側
面
、
換
言
す
れ
ば
著
作
物
の
経
済
的
利
用
保
護
の
側
面
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
著
作
者
の
観
念
的
利
益
保
護
の
側
面

は
制
定
法
上
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
か
か
る
事
実
か
ら
ア
メ
リ
カ
で
は
著
作
人
格
権
が
全
く
保
護
さ
れ
て
い
な
い
と
速
断
し
て

は
な
ら
な
い
。
現
に
判
例
集
を
一
瞥
す
る
と
き
、
著
作
者
の
観
念
的
利
益
の
保
護
に
奉
仕
し
て
い
る
多
く
の
ケ
1
ス
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
の
(で
LPあ
E る
口。

旦?そ
日」

びで
レ Zフ
l れ
がわ
]れ
t土

ウ

ス

ア
メ
リ
カ
の
判
例
を
大
陸
法
に
お
け
る
著
作
人
格
権
の
分
類
に
し
た
が
っ
て
整
理
し
た
シ
ュ
ト
ラ

(
8
)
 

(
刻
。
え
巾
同
)
の
論
文
に
拠
り
つ
つ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
著
作
人
格
権
の
態
様
を
概
観
し
よ
う
。

)
 

，イ
h(
 
公
表
権
(
片

Z
1
m
r押
さ
宮
ゲ
ロ
岳

2
ロ
。
:
。
日
記

zur)

公
表
権
は
著
作
権
法
に
規
定
さ
れ
、
著
作
者
の
排
他
的
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
(
一
条
)
が
、

さ
ら
に
二
条
に
お
い
て
、



「
本
法
は
、
未
発
行
著
作
物

(E勺
ロ

r
r
z
r
4
2
r
)
の
著
作
者
、
又
は
所
有
者
が
自
己
の
同
意
な
き
著
作
物
の
複
製
、
発
行
(
宮
Z
5
c
c口
)
又
は
利
用
を

拒
否
し
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
コ
モ
ン
・
戸
l
上
、
叉
は
エ
ク
ィ
テ
イ
上
の
権
利
を
無
効
叉
は
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
」

(
傍
古
川
筆
者
)

と
規
定
し
、
公
表
権
が
制
定
法
上
の
権
利
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、

コ
モ

γ
・
ロ

l
上
の
権
利
と
し
て
も
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る。
著
作
物
の
移
転
は
必
ず
し
も
公
表
権
の
移
転
を
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
契
約
に
明
示
さ
れ
な
い
限
り
、
著
作
者
又
は
法
定
相
続
人
に
留

ま
る
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
著
作
物
を
取
得
し
た
者
は
、
こ
れ
を
保
存
或
は
破
壌
い
ず
れ
を
な
す
も
可
能
で
あ
る

が
公
表
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

(ロ)

著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利

(
円
}
戸
巾
同
一

m}ユ
ゴ
)
七
日
H
m
w
H
H
ユ
丹
可
)

著
作
権
法
に
は
こ
の
権
利
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。
だ
が
契
約
の
解
釈
に
よ
り
、
あ
る
い
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
文
書
誹
段

(rz-)
及

び
不
正
競
業
(
己
正
巳
円

8
5宮
E
5ロ)
な
ど
の
不
法
行
為
に
関
す
る
法
理
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
。

tコ

ま
ず
著
作
者
の
氏
名
が
出
版
者
に
よ
っ
て
一
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
ケ

1
ス
と
し
て
は
、

2
2
5
5
〈・

H
J巾
回
目

H
v
z
z
u
r
z
m
(
U
0
・
事
件
が

あ
る
。

著作権の一元的構成について

こ
の
事
件
は
当
事
者
聞
の
契
約
の
解
釈
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
、

「
契
約
は
当
事
者
の
意
図
に
効
果
を
与
え
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
当
事
者
の
意
図
が
、
被
告
が
文
学
的
著
作
物
に
つ
い
て
の
権
利
を
取

得
し
、
そ
れ
を
出
版
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
原
告
は
著
作
物
の
売
却
代
金
を
請
求
す
る
権
利
を
取
得
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
原
稿

が
そ
の
ま
ま
の
形
で
出
版
さ
れ
る
よ
う
要
求
す
る
権
限
を
も
取
得
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
被
告
が
そ
の
原
稿
に
手
を
加
え
た
り
、
著
作
者
以
外
の
氏
名
で
公

表
し
た
り
、
あ
る
い
は
著
作
者
の
氏
名
を
省
略
す
る
こ
と
は
、
著
作
者
と
の
契
約
で
認
め
て
い
な
い
限
り
許
さ
れ
な
い
。
:
・
・
当
該
契
約
を
解
釈
す
れ
ば
、
当
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説

事
者
の
意
図
は
、
被
告
が
著
作
者
の
氏
名
を
附
し
て
著
作
物
を
出
版
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
も
の
と
判
断
す
る
:
・
」

論

と
判
示
し
、
原
告
に
、
彼
の
氏
名
を
附
さ
な
い
出
版
に
対
し
て
異
議
を
申
立
て
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。

ま
た
著
作
物
の
内
容
を
歪
め
た
も
の
に
著
作
者
の
氏
名
を
使
用
し
た
ケ

l
ス
と
し
て
は
、

za-出
口
門
]
〈
・
国
O
B巾
3
2
2ロ
(
U
0

・
事
件

が
あ
る
。
こ
の
事
件
は
原
告
の
作
成
に
か
か
る
絵
画
を
単
に
観
賞
の
目
的
で
取
得
し
た
被
告
が
、
原
告
の
同
意
を
得
ず
に
、
ソ
フ
ァ
ー
ク

ッ
シ
ョ
ソ
の
刺
し
ゅ
う
の
バ
タ

l
γ

と
し
て
利
用
し
、

非
常
に
粗
雑
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
「
原
画
そ
の
ま
ま
」
と
し
て
著
作
者
の
氏

名
人
り
で
広
告
し
た
事
件
で
あ
る
。
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
侵
害
と
は
解
さ
な
か
っ
た
が
、
著
作
者
の
同

意
を
得
ず
に
絵
画
を
ソ
フ
ァ
ー
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
使
用
し
、
且
つ
彼
の
氏
名
を
利
用
し
た
こ
と
は
、
明
ら
か
に
著
作
物
と

著
作
者
氏
名
の
不
法
使
用
で
あ
り
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

(Uz--Em宮
下
回
当
五
一
条
の
宮
説
。

E
-
ュm
E
の
侵
害
で
あ
る
と
判
示
し
て
い

る。

同
)
咽
〉

-
5
5
l

さ
ら
に
実
際
に
は
、
そ
の
著
作
物
の
著
作
者
で
は
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
著
作
者
と
し
て
表
示
さ
れ
た
ケ

l
ス
と
し
て
は
、

円
。
・
事
件
が
あ
る
。
原
告
は
、
自
己
の
氏
名
が
セ
ソ
セ

l
シ
ョ
ナ
ル
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
著
作
者
で
あ

。
己
叩
〈
-
Z巾
ヨ
ペ
O
H
W
E巾
E
E。

る
と
の
虚
偽
の
事
実
が
被
告
に
よ
っ
て
伝
播
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
文
書
誹
段
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
と
し
て
訴
求
し
た
事
件
で
あ

る
が
、
裁
判
所
は
原
告
の
氏
名
を
か
か
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
著
作
者
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
、
原
告
を
瑚
笑
と
侮
蔑
の
中
に
曝
す
こ
と
に

な
る
と
判
示
し
て
、
文
書
誹
段
の
侵
害
を
容
認
し
て
い
る
。

著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
権
利
の
判
例
の
中
で
、
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
る
ケ

l
ス
は
、
〈
日

m
2
4・
何
回
宮
町
巾
同
ロ
円
・
事
件
で
あ

る
。
こ
の
事
件
は
画
家
た
る
原
告
と
雑
誌
社
た
る
被
告
と
の
聞
の
継
続
的
絵
画
供
給
契
約
に
お
い
て
「
ぐ

2
m
g
は
《
〈
包
括

gw
《
〈
日
l

m
白
色
ユ
Y
《
〈
白
羽
田
w

何
回
心
・
》
及
び
そ
の
他
絵
画
と
結
合
し
て
使
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
氏
名
が
、
永
久
且
つ
排
他
的
に
被
告
に
属
す
る
こ
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と
に
同
意
す
る
」
と
い
う
条
項
が
加
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
被
告
は
数
枚
の
絵
画
に
つ
き
原
告
の
氏
名
を
附
さ
ず
に
出
版
し
た
事
件
で
あ

る
が
、
裁
判
所
は
契
約
に
は
不
明
瞭
な
点
は
存
在
せ
ず
(
著
作
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
)
権
利
を
原
告
に
留
保
す
る
と
い
う
当
事
者
の

黙
示
の
意
思
表
示
も
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
原
告
の
複
製
差
止
請
求
を
棄
却
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
原
告
が
被
告
に
対
し
氏
名
の
使
用

を
許
し
た
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
匿
名
に
す
る
権
利
を
も
譲
渡
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
契
約
の
拡
張
解
釈
を

許
す
限
り
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
が

B
O
B
-
己
的
吉
号
円
丹
江
口
町
を
認
め
て
い
な
い
と
一
評
さ
れ
て
も
止
む
を
得
な
い
。
著
作
者
の
氏
名
を
使

用
す
る
権
利
は
、
そ
の
氏
名
を
省
略
し
な
い
と
い
う
義
務
を
伴
う
も
の
と
解
す
る
余
地
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
部
の
学
者
に
よ

り
激
し
く
非
難
さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

Q力

著
作
物
変
更
権

(
5
2
m
Z
Z
F巾
E
Z
m
E可
。
向
子
巾
ヨ
O
H
W
)

著
作
物
変
更
に
対
し
異
議
を
申
立
て
る
権
利
は
、
文
書
誹
段
、
又
は
不
正
競
業
の
不
法
行
為
理
論
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。
だ
が

著
作
者
が
明
示
の
意
思
表
示
に
よ
り
著
作
物
の
変
更
に
同
意
し
た
場
合
、
及
び
技
術
上
の
理
由
で
著
作
物
の
変
更
が
止
む
を
得
な
い
場
合

は
例
外
と
し
て
保
護
を
受
け
な
い
。
以
下
具
体
的
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

同

放
送
用
台
本
の
改
鼠
の
ケ

l
ス
と
し
て
は
戸

2
F巾
〈
・
∞

2
5ロ
伶
∞
。
三
巾
♂
『
口
・
事
件
が
あ
る
。
こ
れ
は
現
地
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
と

し
て
そ
の
正
確
な
報
道
に
定
評
の
あ
る
原
告
が
、
被
告
た
る
放
送
会
社
の
た
め
に
放
送
用
台
本
を
作
成
し
た
が
、
放
送
解
説
者
が
こ
れ
に

著作権の一元的構成について

大
幅
な
修
正
を
施
し
事
実
を
歪
め
た
に
も
拘
ら
ず
、
台
本
の
作
者
を
原
告
と
し
て
放
送
し
た
た
め
名
誉
援
損
に
基
く
損
害
賠
償
を
請
求
し

た
事
件
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
文
書
誹
段
の
理
論
を
援
用
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
原
告
の
主
張
を
認
め
て
い
る
。

ま
た
著
作
物
の
一
部
を
無
権
限
で
削
除
し
た
ケ

l
ス
と
し
て
は
、
。
円
山
口
N

〈
-
E
R
E
事
件
が
あ
る
。
原
告
の
演
奏
し
た
原
盤
を
取
得

し
た
被
告
が
、
無
権
限
で
演
奏
の
一
部
を
カ
ッ
ト
し
て
レ
コ
ー
ド
を
複
製
、
販
売
し
た
。
し
か
も
そ
の
レ
コ
ー
ド
に
は
《
司
同
町
田
町
三
包
ゲ
可

Z
2
g出
口
の

E
ロN
》

と
記
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
原
告
は
、

か
か
る
無
権
限
な
カ
ッ
ト
が
あ
た
か
も
原
告
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
か
の
如

北法15(2・69)285
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き
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

不
正
競
業
に
基
く
不
法
行
為
及
び
契
約
侵
害
を
構
成
し
、
さ
ら
に
原
告
の
名
声
に
関
す
る
人
格
権

を
侵
害
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
裁
判
所
は
、
原
告
の
演
奏
し
た
原
盤
を
取
得
し
た
者
が
レ
コ
ー
ド
を
複
製
す

論

る
に
あ
た
り
、
各
レ
コ
ー
ド
に
原
告
の
演
奏
に
よ
る
旨
の
表
示
を
記
載
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
一
部
を
カ
ッ
ト
し
て
も
違
法
で
は
な
い
が
、

も
し
記
載
し
た
の
で
あ
れ
ば
不
正
競
業
に
基
く
不
法
行
為
と
な
る
と
判
示
し
て
、
原
告
の
販
売
差
止
請
求
を
認
め
た
。

J
・
フ
ラ
ン
ク
判

事
は
こ
の
判
決
の
賛
成
意
見
の
中
で
、
著
作
物
変
更
異
議
申
立
権
に
触
れ
、

い
る
。

コ
モ
ン
・
ロ

l
上
こ
の
権
利
が
承
認
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て

小
説
の
タ
イ
ト
ル
と
登
場
人
物
と
を
著
作
者
の
同
意
な
し
に
借
用
(
放
送
〉
し
な
が
ら
、
小
説
と
は
全
く
別
の
内
容
の
も
の
を
作
り
出

し
た
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、

H
J
g
Q
4・
Z
2
2王
切
さ
主
g
Eロ
m
h
o
-
事
件
が

hμ
旬
。
裁
判
所
は
、

「
か
か
る
放
送
に
お
い
て
、
被
告
が
原
告
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
小
説
の
内
容
及
び
主
要
な
登
場
人
物
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
小
説
の
使
用
が

著
作
物
及
び
著
作
者
の
名
声
を
害
し
、
且
つ
公
衆
を
ま
ど
わ
す
程
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
不
正
競
業
と
し
て
知
ら
れ
る
範
隠
で
発
展

し
つ
つ
あ
る
エ
グ
ィ
テ
イ
の
原
則
を
適
用
し
て
、
救
済
を
は
か
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
」

と
判
示
し
、
原
告
の
主
張
を
認
め
て
い
る
。

美
術
著
作
物
の
修
正
に
関
す
る
ケ

l
ス
と
し
て
は
、
富
岳
え
。
ロ
〈
司

Err-E白
ωロ
rg-
盟
問
丹
江
口
門
事
件
(
日
注
目
に
価
す
る
。
こ

の
判
例
は

2
己
々
出
口
一
円
巾
に
関
す
る
も
の
で
、
ア
メ
リ
カ
法
が
著
作
人
格
権
を
否
定
し
て
い
る
一
例
と
し
て
、
論
者
に
よ
っ
て
主
張
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
原
告
は
被
告
の
フ
イ
ラ
デ
ル
フ
イ
ア
教
育
局
と
の
間
で
教
育
委
員
会
ピ
ル

(
回
。
国
吋
門
日
開
門
山
口
円
阻
止
C

ロ
∞
巳
EHロぬ)

に
設
置
す
る
彫
刻
を
製
作
す
る
契
約
を
結
び
、
そ
れ
を
履
行
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
彫
刻
は
、
教
育
委
員
長
の
命
令
に
よ
っ
て
修
正
が
施

さ
れ
た
の
で
、
原
告
は
、
修
正
さ
れ
た
著
作
物
が
彼
の
も
の
と
し
て
美
術
家
や
批
判
家
に
よ
っ
て
信
じ
こ
ま
れ
た
た
め
に
、
そ
の
著
作
物
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に
関
心
を
も
っ
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
軽
蔑
さ
れ
た
と
主
張
し
て
、
損
害
賠
償
と
変
更
さ
れ
た
著
作
物
の
破
壊
と
を
請
求
し
た
。
裁
判
所

不
法
行
為
に
よ
っ
て
救
済
を
受
く
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
被
告
は
政
府
機
関
で
あ
り
、
そ
の

は
、
原
告
の
蒙
っ
た
名
誉
段
損
は
、

代
理
人
の
不
法
行
為
に
対
し
責
任
を
負
う
義
務
は
な
い
旨
を
述
べ
訴
を
却
下
し
た
。
従
っ
て
一
部
の
学
者
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
こ
の
判

決
か
ら
著
作
物
変
更
権
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
無
理
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
本
件
は
被
告
の
地
位
が
た
ま
た
ま

政
府
機
関
で
あ
っ
た
た
め
に
、
訴
訟
上
救
済
を
受
け
な
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
も
の
の
ほ
か
著
作
者
の
観
念
的
利
益
を
保
護
し
て
い
る
判
例
は
き
わ
め
て
多
い
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
文
書
誹

段
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
あ
る
い
は
不
正
競
業
な
ど
の
不
法
行
為
法
理
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
独
仏
に
み
ら
れ
る
が
如
き

S
O
B
-
岡
山

m
E
号ロ
E
5
の
存
在
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。

白

ハ
1
〉

出
O
毛
色
、
。
可
・
門
戸
w

司
-

A

肝・

(

2

)

斎
藤
真
・
「
ア
メ
リ
e

カ
合
衆
国
憲
法
」
(
岩
波
文
庫
・
世
界
憲
法
集
所
収
)
の
訳
に
よ
る
。

(

3

)

出
O
話
m
-
r
o
H
V
-
n
F
W
問
者
・
十
∞
・

(
4
V

し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
著
作
権
法
で
は
司
戸
Z
F口氏一
O
E

の
意
義
が
重
要
と
な
る
。
一
九
四
七
年
の
現
行
著
作
権
法
は
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

こ
の
概
念
を
一
般
的
に
定
義
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
二
六
条
が
販
売
又
は
頒
布
の
呂
的
で
複
製
物

(no℃
目
印
)

の
作
成
さ
れ
る
著
作
物
に
つ
き
「
発
行
期
日
と
は
第
一
版
の
複
製
物
が
著
作
権
を
有
す
る
者
に
よ
っ
て
販
売
ル

l
ト
に
置
か
れ
た
な
F
R
L
Oロ
色
。
)
か
、

販
売
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
公
に
頒
布
さ
れ
た
な
戸
豆
江
川
『
門
戸
可

r
c
g
b
か
し
た
最
初
の
時
点
を
云
う
」
と
規
定
し
い
る
と
こ
ろ
か
ら
可
ロ
ロ
g
g
g
H
Oロ
と
はは

複
製
物
を
販
売
ル
ー
ト
に
置
く
行
為
あ
る
い
は
公
に
頒
布
す
る
行
為
を
指
す
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
複
製
物
を
応
頭
に
陳
列
す
る
行

為

(
U
F
R仏
O
ロ

g
F
に
該
当
す
る
)
、
パ
ン
フ

V

ツ
ト
と
か
ピ
ラ
を
戸
口
に
投
げ
込
ん
だ
り
、
郵
送
し
た
り
す
る
行
為
市
戸

z
w
q
門
出
回

E
E
H
a
に
該
当

す
る
)
は
い
ず
れ
も
司
己
)
口
口
mHFO口
と
な
る
。

HV戸
-uznaFO口
は
複
製
物
(
口
O
立
g)
の
発
行
に
つ
い
て
の
み
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
複
製
物
の
な

い
演
述
、
上
演
、
放
送
等
の
司
巾
広
三
日

5
2
は

HV戸
Z
H
n
R
H
Oロ
と
は
な
ら
な
い
。
だ
が
例
え
ば
美
術
著
作
物
の
よ
う
に
複
製
物
が
作
成
さ
れ
ず
に
原
作
一

っ
き
り
し
か
な
い
場
合
で
も
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
観
覧
が
可
能
で
あ
り
、
自
由
に
複
製
で
き
る
よ
う
な
状
況
に
あ
れ
ば
、
原
作
の
展
示
を
も
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著作権のー元的構成について



説

っ
て

E
r
-
-
s
t
g
と
み
な
さ
れ
る

F
E
R
-
g口
、
『
D
E
R
-
。
c-
ぐ
・
君
。
R
r
g巾笠
2

8寸
C
・ω
-
M∞
品
〔

5
0叶
〕
)
。
ま
た
レ
コ
ー
ド
の
販
売
が

F
E
E
-

t
g
に
あ
た
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
か
つ
て
機
械
的
複
製
物
は

g
唱
と
み
な
さ
れ
な
い
と
い
う
判
例
が
あ
っ
た
(
当
E
Z
∞

E
チ
司
戸
Mr・

-ぉ
E
口
問
。
D・
〈
・
〉
間
三
-
D
n
0・w
M
o
u
d
h
-
H
〔
呂
志
〕
)
た
め
通
説
は
レ
コ
ー
ド
の
販
売
が

HU戸
r
z
g
z
g
に
な
ら
な
い
と
解
し
て
い
た
。
だ
が
最
近
の
判

例
の
中
に
は
こ
れ
に
反
対
す
る
も
の
が
次
第
に
増
え
て
き
て
い
る
(
盟
国
口
町
0・
∞
q
B
Z吉
弘
w
h
o
-
〈・

ζ
5
n
F
H
N
2
0
H
L
n
o
-
-
S
何
∞
毛
℃
・
ぉ
ω)
え
-

E
C君。

--u。匂
-
i
F
W
H
V司・由凶
l
由也・

(

5

)

著
作
権
記
号
は

ω《
の
品
百
円

m
r
g
の
字
旬
、
又
は
そ
の
時
号
で
あ
る
《
(
U
O

事

》

か

@

記

号

制

著

作

者

の

氏

名

り

第

一

発

行

の

年

号

の

三

要

素

か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
の
著
作
権
記
号
を
欠
く
著
作
物
は
発
行
と
同
時
に
公
有
と
な
り
、
著
作
権
法
上
の
保
護
を
受
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(
6〉
一

九

O
九
年
に
い
た
る
ま
で
、
発
行
前
に
著
作
物
を
登
録
す
る
こ
と
が
著
作
権
の
効
力
発
生
要
件
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
登
録
す
る
た
め
に
は
納
本
を
必

要
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
著
作
物
の
発
行
が
登
録
よ
り
一
日
し
か
先
ん
じ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
の
著
作
物
は
公
有
に
な
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
。

一
九

O
九
年
法
は
こ
れ
を
改
め
、
著
作
権
は
著
作
権
記
号
の
附
し
た
複
製
物
の
発
行
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
も
の
と
し
、
登
録
は
著
作
権
侵
害
訴
訟
の
出

訴
要
件
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

7

)

∞
可
ωロ目、

D勺
-nFFWH》
MY
呂
田
l
日

ω∞・

(
8
〉

河

D
E
R
-
吋，

Z

ロo
n
R
5
0
0『
Y
向
。
同
白
戸
間
釘
「
昨
日
〉
∞
宮
《
ぞ

5
p
o
F
m
w唱
え
〉
吋
門
町
宮
、
k
F
戸
円

r
o
B
白ロハ同(リ円
g
g
g
w
印

ω
出
向
〈
田
氏
ド
ω司
河
内
〈
Hm毛

(HEC)

日

}MY
印
印
品

l
印
J
1

∞・

(
9
)
]
U
5
}回
目
白
ロ
ロ
〈
-
Z
0
2
J円
2
r
の
3
匂
r
w
ω
c
n
w
q
w
N日

Z
・Jヘ・

ω己
旬
町

-
N
L
N色
一
。
rω
ヨゲ
mHFFD
〈
-
Hり
m
E
B
m
w
p
∞
h
p
Z・J円・

ωロ司
-u
・
ML
叶
5
・

(
ω
)
H
N
N
Z・J円・

ωCMU司
-
N
O白

(HCHO)

原
告
は
被
告
の
事
務
所
に
赴
き
、
原
告
の
書
い
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
原
稿
を
二

0
0ド
ル
で
買
取
る
よ
う
要
求
し
た
。
被
告
は
そ
の
九
ト

l
リ
ー
を
も
っ
と

短
か
く
す
る
な
ら
ば
買
取
る
だ
ろ
う
と
答
え
た
。
原
告
は
被
告
の
申
出
通
り
に
訂
正
し
た
。
だ
が
そ
の
原
稿
に
は
原
告
の
氏
名
が
記
哉
さ
れ
て
い
た
に
も

拘
ら
ず
、
被
告
は
原
告
の
氏
名
を
載
せ
ず
に
出
版
し
た
。
そ
こ
で
原
告
が
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
件
。

(

日

)

岱

印

句

-
N
L
ω
∞ω
(
N
E凶
行
司

-HUω
印
)

同
旨
判
例
と
し
て
は
わ
三
者
DD仏
〈
・
〉
『
『
己
庄
内

L
U
Z
ユr
E
2♂

N∞
ω
司
丘
-
N
S
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
被
告
が
無
権
限
に
原
告
の
九
ト

l
リ
ー
を
映
画
に

改
作
す
る
に
あ
た
っ
て
内
容
党
改
叙
し
た
に
も
拘
ら
ず
原
告
の
氏
名
を
著
作
者
と
し
て
掲
げ
た
事
件
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
著
作
者
氏
名
の
使
用
と
ス
ト

ー
リ
ー
の
タ
イ
ト
ル
の
使
用
の
差
止
請
求
を
認
め
て
い
る
。

論
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tコ

(ロ
)
N
O∞
Z
・J
ヘ
-
g∞・

8
N
Z・同
-
E
2
2
2
ω
)

(
臼
〉
回
出
品
司
・

M
L
日
N
N
(
3
7
n町
-Hmvh齢、吋)

(
は
)
阿
内
田
門
N
-
N
A
F
ω
0・
n
田口『
-
F
2
4
H
N
2
5
4〈

Z
0・
hFω
叶
印
白
同
色
N
-
n『-
g
S
E
a
-
o
u
-
n
H了間】・印
N印・

(
臼
〉

Z
・J
ヘ・円、.』
-
D
2・
MM.3ω
斗

L
Y
M
g由・

(
げ
叩
)
巴
∞
句
-

M
【同日∞印

(
M
口門戸

C

P

H
由日
N
)

こ
の
事
件
は
音
楽
著
作
物
の
演
奏
者
に
関
す
る
事
件
で
あ
る
か
ら
厳
密
に
は
隣
接
権
に
属
し
、
著
作
権
と
は
異

な
る
が
同
一
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
の
で
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

(
げ
〉
ブ
ヲ

γ

F
判
事
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
勿
論
私
は
、
契
約
に
基
づ
こ
う
と
不
法
行
為
に
よ
ろ
う
と
、
原
告
が
彼
の
作
品
の
改
鼠
さ
れ
た
も
の
に
彼
の
氏
名
が
附
さ
れ
る
の
に
対
し
異
議
を
申
立
て

る
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。
こ
の
法
理
は
決
し
て
目
新
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
(
回
三
口
口
ぐ
・

]
D
r
a
gロ
〔
同
∞
忌
〕

N

包
R
S
)
は
、
パ
イ
ロ
ン
の
詩
集
を
内
容
と
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
バ
イ
ロ
ン
が
そ
の
著
作
者
で
あ
る
旨
を
表
示
し
な
い
本
の
発
行
差
止
を
命
じ
て
い

る
0

・
:
そ
れ
ら
の
裁
判
所
は
、
あ
る
美
術
家
が
被
告
に
著
作
物
を
売
却
し
、
被
告
が
そ
れ
を
重
大
な
変
更
を
加
え
、
そ
れ
を
原
告
の
作
品
で
あ
る
と
し
て

表
示
す
る
が
如
き
状
況
に
お
い
て
は
原
告
の
差
止
請
求
を
認
め
て
い
る
。
著
作
物
が
著
作
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
ま
た
美
術
家
と

の
契
約
が
明
示
の
意
思
表
示
に
よ
り
合
理
的
修
正
を
施
し
て
い
る
に
せ
よ
、
美
術
家
が
実
質
的
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
か
け
は
な
れ
た
も
の
に
著
作
者
と

し
て
掲
示
さ
れ
る
の
は
起
訴
し
う
る
違
法
行
為
で
あ
る
。
」

(
叩
旧

)

N

串

H
り・
ω毛
甘
・

8
日

(
0・
。
・
富
山
田
-
H
C
S
)

原
告
は
《
ω
E
F
U
L
F
S
と
題
す
る
小
説
の
作
者
で
あ
っ
た
が
、
被
告
は
原
告
の
同
意
な
く
し
て
こ
の
小
説
の
女
主
人
公

ω
E
F
U
L
a
の
氏
名
を
借

用
し
て
台
本
を
作
成
し
放
送
し
た
た
め
、
小
説
の
芸
術
的
価
値
が
そ
こ
な
わ
れ
原
告
の
名
誉
が
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
し
た
事
件
。

(
山
口
〉

ω忠
臣
・

8
斗・

5
日
〉
己
-
U
O印

(
5
8
)

(
却
)

H

N

O

巾
仏
巾
口
。
唱

-n-r-u・
目
白
∞
-

(
幻
)
∞
可
ωロω
回、
O
H
M
-

門戸内
-
w
H
】・目
N
∞・

(
辺
)
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
以
上
の
権
利
の
ほ
か
に
次
の
権
利
を
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
著
作
人
格
権
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

ω
著
作
物
を
創
作
す
る
権
利

特
定
履
行
を
強
制
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
損
害
賠
償
の
み
が
許
さ
れ
る
。

HNc=R
〈
・
毛
色
間
一
旬
、

N
2
司・

M
g
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説

同
過
度
な
批
評
に
異
議
を
唱
え
る
権
利

文
学
的
及
び
美
術
的
著
作
物
の
批
評
は
公
正
な
評
釈

(
P
R
B
B
B
g門
)
の
範
囲
内
で
の
み
許
さ
れ
る
。
そ
の
範
囲
を
越
え
著
作
者
の
名
誉
を
段
損

す
る
と
き
は
文
書
誹
設
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
。
回
mHm
〈
-
P
E
R
m
-
-ロ
rHUロ『・

(UG--E
司
・
∞
戸
市
匂
・
吋

8
・
E
H
司
・
注
目
。
NN-

ω
そ
の
他
の
人
格
権
侵
害
に
対
す
る
救
済
権

例
え
ば
映
画
の
広
告
の
た
め
に
仮
空
の
手
紙
を
作
成
し
、
そ
の
発
信
人
と
し
て
あ
る
婦
人
の
氏
名
を
使
用
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
女
流
美
術
家
の
氏

名
と
偶
然
一
致
し
、
そ
の
た
め
彼
女
が
手
紙
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
放
縦
な
性
格
を
有
す
る
と
の
推
定
を
受
け
た
と
し
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵

害
を
主
張
し
認
容
さ
れ
た
ケ

l

ス
。
同
巾
円
σ日
刊
〈
・
出
回
-
同
O
R
Y
ω
百円
-H0・印
ωmU印}・〉同】句
-
N
L
N
O叶
-HN斗
司

-
N仏印吋吋一

(3AFN)
・

(幻

)
B
o
g
-
ロ
m
E
牛

o
n
E
D
m
に
触
れ
た
判
例
と
し
て
は

ω
r
s
s
r
c
i口
「
巾
片
山
一
-
〈
・
吋
宅
B
2
2
7ーの
g
z
q
H
4
G
H
E
E
(
U
D弓
2
E
C
P
S∞
ζ
胃
・
ミ

-
g

Z-Jヘ-
mロ
3
・
Nι

日
叶
印
(
お
お
)
が
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
冷
戦
期
に
お
け
る
米
ソ
間
の
ス
パ
イ
活
動
を
描
い
た
被
告
製
作
の
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
と
題

す
る
映
画
に
ソ
連
の
著
名
作
曲
家
た
る
原
告
の
音
楽
を
パ
ッ
ク
に
流
し
た
こ
と
が
原
告
の
政
治
的
信
条
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
文
書

誹
段
等
の
侵
害
及
び

B
O
B
-
ユ
間
宮
の
侵
害
が
訴
求
さ
れ
た
事
件
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
最
高
裁
は
、
著
作
物
が
既
に
公
有
に
な
っ
て
お
り
何
人
も
自
由
に

複
製
で
き
る
状
態
に
あ
る
か
ら
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
に
は
該
当
せ
ず
、
ま
た
原
作
を
忠
実
に
複
製
し
て
い
る
か
ら
文
書
誹
設
に
も
あ
た
ら
な
い
と
し
た

上、

E
o
s
-
-
m
E
侵
害
の
主
張
に
対
し
て
は
大
要
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

目
。
岡
山
一
口
間
宮
の
法
理
に
よ
る
と
、
裁
判
所
は
、
お
そ
ら
く
著
作
物
が
公
有
と
な
っ
た
場
合
で
も
著
作
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
よ
う
な
著
作
物
の
使
用

を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
著
作
物
が
公
有
と
な
る
と
誰
で
も
自
由
に
利
用
で
き
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
他
人
に
よ

る
著
作
物
の
利
用
権
能
と
著
作
者
の

E
o
s
-
H
H
m
Z
と
が
衝
突
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
場
合

B
c
s
-
2
m
E
の
優
位
を
認
め
る
た
め
に
は
何

ら
か
の
規
準
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
芸
術
的
価
値
に
求
め
る
の
か
、
政
治
的
信
条
に
求
め
る
の
か
、
さ
ら
に
は
ま
た
倫
理
観
に

求
め
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
だ
い
い
ち
現
在
の
ア
メ
リ
カ
法
で
は

B
虫
色
ロ
聞
広
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い

し
、
そ
の
他
の
権
利
と
の
関
係
と
か
救
済
手
段
な
ど
に
つ
い
て
も
決
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
述
べ
て

B
O
E
r
-
m
E
侵
害
の
主
張
も
ま
た
排
斥
し
て
い
る
。

ヲム

長田

北法15(2・74)290



第
二
節

各
実
定
法
体
系
に
お
け
る
著
作
人
格
権
の
地
位

第

項

ド
イ
ツ
法
上
の
地
位

付

現
行
法
上
の
地
位

同

ド
イ
ツ
で
は
長
期
間
に
わ
た
る
圏
内
の
不
統
一
の
た
め
に
立
法
化
に
か
な
り
の
遅
れ
を
み
た
が
、
そ
の
問
、
人
格
権
論
の
拾
頭
期
に
遭

遇
し
た
こ
と
が
、
著
作
人
格
権
に
対
す
る
関
心
を
喚
起
す
る
と
い
う
好
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
一
八
七
一
年
の
ラ
イ
ヒ
法
は
ま
だ
著
作
権

を
財
産
権
と
し
て
把
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
一
八
八
四
年
の

R
G
判
決
が
著
作
物
変
更
権
に
対
す
る
異
議
申
立
権
を
認
凶
)
た
の
を
き

っ
か
け
に
二
九

O
一
年
法
及
び
一
九

O
七
年
法
は
い
ず
れ
も
著
作
人
格
権
に
関
す
る
規
定
を
含
め
る
に
い
た
っ
た
。
勿
論
こ
の
法
律
も
重

点
が
著
作
権
の
財
産
権
性
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
だ
が
た
と
え
不
充
分
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
と
も
か
く
著
作
人

格
権
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
著
作
権
を
表
示
す
る
《

C
H
Z
Zロ
2
r
g
の
語
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

6
5官
広
広
言
広
岡
山
一

5
2

2
己

2
5
5》
と
は
内
容
的
に
同
一
視
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
一
八
八
五
年
ベ
ル
ヌ
条
約
締
結
の
た
め
の
第
二
回
国
際

会
議
の
席
上
、
フ
ラ
ン
ス
代
表
、
が
条
約
草
案
の
タ
イ
ト
ル
が
《
己
巳
O
ロ
m
E
b
E
F
ち
5
F
H
U
B窓
口
昨
日
。
ロ
仏
巾
凹
門
H
5
5
q
2
2
2
5
と
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
異
議
を
唱
え
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
慣
用
例
に
し
た
が
い
怠

g
母
2
3
q
g
g
5
5
の
語
の
代
り
に
《
借
戸
田
四
回
l

o--b弘
主
広
E-H巾
己
目
立

Z
5
5》
の
語
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
代
表
は
官
。
官

-ba
概
念
の
も
つ

著作権の一元的構成について

ス
イ
ス
代
表
の
折
衷
案
で
あ
る

6
5
Z
2
5ロ
仏
2
0
2
2
2
E
H
e
2
5
2
2己
主
宮
内
》

(
2
)
 

の
語
が
採
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
の
を
み
て
も
、
ド
イ
ツ
で
は
一
九

O
一
年
法
制
定
以
前
既
に
著
作
権
が
著
作
人
格

財
産
権
的
イ
メ
ー
ジ
に
強
く
反
対
し
、
結
局
、

権
的
性
質
を
内
包
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

著
作
人
格
権
を
著
作
権
概
念
に
包
摂
す
る
と
い
う
傾
向
は
、
と
り
わ
け
ア
ル
フ
ェ
ル
ト
を
先
駆
者
と
す
る
著
作
権
一
元
論
主
張
者
に
よ
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説

っ
て
強
力
に
推
進
さ
れ
た
。
こ
の
見
解
は
前
述
の
如
く
著
作
権
を
財
産
権
的
要
素
と
人
格
権
的
要
素
と
の
不
可
分
に
結
合
し
た
特
殊
な

単
一
の
権
利
と
み
る
も
の
で
、
出
現
以
来
今
日
ま
で
ド
イ
ツ
学
界
の
主
流
を
占
め
て
い
る
見
解
で
あ
る
「
し
た
が
っ
て
判
例
が
次
第
に
こ

ニ

1
チ
ェ
の
手
紙
事
件
(
列
。

N
g
w

論

の
理
論
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
蓋
し
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

九
日
(
)
]
戸
)

に
お
い
て
、
手
紙
に
人
格
権
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
際
に
、

R
G
は
現
在
の
私
法
体
系
に
お
い
て
は
一
般
的
人
格
権

は
承
認
さ
れ
て
い
な
い
と
述
べ
た
後
、

「
法
律
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
た
人
格
権
、
例
え
ば
氏
名
権
、
商
標
権
、
自
己
肖
像
権
、
及
び
著
作
権
の
い
ハ
格
権
か
卦
帝
(
佳
作
甘

g
S
F
r
z
g
R
E
F
n
z

回

g
gロ
門
同
円
四
回
一
四
円

-
g
C
H
F巾
rmHHmnE)
だ
け
が
認
め
ら
れ
る
に
す
、
ぎ
な
い
」

(
傍
点
筆
者
〉

と
判
示
し
て
、
著
作
権
が
財
産
権
的
要
素
と
人
格
権
的
要
素
と
か
ら
成
る
単
一
の
権
利
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
論
旨
を
進

め
て
い
る
し
、
ま
た
建
築
著
作
物
に
著
作
者
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
の
著
作
者
の
利
益
は
、
財
産
的
利
益
を
含
む
と
し
た
判
例

B
O
N
H
H
O
W

(
6
)
 

話
。
)
及
び
財
産
的
請
求
権
が
著
作
人
格
権
か
ら
生
ず
る
こ
と
を
承
認
し
た
判
例

(
]
N

巴
E
W
E
ω
w
伊
「
己
見
切
の
E
N
Z
H
-
N
∞
)
さ
ら
に

は
公
表
権
が
財
産
権
的
性
質
と
人
格
権
的
性
質
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
前
述
の
コ
シ
マ

1
ワ

l
グ
ナ
!
日
記
事
件
判
決
な

ど
、
い
ず
れ
も
著
作
権
一
元
論
を
基
調
と
し
、
こ
れ
を
間
接
的
に
表
明
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

p 

改
正
草
案
上
の
地
位

ド
イ
ツ
に
お
け
る
著
作
権
法
改
正
の
作
業
は
、

一
九
三
二
年
以
来
続
け
ら
れ
て
い
る
。
戦
前
に
お
け
る
改
正
作
業
の
成
果
は
、
ラ
イ
ヒ

司
法
省
草
案
(
一
九
三
二
年
)
、

ア
カ
デ
ミ
ー
草
案
(
一
九
三
八
年
)
そ
の
他
多
数
の
改
正
私
案
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
第
二

次
大
戦
の
勃
発
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
は
す
べ
て
中
止
の
う
き
め
を
み
た
。
戦
後
は
一
九
四
八
年
に
ベ
ル
ス
条
約
の
改
訂
会
議
が
ブ
ラ
ッ
セ
ル

で
聞
か
れ
た
の
を
機
に
、
連
邦
司
法
省
の
手
で
改
正
作
業
が
再
開
さ
れ
、

一
九
五
四
年
に
は
参
事
官
草
案
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
草
案
は
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内
容
の
公
開
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
多
く
の
批
判
を
参
酌
し
て
修
正
が
施
さ
れ
、

一
九
五
九
年
の
連
邦
司
法
省
草
案
と
な
り
さ
ら
に
若
干

の
修
正
を
み
て
一
九
六
一
年
に
連
邦
政
府
草
案
と
し
て
議
会
に
上
程
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
案
は
目
下
審
議
中
で
あ
る
。

戦
後
に
お
け
る
こ
れ
ら
三
つ
の
草
案
は
、
従
来
の
学
説
、
判
例
の
傾
向
を
大
幅
に
取
り
入
れ
、
著
作
権
の
一
元
的
構
成
の
徹
底
を
期
し

た
点
に
共
通
の
特
色
合
]
見
出
す
こ
と
、
が
で
き
る
。
勿
論
数
度
に
わ
た
る
変
遷
の
過
程
で
、
個
々
の
部
分
に
つ
い
て
は
多
く
の
相
違
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
著
作
権
の
二
克
的
構
成
と
い
う
改
正
草
案
を
貫
く
基
本
原
理
に
関
し
て
は
少
し
の
変
更
を
み
て
い
な
い
。
そ
こ
で

う本
03項
で
は

一
九
五
九
年
の
連
邦
可
法
省
草
案
に
よ
っ
て
著
作
権
の
一
元
的
構
成
が
ど
の
よ
う
に
法
文
化
さ
れ
て
い
る
か
調
べ
て
み
よ

著
作
権
概
念

μい従
来
、
著
作
人
格
権
が
著
作
権
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
法
文
上
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
く
、
む
し
ろ
否
定
的
に
解

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
草
案
は
、
こ
れ
を
明
文
を
以
て
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一

O
条
に
お
い
て
「
著
作
権
は
著
作

者
に
よ
る
著
作
物
の
利
用

(
Z
E
Nロ
ロ
ぬ
)

及
び
著
作
者
の
著
作
物
に
対
す
る
精
神
的
、
人
的
関
係
を
保
護
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ

同

の
規
定
は
、
著
作
人
格
権
を
著
作
権
概
念
に
包
摂
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
ば
か
り
で
な
く
、

一
一
条
以
下
に
列
挙
さ
れ
た
個
々
の
財

著作権の一元的構成について

一
般
的
規
定
を
設
け
て
将
来
生
じ
う
べ
き
あ
ら
ゆ
る
権
能
が
著
作
者
に

産
権
的
権
能
、
及
び
人
格
権
的
権
能
の
冒
頭
に
お
い
て
包
括
的
、

帰
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
か
ら
も
、
そ
の
意
義
が
高
く
評
価
さ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
規
定
か
ら
は
著
作
人
格

権
が
著
作
権
概
念
中
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
の
構
成
要
素
で
あ
る
著
作
財
産
権
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。

こ
れ
を
検
討
す
る
に
は
、
さ
ら
に
著
作
権
の
動
態
的
側
面
に
関
す
る
規
定
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(ロ)

著
作
権
の
譲
渡

北法15(2・77)293



説

現
行
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
著
作
権
の
譲
渡
は
可
能
で
あ
り

(
L
U
G
八
条
、

K
U
G

一O
条)、

た
だ
他
の
と
り
き
め
が
な
い
限
り
、

北法15(2・78)294

一
定
の
権
利
、
す
な
わ
ち
著
作
物
、
著
作
物
の
タ
イ
ト
ル
及
び
著
作
者
符
号
の
変
更
に
異
議
を
唱
え
る
権
利
が
著
作
権
の
譲
渡
の
際
に
も

論

著
作
者
に
留
保
さ
れ
る

(
L
U
G
九
条
、

K
U
G
二
一
条
)
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
特
別
の
契
約
が
あ
れ
ば
、
か
か
る
人
格
権
的
権
能
を
著
作

者
か
ら
奪
う
こ
と
は
法
文
上
可
能
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
通
説
は
こ
れ
を
認
め
ず
、
少
く
と
も
そ
の
核
心
に
当
る
部
分
に
つ

(
9
)
 

い
て
は
、
常
に
著
作
者
に
留
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
し
て
い
た
こ
と
は
、
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
だ
が
著
作
人
格
権
と
著
作
財

産
権
の
緊
密
な
結
合
関
係
に
鑑
み
る
と
き
、
著
作
者
に
留
保
さ
れ
る
部
分
と
譲
渡
さ
れ
る
部
分
と
を
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
そ
こ
で
草
案
は
、
著
作
権
自
体
の
譲
渡
を
否
定
し
た
ば
か
り
で
な
く
(
こ
れ
は
著
作
人
格
権
を
著
作
権
概
念
に
包
摂
し
た
当
然
の
帰

結
で
あ
る
)
、
そ
の
一
部
分
の
譲
渡
さ
え
も
否
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
従
っ
て
草
案
に
よ
れ
ば
、
財
産
権
的
権
能
で
さ
え
本
来
の
意
味
で

の
譲
渡
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
、
が
こ
れ
は
著
作
物
の
経
済
的
利
用
可
能
性
の
喪
失
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
草
案
は
譲

渡
に
代
え
て
利
用
権
の
附
与
(
何
百
円

E
B
E
m
gロ
Z
E
N
E
m同
宮
古
)

と
い
う
概
念
を
案
出
し
、
著
作
権
か
ら
派
生
す
る
権
利
と
し
て

工
業
所
有
権
上
の
ラ
イ
セ
ン
ス
と
同
様
の
法
理
に
よ
っ
て
他
人
に
与
え
ら
れ
、

う
法
的
構
成
を
法
文
上
明
ら
か
に
し
た
。

の
利
用
権
が
、

そ
の
行
使
が
許
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い

つ
ま
り
著
作
物
を
経
済
的
に
利
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
著
作
権
は
常
に
著
作
者
の
も
と
に

留
保
さ
れ
、
た
だ
利
用
権
の
負
担
を
受
け
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
す
る
わ
け
で
あ
る
(
位
記
十
時
同
浦
日
町
一
樫
村
山
寸
間
一
位
十
時
的
…
腕
一
九
日
附
伽

路
程
在
力
説
明
官
官
民
信
諮
問
。
計
十
日
十
日
日
開
坊
位
コ
忠
良
司
辺
諸
説
権
)
。
こ
の
法
理
に
よ
れ
ば
、
著
作
者
の
も
と
に
常

に
著
作
人
格
権
ば
か
り
で
な
く
、
著
作
財
産
権
も
ま
た
留
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
著
作
権
の
単
一
性
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
利
点
を
も

た
ら
す
こ
と
の
ほ
か
に
、
著
作
者
は
著
作
物
の
利
用
を
他
人
に
委
ね
て
も
、
著
作
物
の
運
命
に
つ
い
て
常
に
一
定
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
加
え

得
る
こ
と
と
な
り
(
制
一
括
十
矧
閥
均
一
何
時
開
階
的
羽
田
山
一
時
一
品
抱
一
服
肘
抗
ト
2
M
m
d一一立制

4
5
J一
一
刊
一
地
岡
山
用
)
、
著
作
者
の
保
護
を
基
調
と
す
る
著
作

権
制
度
の
趣
旨
に
よ
り
い
っ
そ
う
治
い
う
る
と
い
う
利
点
を
も
併
せ
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
。



全々

著
作
権
の
相
続

現
行
法
と
同
様
、
草
案
も
著
作
権
の
相
続
を
認
め
る
(
二
三
条
一
項
)
。
す
な
わ
ち
、
著
作
者
の
死
後
、
著
作
権
は
そ
の
全
体
が
|
著

作
財
産
権
ば
か
り
で
な
く
著
作
人
格
権
も
!
相
続
人
に
承
継
さ
れ
、
相
続
人
は
著
作
権
の
保
護
期
間
中
、
著
作
者
と
同
一
の
地
位
に
立
つ
。

著
作
者
は
、
死
因
処
分
に
よ
り
、
著
作
権
が
遺
言
執
行
人
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
こ
の
場

合、

B
G
B
一一一一一

O
条
の
規
定
は
適
用
さ
れ
ず
、
遺
言
執
行
人
は
著
作
権
の
保
護
期
間
中
著
作
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
一
二
二

条
二
項
〉
。
勿
論
こ
の
規
定
は
、
遺
言
執
行
者
に
著
作
権
の
行
使
を
認
め
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
著
作
権
の
帰
属
を
定
め
る
も
の
で
は
な
い
。

著
作
権
は
死
因
処
分
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
相
続
人
に
承
継
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

村

著
作
権
の
消
滅

著
作
権
は
、
著
作
者
の
死
亡
後
五

O
年
で
消
滅
す
る
(
六
四
条
)
o

著
作
人
格
権
も
こ
の
期
間
後
消
滅
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

臼

さ
て
以
上
の
諸
規
定
を
通
覧
す
る
と
き
、
ド
イ
ツ
の
改
正
草
案
が
著
作
権
の
一
元
的
構
成
に
並
々
な
ら
ぬ
努
力
を
払
っ
て
い
る
の
を
看

著作権の一元的構成について

取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
案
の
成
立
に
は
、
ま
だ
相
当
の
日
数
を
要
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
三

O
年
の
改
正
作
業
の
成
果
が
一
日

も
早
く
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

(

1

)

討の
N
-
M
w
印
(
)
『
『
・

著
作
者
か
ら
出
版
権
を
得
た
出
版
者
が
、
著
作
者
の
死
後
改
訂
版
を
発
行
す
る
に
あ
た
り
、
著
作
者
の
相
続
人
の
同
意
を
得
ず
に
第
三
者
を
し
て
改
訂
せ

し
め
、
そ
れ
を
発
行
し
た
の
に
対
し
、
著
作
者
の
相
続
人
が
異
議
を
唱
え
た
事
件
。

(

2

)

第
一
回
の
表
決
で
は
七
対
五
の
多
数
で
フ
ラ
ン
ス
案
が
可
決
さ
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
代
表
が
こ
れ
に
強
く
反
対
し
、
こ
の
決
議
が
維
持
さ
れ
あ
限
り
ド
イ

ア
は
条
約
に
加
盟
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
の
意
向
を
表
明
し
た
た
め
、
ス
イ
ス
案
が
提
出
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
〈
的
}
・
同
州

R
F
E
C『
}HS
。qnh
北法15(2・79)295



説

円
}
見

D
L
2
0
m
F
m同
釘
巾
回
開

F
m
g
z
g
u
H由
印
少

ω・同日・

〈

3
)

前
号
一

O
四
頁
以
下
参
照
。

(
4
)
-
一l
チ
エ
は
生
存
中
に
親
交
の
厚
か
っ
た

O
教
授
と
の
閲
で
数
百
通
に
も
の
ぼ
る
手
紙
の
交
換
を
し
て
い
た
。
両
人
の
死
亡
後
、

O
教

授

の

相

続

人

(
被
告
)
は
、
教
授
の
遺
言
に
よ
り
ニ

l
チ
ェ
の
手
紙
を
公
刊
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
ニ

l
チ
ェ
の
唯
一
人
の
相
続
人
で
あ
る
妹
(
原
告
)
は
、
こ
の

手
紙
の
所
有
権
及
び
著
作
権
が
原
告
に
あ
る
こ
と
、
手
紙
の
公
表
は
ニ

l
チ
ヱ
の
人
格
権
を
侵
害
す
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
ま
ず
発
行
差
止
の
仮
処
分

を
得
、
次
に
手
紙
の
複
製
・
改
作
・
頒
布
等
は
原
告
の
同
意
な
く
し
て
許
さ
れ
な
い
旨
の
確
認
を
求
め
て
訴
を
提
起
し
た
。
一
二
審
と
も
に
原
告
の
敗
訴

に
終
っ
た
が
、

R
G
は
、
一
般
的
人
格
権
が
現
行
法
上
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
手
紙
の
所
有
権
は
受
取
人
に
帰
属
す
る
こ
と
な
ど
を
判
示
し
た
後
、
手
紙

に
著
作
権
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
点
に
触
れ
、
手
紙
が
文
学
的
著
作
物
と
な
り
う
る
か
否
か
は
創
作
的
な
思
想
内
容
あ
る
い
は
芸
術
的
形

式
如
何
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
し
て
ニ
1
チ
エ
の
手
紙
に
著
作
権
を
認
め
、
原
判
決
破
棄
、
原
審
差
戻
の
判
決
を
下
し
た
。

(

5

)

第
一
節
第
一
項
註
伸
参
照
。

(

6

)

原
告
は
、
ミ
ュ

γ

へ
γ
で
開
催
さ
れ
た
あ
る
著
名
写
真
家
の
作
品
展
の
た
め
に
展
示
カ

F

ロ
グ
を
作
成
し
た
。
被
告
は
リ
ン
ツ
に
お
け
る
同
写
真
展
に

際
し
、
原
告
の
作
成
し
た
カ
タ
ロ
グ
の
大
部
分
を
そ
の
ま
ま
転
用
し
て
頒
布
し
た
。
そ
こ
で
原
告
が
カ
タ
ロ
グ
の
頒
布
禁
止
と
損
害
賠
償
と
を
請
求
し
た

事
件
。

(
7
〉
本
来
な
ら
ば
一
九
六
一
年
の
連
邦
政
府
草
案
に
拠
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
遺
憾
な
が
ら
未
だ
そ
の
正
文
を
入
手
し
て
い
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
一
九
五

九
年
草
案
に
拠
っ
た
。
本
稿
に
関
連
す
る
限
り
で
は
両
者
に
相
違
は
な
く
、
た
だ
条
文
に
若
干
の
変
動
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
附
言
し
て
お
く
。

(

8

)

開
三
宅
ZHhm
【
】
巾
回
国
ロ
ロ
仏
町
田
吉
田
片
岡

N
B吉
田
門

2
2
5
M
N
E円

d
p
$
2
5
n
y
g月『
D口
♂
〈
R
F四
回
ロ
ロ

L
m
m
g
N
-
m
2・
5
s
w
ω
・
ωN-

ハ
9
〉
前
号
-
-
四
頁
以
下
参
照
。

(
山
川
)
開
ロ
件
当
D
H
『♂

ω・
ω
∞・

論

第
二
項

フ
ラ
ン
ス
法
上
の
地
位

付

判
例
理
論
の
形
成

フ
ラ
ゾ
ス
に
お
け
る
著
作
権
の
権
利
構
成
の
問
題
は
、
と
く
に
夫
婦
共
同
財
産
制
に
関
す
る
判
例
の
中
で
発
展
を
み
て
い
る
。
い
う
ま

北法15(2・80)296



で
も
な
く
、
こ
こ
で
は
著
作
権
全
体
が
夫
婦
共
同
財
産
の
中
に
包
含
さ
れ
る
か
否
か
が
論
議
の
焦
点
で
あ
り
、
判
例
は
多
く
事
件
の
解
決

を
夫
婦
共
同
財
産
制
に
関
す
る
規
定
の
解
釈
に
委
ね
て
い
る
が
、
仔
細
に
検
討
す
る
と
き
著
作
権
と
財
産
(
宮
S
E
C
Hロ
巾
)
と
の
関
係
、

と
く
に
著
作
権
が
財
産
権
的
性
質
の
み
を
有
す
る
か
の
点
に
つ
い
て
の
考
究
を
通
じ
て
、
著
作
権
の
分
析
に
努
め
て
い
る
姿
勢
を
見
逃
が

す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
以
下
、
著
名
な
三
つ
の
事
件
に
つ
い
て
、
各
審
級
の
判
旨
を
紹
介
し
な
、
が
ら
判
例
発
展
の
跡
を
た
ど
る
こ
と
と

し
た
い
。

θ) 

。2
&ロ
r
E
父
子
事
件

〔
事
実
〕

∞ 

作
家
で
あ
る
被
告
は
、
一
八
二
四
年
に
原
告
の
母
と
法
定
共
同
財
産
制
に
よ
り
婚
姻
を
し
た
が
、
一
八
七
一
年
に
妻
が
死
亡
し
た
た
め
、
被
告
は
再
婚
を
決

意
し
、
そ
の
際
、
前
婚
姻
期
間
中
に
執
筆
し
た
著
作
物
の
著
作
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
た
。
被
告
の
息
子
で
あ
る
原
告
は
、
セ
l

ヌ
地
裁
に
母
の
相
続
財
産
、

及
び
共
同
財
産
の
清
算
と
分
配
と
を
請
求
し
た
。
一
八
七
六
年
地
裁
は
公
】
証
人
を
清
算
人
に
任
命
し
て
業
務
に
あ
た
ら
せ
た
が
、
公
一
証
人
は
被
告
の
著
作
物
が

被
告
の
特
有
財
産
で
あ
り
、
共
同
財
産
に
含
ま
れ
な
い
と
判
断
し
た
た
め
、
原
告
は
そ
の
修
正
を
要
求
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
当
該
著
作
物
は
そ
の
本
質
上

動
産
で
あ
り
、
夫
婦
財
産
契
約
の
存
在
し
な
い
場
合
に
は
共
同
財
産
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
自
分
が
母
の
唯
一
の
相
続
人
で
あ
る
か
ら
当

該
著
作
物
の
半
分
に
つ
い
て
は
所
有
者
と
み
な
さ
る
べ
き
こ
と
の
二
点
を
挙
げ
た
。

著作権の一元的構成について

一
八
七
八
年
一
月
一

O
日
第
一
審
は
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
。
そ
の
判
決
理
由
の
中
で
裁
判
所
は
、
ま
ず
著
作
物
の
性
質
に
つ
い
て

「
精
神
的
著
作
物
は
外
部
的
形
式
を
と
も
な
っ
て
出
現
す
る
と
、
直
ち
に
所
有
権
の
対
象
と
な
る
に
適
し
た
財
(
庄
内
口
)
と
な
り
、
爾
後
そ
の
法
規
定
の
適
用

を
受
け
、
と
く
に
公
表
著
作
物
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
著
作
者
の
利
害
関
係
人
す
べ
て
が
そ
の
利
益
に
関
与
す
る
:
:
:
」

と
述
べ
、
さ
ら
に
著
作
権
が
共
同
財
産
に
含
ま
れ
る
こ
と
の
正
当
性
に
つ
い
て
は
、

北法15(2・81)297 



説

「
そ
れ
は
夫
婦
に
よ
る
取
得
の
原
因
が
何
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
動
産
的
側
値
を
有
す
る
も
の
す
べ
て
が
共
同
財
産
に
含
ま
れ
る
と
い
う

g
p
己
主
一
四

北法15(2・82)298 

O
一
条
と
一
四
九
八
条
の
規
定
か
ら
生
ず
る
」

論

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
著
作
権
が
財
産
権
的
性
質
の
み
を
有
す
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
財
産
権
性
は
、
著
作
物
が
外
部
的
形
式
に
よ

っ
て
客
観
的
実
在
と
な
る
時
に
生
ず
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

こ
の
判
決
は
一
八
八

O
年
三
月
一
三
日
第
二
審
に
お
い
て
も
全
面
的
な
支
持
を
受
け
た
。
被
告
は
、
こ
の
判
決
を
不
満
と
し
て
上
告
し

た
が
、
破
農
院
審
理
部
(
円

E
E可
巾

仏

g
H
Z
E
H
g
)
は
一
八
八

O
年
八
月
一
六
日
次
の
よ
う
な
理
由
で
上
告
を
棄
却
し
た
。

「
文
学
的
又
は
美
術
的
所
有
権
ハ
日
著
作
権
)
は
必
然
的
に
動
産
で
あ
り
、
動
産
と
し
て
の
性
質
を
有
し
、
公
益
の
た
め
の
保
護
期
間
の
制
限
を
除
い
て
は

他
の
所
有
権
と
同
一
の
運
命
を
辿
る
も
の
で
あ
る
。
公
表
に
よ
っ
て
具
現
化
さ
れ
た

(
B巳
2
5
E凹
昨
而
)
文
学
的
著
作
物
は
所
有
権
の
対
象
と
な
る
に
適
し
た
財

を
構
成
し
、
そ
の
財
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
も
動
産
で
あ
る
。
従
っ
て
動
産
と
し
て
共
同
財
産
の
中
に
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

こ
れ
に
よ
る
と
、
著
作
物
が
財
と
な
り
う
る
時
期
に
つ
い
て
、
原
審
が
著
作
物
完
成
の
時
と
解
し
て
い
る
の
に
対
し
、
破
畏
院
は
公
表

に
よ
っ
て
具
現
化
さ
れ
た
時
、
つ
ま
り
著
作
物
が
著
作
者
の
手
を
離
れ
て
公
衆
に
伝
達
さ
れ
た
時
と
し
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
相
違
が

み
ら
れ
る
が
、
著
作
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
原
審
同
様
、
財
産
権
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。
と
く
に
著
作
権
を
有

体
物
所
有
権
と
同
一
次
元
で
処
理
し
て
い
る
点
、
精
神
的
所
有
権
論
の
強
い
影
響
を
み
の
が
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

(吋

ピ
8
2
夫
妻
事
件

〔
事
実
〕

被
告
(
夫
、
作
曲
家
)
と
原
告
(
妻
)
は
、
取
得
共
同
制
に
よ
り
婚
姻
生
活
に
入
っ
た
が
、
そ
の
夫
婦
財
産
契
約
の
中
で
、
今
後
創
り
出
し
た
著
作
物
の
う

ち
数
篇
は
共
同
財
産
と
な
り
、
そ
の
他
は
特
有
財
産
と
な
る
こ
と
を
明
記
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
契
約
に
は
、
創
作
は
婚
姻
前
で
あ
る
が
公
表
は
婚
姻
後
と
な



っ
た
著
作
物
の
帰
属
に
つ
い
て
、
何
ら
の
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
原
告
の
不
法
行
為
に
よ
り
離
婚
が
宣
告
さ
れ
た
折
に
、
公
証
人
は
こ
の
著
作
物

の
著
作
権
を
共
同
財
産
の
中
に
含
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
原
告
は
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
婚
姻
後
に
公
表
さ
れ
た
著
作
物
の
著
作
権
は
、
共
同
財
産
に
含
ま
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。

第
一
審
の
セ

l
ヌ
地
裁
は
似
事
件
と
同
様
の
理
由
に
よ
っ
て
そ
の
主
張
を
認
め
、
清
算
の
修
正
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
パ
リ
高
裁
は

一
八
八
四
年
四
月
三
日
に
、

「
精
神
的
著
作
物
は

g
P
2二
上
の
所
有
権
の
対
象
と
な
り
う
る
財
で
は
な
く
、
文
学
的
及
び
美
術
的
所
有
権
に
関
す
る
法
規
定
に
よ
っ
て
規
制
せ
ら

れ
、
且
つ
、
限
定
せ
ら
れ
る
特
殊
且
つ
一
時
的
権
利
の
対
象
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
」

と
述
べ
て
、
著
作
権
は
た
と
え
文
学
的
及
び
美
術
的
所
有
権
(
胃
。
官
広
芯
宮
芯
E
F
2
2
2
己
主
宮
市
)

no母
丘
三
日
上
の
所
有
権
と
は
本
質
的
に
異
な
る
点
を
強
調
し
た
上
、

と
い
う
名
称
を
附
し
て
も

口

「
夫
婦
財
産
契
約
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
取
得
財
産
共
同
制
の
過
程
で
、
夫
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
音
楽
的
著
作
物
の
所
有
権

(
1著
作
権
)
は
共
同
財
産
に

著作権の一元的構成について

含
ま
れ
な
い
。
た
だ
婚
姻
解
消
迄
に
生
じ
た
こ
の
著
作
物
か
ら
の
収
益
の
み
が
共
同
財
産
に
含
ま
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」

(
2〉

と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
著
作
権
が
著
作
者
の
観
念
的
利
益
の
保
護
に
奉
仕
す
る
点
に
着
目
し
て
、
非
財
産
権
的
性
質
を
有
す
る

も
の
と
考
え
、
こ
れ
を
特
有
財
産
に
含
め
る
と
同
時
に
、
著
作
権
の
利
用
に
よ
っ
て
得
た
収
益
の
み
を
共
同
財
産
に
包
含
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
人
格
権
二
冗
論
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
が
一
九

O
二
年
六
月
二
五
日
の
破
段
院
判
決
は
、
パ
リ
高
裁
の
判
決
を
破
棄
し
て
、
従
来
の
判
例
の
立
場
を
踏
襲
し
勺
だ
が

そ
こ
に
微
妙
な
変
更
が
あ
る
の
を
み
の
が
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
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説

破
接
院
は
ま
ず
、

論

「
法
律
に
よ
っ
て
著
作
者
及
び
そ
の
相
続
人
又
は
、
譲
受
人
に
留
保
さ
れ
る
文
学
的
又
は
美
術
的
著
作
物
を
排
他
的
に
利
用
す
る
権
利
は
、
取
引
市
場
(
円
0
・

5
5巾
Rm)
に
の
せ
う
る
財
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
い
っ
た
ん
取
引
過
程
に
お
か
れ
る
と
反
対
の
法
規
が
存
在
し
な
い
限
り

g
母
門
主
-
の
一
般
規
定
に
遵

ぅ
。
但
し
、
そ
の
一
般
規
定
が
文
学
的
又
は
美
術
的
所
有
権
の
特
質
に
矛
盾
し
な
い
場
合
に
限
る
」

と
述
べ
、
著
作
物
を
利
用
す
る
権
利
が
財
産
権
的
性
質
を
有
し
、
共
同
財
産
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
著
作
権
全
体

が
財
産
権
的
性
質
を
も
っ
と
解
し
た
的
事
件
の
判
決
と
比
べ
る
と
一
歩
前
進
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

「
と
く
に
所
得
共
同
制
に
関
す
る

g
F
巳
手
一
四
九
八
条
の
適
用
に
関
し
て
は
、
夫
婦
の
一
方
の
文
学
的
又
は
美
術
的
著
作
物
の
利
用
に
伴
な
う
金
銭
的

利
益
は
配
偶
者
の
勤
労
所
得
と
同
様
、
共
同
財
産
の
積
極
財
産
と
な
る
」

と
し
て
原
審
同
様
、
著
作
財
産
権
の
行
使
に
よ
る
収
益
も
共
同
財
産
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
承
認
す
る
。
だ
が
破
段
院
は
こ
の
よ
う
に
し

て
著
作
財
産
権
と
そ
の
行
使
に
よ
っ
て
得
た
収
益
と
を
共
同
財
産
に
含
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
非
著
作
者
た
る
配
偶
者
の
権
限
の
行
使
如

何
に
よ
っ
て
は
著
作
者
の
観
念
的
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
恐
れ
の
生
ず
る
こ
と
を
慮
り
、

「
著
作
物
の
内
容
変
更
又
は
公
表
撤
回
を
す
る
著
作
者
の
権
利
の
侵
害
を
許
す
も
の
で
は
な
い
」

一
定
の
権
制
が
常
に
著
作
者
の
下
に
留
ま
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
以
上
の
判
旨
か
ら
、
破
段
院
は
著

作
権
に
二
一
冗
的
性
質
を
与
え
、
骨
C
芯

B
2即
日
は
著
作
者
固
有
の
も
の
と
し
て
常
に
留
保
さ
れ
る
が
、
著
作
財
産
権
は
共
同
財
産
に
含
ま

と
判
示
し
、

れ
る
と
解
し
て
い
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
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{USE-
〈・，

F
E口
事
件

上
述
の
判
事
件
で
は
著
作
者
が
夫
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
本
件
で
は
そ
れ
が
妻
で
あ
る
た
め
、
妻
の
留
保
財
産
と
の
関
連
で
問
題
が
い

っ
そ
う
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。

〔
事
実
〕

戸

l

マ
音
楽
祭
で
グ
ラ
ン
プ
リ
を
獲
得
し
た
原
告
(
妻
)
は
、
被
告
(
夫
)
と
の
結
婚
前
後
を
通
じ
て
い
く
つ
か
の
作
曲
を
な
し
、
そ
れ
を
出
版
し
て
い

た
。
当
事
者
間
の
婚
姻
生
活
は
僅
か
九
年
を
も
っ
て
終
了
し
、
一
九
二
九
年
セ
l
ヌ
地
裁
の
判
決
に
よ
っ
て
離
婚
し
た
。
被
告
は
離
婚
前
(
結
婚
前
後
を
間
わ

ず
)
に
公
表
さ
れ
た
原
告
の
著
作
物
の
利
用
を
要
求
し
て
き
た
の
で
、
原
告
は
、
こ
れ
ら
の
著
作
物
の
著
作
権
が
原
告
に
固
有
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
請
求
し

た
。
争
点
は
婚
姻
前
に
作
曲
さ
れ
公
表
さ
れ
た
著
作
物
が
夫
婦
共
同
財
産
の
中
に
入
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
原
告
は
一
九

O
七
年
四
月
二
二
日
法
五
条
三

項
(
こ
れ
は
法
定
共
同
財
産
制
及
び
取
得
共
同
財
産
制
に
お
い
て
、
婚
姻
継
続
中
に
取
得
さ
れ
た
勤
労
所
得
を
共
同
財
産
の
中
か
ら
除
去
す
る
こ
と
を
認
め
た

も
の
)
を
援
用
し
て
婚
姻
後
に
創
作
し
た
著
作
物
を
法
定
共
同
財
産
か
ら
取
り
除
い
て
い
た
の
で
、
そ
の
帰
属
如
何
に
つ
い
て
は
問
題
は
な
か
っ
た
。

口

第
一
審
で
あ
る
セ

l
ヌ
地
裁
は
、

一
九
三
六
年
四
月
一
日
次
の
理
由
を
附
し
て
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
。

著作権の一元的構成について

「
創
意
及
び
起
草
が
作
家
叉
は
作
曲
家
の
智
的
能
力
に
か
か
る
文
学
的
叉
は
音
楽
的
著
作
物
は
、
著
作
者
の
固
有
の
思
考
及
び
才
能
の
発
露
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
著
作
物
は
著
作
者
の
人
絡
に
密
接
に
関
係
す
る
。
」
従
っ
て
「
:
:
:
著
作
者
は
必
然
的
に
著
作
物
を
公
表
す
る
か
ど
う
か
、
及
び
公
表
の
時
期
、
条
件
、

制
限
を
決
定
す
る
唯
一
の
者
で
あ
る
」
し
、
ま
た
「
著
作
物
を
処
分
し
て
金
銭
的
利
益
を
得
る
た
め
に
そ
れ
を
利
用
す
る
権
限
は
、
著
作
者
の
宮
古

B
誌

に
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固
有
で
あ
る
。
」
「
そ
の
結
果
、
著
作
者
が
法
定
共
同
財
産
制
の
下
で
婚
姻
し
て
い
る
場
合
、
婚
姻
の
前
後
を
問
わ
ず
公
表
さ
れ
た
著
作
物
の
利
用
権
は
著
作
者

国
有
の
も
の
と
な
る
。
」

こ
の
判
決
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
裁
判
所
が
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
の
不
可
分
性
を
強
調
し
て
、
結
果
的
に
著
作
権
の
二
冗
的
構
成



説

を
主
張
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
場
合
で
も
著
作
財
産
権
の
行
使
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
収
益
(
例
え
ば
印
税
)
だ

け
は
共
同
財
産
に
含
め
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
但
し
、
そ
れ
に
も
例
外
を
認
め
、

論

「
婚
姻
中
に
公
表
さ
れ
た
委
の
著
作
物
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
と
れ
よ
り
得
た
所
得
は
留
保
財
産
で
あ
り
、
も
し
妻
が
離
婚
の
際
に
共
同
財
産
制
を

放
棄
す
る
な
ら
ば
、
妻
は
取
戻
権
を
行
使
し
う
る
(
一
九

O
七
年
七
月
一
一
一
一
日
法
五
条
)
」

も
の
と
し
て
い
る
。

第
二
審
で
あ
る
パ
リ
高
裁
も
一
九
三
八
年
二
月
二
三
日
の
判
決
で
、
全
く
同
趣
旨
の
意
見
を
述
べ
て
い
む
だ
が
破
設
院
は
一
九
四
五

年
五
月
一
四
日
の
判
決
で
被
告
の
上
告
を
認
容
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
む
社
判
決
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
文
学
的
又
は
美
術
的
著
作
物
を
排
他
的
に
利
用
す
る
権
利
は
、
取
引
の
対
象
と
な
る
財
を
構
成
す
る
。
そ
し
て
反
対
の
と
り
き
め
が
な
い
限
り

g
p
丘三一

の
適
用
を
受
け
る
。
:
:
:
と
く
に
一
四

O
一
条
に
よ
り
法
定
共
同
財
産
の
積
極
財
産
と
な
る
。
:
:
:
共
同
財
産
制
を
解
消
す
る
場
合
に
は
、
排
他
的
利
用
権
は

著
作
物
の
公
表
の
時
期
が
結
婚
の
前
後
を
問
わ
ず
そ
の
す
べ
て
が
、
ま
た
利
用
権
の
行
使
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
収
益
は
、
結
婚
前
に
公
表
さ
れ
た
著
作
物
に
つ

い
て
の
も
の
だ
け
が
分
割
財
産
と
な
る
。
但
し
妻
が
著
作
者
で
あ
り
離
婚
に
あ
た
り
共
同
財
産
を
放
棄
し
た
場
合
に
、
婚
姻
中
に
公
表
し
た
著
作
物
の
利
用
権
及

び
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
収
益
は
留
保
財
産
と
し
て
妻
に
取
一
民
権
が
生
ず
る
(
一
九

O
七
年
二
二
日
法
五
条
、
円
D
L
巾
巳
丘
一
一
一
一
一
六
、
一
四
六
二
条
)

0

・:

婚
姻
前
に
妻
の
公
表
し
た
著
作
物
に
つ
い
て
は
著
作
物
利
用
権
ば
か
り
で
な
く
、
婚
姻
当
日
ま
で
徴
収
さ
れ
な
か
っ
た
収
益
も
ま
た
妻
の
取
戻
権
の
行
使
す
る

余
地
は
な
い
。
ま
た
婚
姻
継
続
中
に
継
続
利
用
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
収
益
に
つ
い
て
も
行
使
で
き
な
い
。
:
:
:
著
作
物
利
用
権
を
共
同
財
産
に
含
め
る
こ
と
は

著
作
者
の
人
絡
に
固
有
な
著
作
物
変
更
権
及
び
撤
回
権
の
侵
害
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。
但
し
、
著
作
者
は
こ
の
権
利
(
変
更
権
及
び
撤
回
権
)
を
配
偶
者
又

は
そ
の
代
理
人
を
困
却
さ
せ
る
目
的
で
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

本
判
決
は
多
少
幅
湊
し
て
い
る
の
で
判
決
理
由
を
整
理
し
て
み
る
と
要
旨
は
だ
い
た
い
次
の
よ
う
に
な
る
。

北法15(2・86)302 



(め

著
作
物
利
用
権
(
著
作
財
産
権
)

の
行
使
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
収
益
(
印
税
等
)
に
つ
い
て
、

著
作
物
の
公
表
の
時
期
が
婚
姻
前
の
場
合
1

1
共
同
財
産
に
含
ま
れ
る

-
著
作
者
が
夫
の
と
き
↓
共
同
財
産
に
含
ま
れ
る

著
作
物
の
公
表
の
時
期
が
婚
姻
後
の
場
合
|
|
{{
著
作
者
が
妻
の
と
き
↓
留
保
財
産
と
な
り
、
共
同
財
産
解
消
の
際
に
共
同
財
産
を
放
棄
す
れ
ば
取
戻
権
を

行
使
し
う
る
。

著
作
物
利
用
権
自
体
は
財
産
権
的
性
質
を
有
す
る
か
ら
共
同
財
産
に
含
ま
れ
る
。

母
。
ご

B
O
B
-
は
著
作
者
に
固
有
で
あ
り
、
当
然
共
同
財
産
に
含
ま
れ
な
い
。

亡才

九
W

内
且
恒例

の
点
に
つ
い
て
は
そ
の
説
明
の
仕
方
に
相
違
こ
そ
あ
れ
地
裁
と
破
段
院
は
全
く
同
意
見
で
あ
る
。
た
だ
高
裁
の
み
異
説
を
唱
え
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
刷
例
に
つ
い
て
は
下
級
審
と
破
虫
院
と
で
は
大
き
な
相
違
を
見
出
だ
す
。
前
者
は
著
作
物
利
用
権
と
母
。
伊
丹

5
2即日

の
不
可
分
性
か
ら
著
作
物
利
用
権
も
骨
。
ェ

B
o
z
-
と
同
様
共
同
財
産
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
こ
れ
を
分
離
し
、
著

著作権の一元的構成について

作
物
利
用
権
を
共
同
財
産
に
包
含
す
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
判
例
理
論
を
総
括
す
れ
ば
破
段
院
が
戸
巾

8
2
事
件
以
来
一
貫
し
て
採
る
態
度
は
、
著
作
権
の
構
成
要
素
た
る
著
作
財
産
権
と

著
作
人
格
権
の
分
離
可
能
性
を
容
認
し
、
門
町
。
一
昨
円
凶

2
Z巾
的
構
成
に
徹
す
る
こ
と
の
一
言
に
つ
き
る
よ
う
で
あ
る
。
学
者
も
お
お
む
ね
こ

の
よ
う
な
理
論
構
成
に
賛
意
を
表
わ
し
て
い
る
や
〉
た
と
え
著
作
権
を
構
成
す
る
こ
要
素
の
分
離
を
認
め
る
に
し
て
も
著
作
人
格
権
を
著

作
権
概
念
の
範
時
に
含
め
る
点
で
は
著
作
権
一
元
論
と
異
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
権
を
表
示
す
る
語
と
し
て
従
来
用
い
ら
れ
て

い
た
官
。
官
芯
H
b
T
H
b
z
-
2
2
2
t
2
5
5
で
は
正
確
を
欠
き
、
そ
の
た
め
に
学
者
は
多
く
こ
の
語
の
代
り
に
母
2
ご
F
E
E
H
の
語

北法15(2・87)303 



説

を
使
用
し
て
概
念
の
不
明
瞭
さ
を
払
拭
し
て
い
る
。

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
戦
後
に
お
い
て
も
一
九
四
四
年
以
来
エ
ス
カ
ラ

(何

mgH片
山
)

北法15(2・88)304 

E命

同

現
行
法
上
の
地
位

一
九
五
七
年
三
月
一
一
日
制
定
の
新
著
作
権
法
は
、
従
来
多
数
の
法
令
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
著
作
権
法
を
統
一
す
る
た
め
に
、
戦
前

を
議
長
と
す
る
著
作
権
委
員
会
に
お
い
て
続
け
ら
れ

た
努
力
の
成
果
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
従
来
学
説
や
判
例
で
確
立
し
た
も
の
を
法
文
化
し
た
に
と
ど
ま
り
、
と
く
に
新
味
は
な
い
が
、

前
述
の
判
例
理
論
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
著
作
権
の
含
♀
片
号
己
正
巾
的
構
成
を
徹
底
し
た
点
に
特
色
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
法
律
の
名
称
は
従
来
同
様
「
文
学
的
及
び
美
術
的
所
有
権
に
関
す
る
法
律
」
で
あ
る
が
、
勿
論
著
作
権
の
性
質
を
財
産
権
と
し
て

の
み
把
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
単
に
精
神
的
所
有
権
論
以
来
の
伝
統
的
用
語
法
に
し
た
が
っ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
現
に

-巾円神戸巾戸巾
A

いロ
J5H即
日

)

こ
の
法
律
は
一
条
二
項
に
お
い
て
「
こ
の
権
利
(
著
作
権
)
は
本
法
で
規
定
せ
ら
れ
た
人
格
権
的
特
質
主
2
E
E
E
Z
目
。
正
門
巾

Ez--

と
財
産
権
的
特
質
主

2
2
5
Z叶
即

日

c
E円
巾
宮

g
g
o己
主
)

を
包
含
す
る
」
と
規
定
し
て
、
著
作
人
格
権
を
著

作
権
の
う
ち
に
包
摂
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
規
定
の
叙
述
は
前
述
の
ド
イ
ツ
草
案
一

O
条
と
全
く
同
趣
旨
で
あ

的
構
成
を
採
る
の
か
、
或
は
ド
イ
ツ
草
案
の
如
く
一
元
的
構
成
を
貫
く
の
か
判
然

り
、
こ
の
規
定
だ
け
で
は
は
た
し
て
骨
C
広
仏
c
c
E巾

と
し
な
い
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
著
作
権
の
動
態
面
に
つ
い
て
法
は
い
か
に
処
理
し
て
い
る
か
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。

次
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
に
立
ち
入
っ
て
み
よ
う
。

)
 

J

ぺ，(
 
著
作
権
の
譲
渡

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
著
作
財
産
権
、
す
な
わ
ち
興
行
権
(
己

g
I
P
円名門
b
n
E
2
5ロ)
と
複
製
権
(
斥

Cご
仏
巾

H2)吋

C
E
S
S
)
と
に

二
大
別
さ
れ
る
著
作
財
産
権
は
、
そ
れ
ぞ
れ
無
償
又
は
有
償
で
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
三

O
条
一
項
〉

の
に
対
し
、
著
作
人
格
権
及



び
そ
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
人
格
権
的
権
能
は
譲
渡
で
き
な
い
(
六
条
三
項
、

一
九
条
)
。
だ
が
著
作
財
産
権
譲
渡
の
原
則
は
、
往
々
に

し
て
内
容
的
に
無
制
限
な
権
能
を
著
作
物
利
用
者
の
手
中
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
譲
渡
契
約
の
解
釈
に
規
制
を

加
え
る
詳
細
な
規
定
を
設
け
、
実
質
的
に
は
ド
イ
ツ
の
目
的
譲
渡
論
と
同
様
の
効
果
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
興
行
権
の
譲

ま
た
逆
に
複
製
権
の
譲
渡
も
興
行
権
の
譲
渡
も
含
ま
な
い
と
し
た
規
定
(
一
二

O
条
二
項
、
一
二
項
)
、
こ

の
二
種
の
権
利
の
い
ず
れ
か
一
方
を
全
部
移
転
す
る
契
約
を
締
結
し
た
場
合
で
も
、
譲
渡
の
範
囲
は
契
約
当
時
予
測
さ
れ
た
著
作
物
利
用

渡
は
複
製
権
の
譲
渡
を
含
ま
ず
、

方
法
に
つ
い
て
の
権
利
だ
け
に
限
ら
れ
る
と
し
た
規
定
ハ
三

O
条
四
項
〉
、
ま
た
さ
ら
に
譲
渡
契
約
を
要
式
契
約
と
し
(
一
一
一
一
条
一
項
)
、

契
約
の
中
に
譲
渡
さ
れ
る
権
利
の
範
囲
と
条
件
と
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
を
要
し
た
規
定
(
一
一
二
条
一
二
項
〉
な
ど
い
ず
れ
も
著
作
財
産
権
譲

渡
の
制
限
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
譲
受
人
の
著
作
物
利
用
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
収
益
に
対
し
、
著
作
者
が
配
当
を
受
け

る
権
利
を
原
則
と
し
て
承
認
し
、
著
作
財
産
権
の
譲
渡
後
と
い
え
ど
も
財
産
権
的
請
求
権
(
譲
受
人
が
も
し
収
益
を
得
た
な
ら
ば
そ
の
配

当
を
請
求
で
き
る
と
い
う
一
種
の
期
待
権
)
を
著
作
者
に
留
保
せ
し
め
た
こ
と
(
三
五
条
)
は
、
著
作
財
産
権
の
譲
渡
に
一
つ
の
例
外
を

認
め
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
著
作
人
格
権
不
可
譲
渡
性
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
著
作
人
格
権
の
行
使
だ
け
が
終
意
処
分
に
よ
っ
て

tコ

第
三
者
に
移
転
し
う
る
も
の
と
し
た
規
定
(
六
条
五
項
)
を
除
き
、
法
文
上
、
制
限
又
は
例
外
を
定
め
た
競
定
は
存
在
し
な
い
。

著作権の一元的構成について

伊)

著
作
権
の
相
続

フ
ラ
ン
ス
法
も
ド
イ
ツ
法
と
同
じ
く
著
作
権
の
相
続
を
認
め
る
。
こ
れ
は
著
作
人
格
権
が
著
作
者
の
死
後
そ
の
相
続
人
に
移
転
可
能

(
古
田
口
出
邑
宮
正
巾
)
で
あ
る
旨
を
定
め
た
規
定
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
(
六
条
四
項
)
。
た
だ
公
表
権
の
行
使
だ
け
は
相
続
人
が
必
ず
し
も
著

作
物
の
公
表
決
定
を
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
者
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
顧
慮
し
た
た
め
か
、
著
作
者
の
定
め
た
遺
言
執
行
者
を
第
一
順
位
の

承
継
人
と
し
、
こ
の
者
が
存
在
し
な
い
か
或
は
死
亡
し
た
と
き
に
は
著
作
者
の
反
対
の
意
思
表
示
が
な
い
限
り
一
定
の
近
親
者
に
移
転
さ

れ
る
も
の
と
し
て
い
る
(
一
九
条
二
項
)
o

ま
た
判
例
に
よ
れ
ば
、
著
作
人
格
権
を
承
継
し
た
相
続
人
(
公
表
権
の
場
合
は
遺
言
執
行
者

北法15(2・89)305



説

又
は
近
親
者
〉
は
、
そ
の
権
能
を
行
使
す
る
に
当
っ
て
被
相
続
人
の
意
思
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

が
生
前
著
作
物
の
公
表
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
承
続
人
も
公
表
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
何
ト
ま
た
権
能
の
性
質
上
著
作

者
自
身
の
行
使
し
か
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
権
能
、
例
え
ば
著
作
物
変
更
権
な
ど
も
相
続
人
の
行
使
は
許
さ
れ
な
い
。
た
だ
著
作
物
の
完

全
維
持
を
監
視
す
る
権
利
、
す
な
わ
ち
著
作
物
変
更
に
対
す
る
異
議
申
立
権
の
み
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
)

し
た
が
っ
て
著
作
者

北法15(2・90)306

三万h
d岡

り
著
作
権
の
消
滅

著
作
財
産
権
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
著
作
者
の
死
後
五

0
年
間
そ
の
存
続
を
認
め
る
(
一
二
条
一
項
、
二
項
)

人
格
権
に
つ
い
て
は
永
久
に
存
続
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
(
六
条
三
項
)
0

の
に
対
し
、
著
作

さ
て
、
以
上
述
べ
た
著
作
権
の
動
態
面
を
考
慮
に
入
れ
る
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
著
作
財
産
権
と
著
作
人
格
権
の
分
離
を
容
認
し
、

骨
O
X
門
目
。
己
巴
巾
的
構
成
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
か
か
る
構
成
の
当
否
は
後
に
ド
イ
ツ
法
と
の
比
較
に
お
い
て
検
討

し
て
み
た
い
。

(

1

)

こ
の
事
件
の
全
貌
に
つ
い
て
は

ω
E
q
Z∞H
・
H
-
N
印
の
ほ
か
、
ロ

g
r
c
F
T
w
e
D広
円

m
E
E♂
巴
印
0
・ロ
C
N
N
叶
に
拠
っ
た
。

〈

2
)
ω
町
q

H

g

品
-
H
F
H
N
O

(
3
〉
∞
町
巾
可

S
O
N
-
F
ω

。
∞
ロ
♀
o
F
U
E
Uロム
υω
巾ロ・

(
4
4
)

ロ-
H
M
・
5
8・
F
g
g
z
p向
由
民
巾

]
Z回目
7

(

5

)

ロ・国・

5
8・
H

∞由

(

6

)

ロ・

5
8・N
∞
印
ロ
D
H
O

民
自
己
ロ
groFm-

(
7〉
パ
リ
高
裁
は
、
著
作
者
が
妻
で
あ
っ
て
、
し
か
も
著
作
物
の
公
表
が
結
婚
前
に
な
さ
れ
た
場
合
の
印
税
収
入
を
二
つ
に
分
け
、
結
婚
前
に
既
に
取
得
さ

れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
共
同
財
産
に
、
ま
た
結
婚
後
に
取
得
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
留
保
財
産
に
含
め
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
破
致
院
は
「
結
婚
前

に
公
表
さ
れ
た
著
作
物
の
利
用
収
益
を
(
結
婚
前
に
取
得
し
た
も
の
と
結
婚
後
に
取
得
し
た
も
の
と
で
〉
区
別
す
る
原
容
の
見
解
は
な
ん
ら
法
律
上
の
根

拠
が
な
い
」
と
排
斥
し
て
い
る
。
同
様
の
結
論
は
、
デ
ボ
ア

(ogrc互
に
よ
っ
て
も
と
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
一
九

O
七
年
七
月
一
三
日
法



は
、
妻
に
扶
助
料
を
与
え
る
こ
と
を
立
法
の
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
婚
姻
中
に
妻
の
労
働
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
収
益
を
妻
に
帰
属
せ
し
め
よ
う
と

す
る
点
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
結
婚
前
に
公
表
さ
れ
た
著
作
物
が
留
保
財
産
と
な
り
う
る
た
め
に
は
、
婚
姻
中
に
著
作
物
の
改
一
訂
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
二

次
的
な
新
著
作
物
と
み
な
さ
れ
る
ほ
ど
の
修
正
を
受
け
た
場
合
に
限
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
本
件
で
は
結
婚
前
に
初
版
の
発
行
を
み
た
著

作
物
が
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
結
婚
後
も
利
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
留
保
財
産
と
は
な
り
え
な
い
、
と
す
る

(02rc-♂
C

℃・

E
F
E
。

忠岡)。

(
8
〉

フ

ラ

ン

ス

の

通

説

が

丘

OF円

ι
2
F
Z
論
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は

d
-
ヨ
R
白・回・
0
・・∞

-
S
参
照
。

(
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5同
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E
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リ
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M
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Zミ
・
〉
ロ
E
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F
H
)ち
胃
5
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F口門戸
EEm--o、凶円門戸
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5
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z
z
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包
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〉
ロ
ロ
・
)
お
さ
、

ghFUω
巳
ロ
巾
∞

-N・
3
N町
、
〉
ロ
ロ
・
巴
句
、
広
叶

(
門
町
・
豆

DrHH口問
l
ω
n
y
c
}
N
O
1
5
5
0
7
N宅
E
m
o
z
-
E・
o・-
p
s
z
o
v
n
r
ω
・
叶
)

(日

)
ω
巴ロ
O
H
O
-
H
O
-
-叩
印

N-]・(U・HU-Hmv印
M・
M-
叶

NAF()

第
三
項

英
米
法
上
の
地
位

亡コ

付
著
作
権
の
意
義

最
初
、
著
作
権

(
8
3
ュmE)

(。ョロ
21
。
『
円
。
宮
、
門
広
rH)
の

は
字
義
通
り
に
文
学
的
著
作
物
の
複
製
、
発
行
を
な
す
著
作
権
所
有
者

排
他
的
権
利
と
解
さ
れ
、
複
製
の
方
法
も
印
刷
に
限
ら
れ
て
い
む
だ
が
時
代
の
変
遷
に
伴
い
、
著
作
権
概
念
は
、
一
方
で
は
著
作
物
の

種
類
を
文
学
的
著
作
物
ば
か
り
で
な
く
、
演
劇
、
音
楽
、
美
術
等
の
著
作
物
を
含
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
一
方
で
は
著
作
物
伝
播
の
方

法
と
し
て
、
公
演
と
か
、
レ
コ
ー
ド
の
製
造
、
頒
布
と
か
等
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
次
第
に
拡
張
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
今
日
、
著

作
権
は
多
種
な
複
製
、
頒
布
手
段
を
有
す
る
数
個
の
権
利
の
集
合
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
著
作
権
、
換
言
す
れ
ば
著
作
権

所
有
者
の
有
す
る
排
他
的
権
利
を
、
そ
の
内
容
に
し
た
が
っ
て
分
類
す
る
と
、
著
作
物
の
複
製
・
発
行
権
、
改
作
権
、
公
演
権
、
及
び
録

音
・
録
画
権
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
著
作
物
を
経
済
的
に
利
用
す
る
権
利
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
権
利

を
統
括
し
た
著
作
権
が
一
種
の
財
産
権
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
と
な
る
。

著作権の一元的構成について

北法15(2・91)307 
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著
作
権
が
財
産
権
的
性
質
の
み
を
有
し
、
人
格
権
的
要
素
を
全
く
含
ま
な
い
こ
と
は
、
著
作
権
の
譲
渡
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
に
最
も

端
的
に
一
ボ
さ
れ
て
い
る
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
著
作
権
は
多
く
の
排
他
的
権
利
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
著
作
権
所
有
者
が
こ
れ

論

を
分
割
し
、
各
権
利
を
別
々
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
勿
論
可
能
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
一
括
し
て
譲
渡
す

る
こ
と
も
差
支
え
な
い
。
こ
の
場
合
、
著
作
権
所
有
者
に
変
動
が
生
じ
、
譲
受
人
が
著
作
権
所
有
者
と
な
る
。
つ
ま
り
著
作
者
に
非
ざ
る

(

4

)

 

者
、
が
著
作
権
の
主
体
と
な
る
わ
け
で
あ
る
o

著
作
権
の
譲
渡
と
似
て
非
な
る
も
の
に
ラ
イ
セ
ン
ス
が
あ
る
o

と
く
に
排
他
的
ラ
イ
セ
ソ
ス

は
譲
渡
に
近
似
す
る
。
だ
が
ラ
イ
セ
ソ
ス
は
著
作
権
の
主
体
に
変
動
を
生
ぜ
し
め
な
い
点
で
譲
渡
と
異
な
る
。
ま
た
排
他
的
ヲ
イ
セ
ソ
ス

は
ド
イ
ツ
改
正
草
案
の
排
他
的
利
用
権
の
附
与
l
著
作
権
一
元
論
の
い
う
排
他
的
援
権
l
と
同
様
の
効
果
を
も
た
ら
す
が
、
後
者
は
著
作

財
産
権
と
著
作
人
格
権
と
の
不
可
分
的
牽
連
関
係
か
ら
生
じ
た
い
わ
ば
著
作
権
の
一
元
的
構
成
の
帰
結
で
あ
る
(
記
枇
…
い
わ
れ
尚
一
昨
晴
の
)
の
に

対
し
、
前
者
は
財
産
権
と
し
て
の
著
作
権
か
ら
生
じ
た
著
作
物
利
用
の
一
形
態
で
あ
る
(
恥
伽
服
一
勾
一
間
約
件
山
市
閥
抗
一
日
開
)
か
ら
両
者
は
原
理
的

に
相
容
れ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
排
他
的
ラ
イ
セ
ン
ス
を
認
め
た
こ
と
は
、
著
作
権
の
財
産
権
的
性
質
を
少
し

も
査
め
る
も
の
で
な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
。

著
作
人
格
権
の
処
遇

右
に
み
た
よ
う
に
英
米
法
で
は
、
著
作
権
は
一
種
の
財
産
権
と
解
さ
れ
、
大
陸
法
の
著
作
人
格
権
概
念
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
全
く
未

知
で
あ
っ
た
。
著
作
人
格
権
に
対
し
て
正
当
な
関
心
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
二
八
年
ベ
ル
ヌ
条
約
に
新
た
に
著
作
人
格

権
に
関
す
る
規
定
が
採
択
さ
れ
た
時
以
後
の
よ
う
で
あ
る
。
既
に
ベ
ル
ヌ
条
約
に
加
盟
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
未
加

盟
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
で
さ
え
か
か
る
国
際
的
趨
勢
に
応
ず
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
著
作
人
格
権
の
検
討
に
対
処
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た

仁j
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
現
れ
た
前
掲
レ
ー
ダ
ー
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
二
論
文
1
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
よ
さ
と
、
大
陸
法
の
著

作
人
格
権
に
相
当
す
る
も
の
を
英
米
法
の
中
か
ら
探
し
得
た
点
で
特
筆
す
べ
き
業
績
と
い
え
よ
う
。
と
く
に
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
彼
の
諭

北法15(2・92)308



(
5
v
 

文
の
結
論
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
フ
ラ
ン
ク
判
事
は
の
S
R
〈
・
出
向
円
拐
事
件
に
お
い
て
歪
曲
盤

(ι
協
同
D
H
広
島
語
E

D

ロ
)
の
頒
布
を
禁
止
す
る
た
め
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
充
分
の
基
礎
が
存

在
す
る
の
で
あ
る
か
ら

B
o
g
-
ユ悶
E
L
S
E
5
自
体
を
わ
ず
ら
わ
す
必
要
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
判
旨
は
著
作
人
格
権
の
す
べ
て
の
部
分
に
あ
て
は

ま
る
も
の
で
あ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
原
則
が
も
し
正
確
に
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
権
利
の
保
護
の
た
め
の
相
当
な
基
礎
が
提
供
さ
れ
る
も
の
と
信
ず
る
。

わ
れ
わ
れ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
著
作
人
格
権
が
ア
メ
リ
カ
で
は
充
分
に
保
護
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
主
張
と
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
間
に
は
著
作

人
格
権
保
護
の
考
え
方
に
調
和
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
断
絶
が
あ
る
と
い
う
見
解
は
、
彼
我
の
判
例
を
詳
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
駆
逐
さ
れ
る
も
の
と
考
え

る
。
著
作
人
格
権
の
保
護
に
消
極
的
な
態
度
を
一
示
す
二
、
一
ニ
の
判
例
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
判
例
は
例
外
で
あ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ

i
原
則
を
誤
解
し
た
も
の

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
一
事
実
が
存
在
す
る
と
き
、
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
多
数
の
裁
判
所
は
、
著
作
人
格
権
保
護
の
た
め
に
同
一
の
合
理
的

か
つ
衡
平
な
基
準
を
使
用
し
て
い
る
o

保
護
の
相
似
性
は
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
と
言
葉
の
相
違
に
よ
っ
て
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
判

例
の
か
な
り
の
部
分
は
著
作
人
裕
権
保
護
の
た
め
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
礎
を
お
い
て
お
り
、
そ
の
範
囲
は
諸
外
国
で

5
0
邑
H
M
問

Z
ι
c
n
E
5
に
よ
っ
て
保

議
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
な
の
で
あ
る
」

亡3

こ
の
論
文
の
影
響
は
、
と
り
わ
け
一
九
六
一
年
ア
メ
リ
カ
。
。
七
三

f
z
o
E
B
の
著
作
権
法
全
面
改
正
に
関
す
る
勧
告
書
の
中
に
現

れ
て
い
る
ぺ
〉
勧
告
書
は
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
)

著作権の一元的構成について

「
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
れ
ま
で
著
作
人
格
権
は
著
作
権
の
ア
ス
ペ
ク
ト
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
だ
が
著
作
者
は
同
様
の
保
護
を
黙
示
の
契
約

(-目立

E
g
E自
主
、
不
正
競
業

(
E
E同
8
5刃
包
片
岡
D
ロ
)
、
不
実
表
示

(
B
E
8
5
m
3
5
5
2
)
及
び
名
誉
致
損

(
L
m『
ω
ヨ丘一
D
口
)
に
関
す
る
コ
苧
ン
・

?
i

の
一
般
原
則
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
」

ま
た
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
先
に
述
べ
た
如
く
、
現
行
法
制
定
の
た
め
の
著
作
権
委
員
会
が
一
九
五
二
年
の
リ
ポ
ー
ト
で
全
く

北法15(2・93)309 



説

同
様
の
見
解
を
示
し
、

ア
メ
リ
カ
と
と
も
に
著
作
人
格
権
の
立
法
措
置
が
不
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
〈
吃

以
上
の
所
説
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
英
米
法
で
は
現
在
な
お
著
作
者
に
特
有
な
著
作
人
格
権
概
念
の
採
用
が
否
定
さ
れ
、
著
作
者
の
観
念

論

的
利
益
の
保
護
は
も
っ
ぱ
ら
あ
ら
ゆ
る
人
に
対
し
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
精
神
的
利
益
の
保
障
l
そ
れ
は
主
と
し
て
名
誉
段
損
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、

不
正
競
業
な
と
の
不
法
行
為
法
理
に
よ
る
ー
と
同
一
の
次
元
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
結
論
と
し
て
、
英

米
法
に
お
い
て
は
、
著
作
者
の
観
念
的
利
益
の
保
護
は
著
作
権
の
待
外
で
救
済
が
は
か
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
著
作
権
自
体
は
財
産
権
と
し

て
の
意
義
し
か
も
ち
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
著
作
者
の
権
利
は
二
元
的
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

1

)

わ
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5
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w
M
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N
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C
M
Y
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(
2
)
円

u
o
g
S間
}
昆
戸

ω司
河
虫
、
ロ

5
p
o可
-
n
F
f
-
v・
ω

(
3
)
(
U
D
M比
口
問
司

ωロ門】

ω
r
o口。

γ
5
2・
0
匂
・
門
戸
・
匂

-
N・

(

4

)

ラ
イ
セ
ン
ス
に
つ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
現
行
著
作
権
法
が
三
六
条
四
項
に
規
定
を
置
い
て
い
る
。
譲
渡
と
ラ
イ
セ
ン
ス
の
相
違
に
つ
い
て
は
円

g
宮
♂

門わリ

c旬巴》『、
i円江目悶}「M昆門
ωロ
《
仏
凶
可

R
『
o同口同

(
5
)
ω忽門
gロ凹留ω♂
w
o匂
.
円
丘
-
門
了.ζ.

同匂】.印

ω銘
∞
 

(
6
)

こ
の
勧
告
書
は
註

ωに
掲
げ
た
も
の
を
指
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
勧
告
書
作
成
に
当
っ
て
多
く
の
基
礎
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
前
掲
シ
ュ
ト
ヲ
ウ

ス
の
論
文
も
こ
の
研
究
の
一
翼
を
に
な
っ
て
い
る
。

(
7〉

(
U
O
U
可
口
問
F
門
戸
山
者
附
仰
向
己
的

5
P
G唱
-
Q了
間
}
・

ι・

(
8
)

前
掲
六

O
頁
、
イ
ギ
リ
ス
著
作
権
委
員
会
リ
ポ
ー
ト

Z
0・
二
二
五
参
照
。
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【Jberdie monistische Konstruktion 
des Urheberrechts ( 2 ) 

Masao HANDA 
Dozent (Immater凶guterrech t) 
Rechtswissenschaftliche Fakult且tder 
Universitat Hoki正aiGakuen 

In Kapitel II mochte ich versuchen， wie das positive Recht 

des einzelnen Staaten die Konstruktion des Urheb世代chtserfasste. 

Das Problem， ob das Urheberrecht das monistische oder 
nicht ist， ist，wie erw忌hnt，seit der Erscheinungen des Urheber-

personlichkeitsrechts hervorgekommen. Deshalb ist es wichtig， 

die vergleichenden Forschungen der Stelle des Urheberperson-

lichkeitsrechts in jedem Rechtssystem zu machen. 

So in diesem Heft mochte ich uber Deutschland， Frankreich， 

Grossbritannien und U.S.A. die folgende Untersuchung machen ; 

1) In Welchem Prozess das Urheberpersonlichkeitsrecht in der 

Geschichte jeder positiven Rechtsordnung sich entwickelt ist? 

2) Welche Stelle in jeden positiven Rechtsordnung die Urheber-

persりnlichkeitsrechtnehmen? 

(Fortsetzung auf dem nachsten Heft) 
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